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逗子市情報公開条例の解釈運用基準（平成13年逗子市要綱）新旧対照表 

現行 改正後 

○逗子市情報公開条例の解釈運用基準 ○逗子市情報公開条例の解釈運用基準 

平成13年４月１日 平成13年４月１日 

目次 目次 

第１条関係目的 第１条関係目的 

第２条関係基本原則 第２条関係基本原則 

第３条関係定義 第３条関係定義 

第４条関係情報の公開を請求する権利 第４条関係情報の公開を請求する権利 

第５条関係情報の公開義務 第５条関係情報の公開義務 

第６条関係部分公開及び期間経過後の公開 第６条関係部分公開及び期間経過後の公開 

第６条の２関係一定期間経過後の情報の公表 第６条の２関係一定期間経過後の情報の公表 

第７条関係公益的理由による裁量的公開 第７条関係公益的理由による裁量的公開 

第８条関係存否に関する応答拒否 第８条関係存否に関する応答拒否 

第９条関係公開請求の手続 第９条関係公開請求の手続 

第10条関係公開するかどうかの決定 第10条関係公開するかどうかの決定 

第11条関係第三者情報に関する取扱い 第11条関係第三者情報に関する取扱い 

第12条関係情報の公開手続 第12条関係情報の公開手続 

第13条関係公開に要する費用 第13条関係公開に要する費用 

第14条関係情報公開制度の適正な推進 第14条関係情報公開制度の適正な推進 

第15条関係情報公開審査委員 第15条関係情報公開審査委員 

第16条関係情報公開運営審議会 第16条関係情報公開運営審議会 

第17条関係他の法令等との調整等 第17条関係他の法令等との調整等 

第18条関係情報の管理等 第18条関係情報の管理等 

第19条関係出資団体等の情報公開 第19条関係出資団体等の情報公開 

第20条関係会議の公開 第20条関係会議の公開 

第21条関係運用状況の公表 第21条関係運用状況の公表 

第22条関係情報提供の推進 第22条関係情報提供の推進 

第23条関係指定管理者に関する特例 第23条関係指定管理者に関する特例 

第24条関係委任 第24条関係委任 

第25条関係罰則 第25条関係罰則 

附則 附則 

第１条関係 第１条関係 

１ 趣旨 １ 趣旨 

情報公開制度とは、「知る権利」を制度的に保障す

るものであり、具体的には何人にもその必要とする行

政情報を入手するため、その公開を請求することを権

利として認めると同時に、市には当該情報の公開を義

情報公開制度とは、「知る権利」を制度的に保障す

るものであり、具体的には何人にもその必要とする行

政情報を入手するため、その公開を請求することを権

利として認めると同時に、市には当該情報の公開を義
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務づけることによって「開かれた市政」を実現しよう

とするものである。 

務づけることによって「開かれた市政」を実現しよう

とするものである。 

本条は「開かれた市政」を実現する一方策としての

「逗子市情報公開条例」の目的を明らかにしたもので

ある。 

本条は「開かれた市政」を実現する一方策としての

「逗子市情報公開条例」の目的を明らかにしたもので

ある。 

解釈運用に当たっては、この条例の趣旨及び目的を

十分理解し、本条に照らして行うものとする。 

解釈運用に当たっては、この条例の趣旨及び目的を

十分理解し、本条に照らして行うものとする。 

２ 解釈 ２ 解釈 

(1) 「日本国憲法に定める基本的人権及び地方自治

の本旨に則した知る権利」とは、日本国憲法上明文

で規定されていないものの 

(1) 「日本国憲法に定める基本的人権及び地方自治

の本旨に則した知る権利」とは、日本国憲法上明文

で規定されていないものの 

ア 憲法前文の国民主権原理 ア 憲法前文の国民主権原理 

国民が常に主権者であるためには、国政に関す

る情報が不断に国民に与えられていなければな

らない。(国政についての知る権利) 

国民が常に主権者であるためには、国政に関す

る情報が不断に国民に与えられていなければな

らない。(国政についての知る権利) 

イ 憲法第21条の表現の自由 イ 憲法第21条の表現の自由 

国民に基本的人権として表現の自由(情報を伝

達する自由)が保障されることは、国民にその情

報を受け取る権利としての知る権利が保障され

るということと同義である。 

国民に基本的人権として表現の自由(情報を伝

達する自由)が保障されることは、国民にその情

報を受け取る権利としての知る権利が保障され

るということと同義である。 

ウ 憲法第92条の地方自治制度保障規定 ウ 憲法第92条の地方自治制度保障規定 

国民主権原理の地方行政レベルでの権利(市政

についての知る権利) 

国民主権原理の地方行政レベルでの権利(市政

についての知る権利) 

エ 昭和54年９月に発効した国際人権規約B規約

(市民的及び政治的権利に関する国際規約)第19

条の表現の自由の中で「すべての者は、あらゆる

種類の情報及び考え方を求め、受け、及び伝える

自由を含む表現の自由についての権利を有する」

旨が規定されている。 

エ 昭和54年９月に発効した国際人権規約B規約

(市民的及び政治的権利に関する国際規約)第19

条の表現の自由の中で「すべての者は、あらゆる

種類の情報及び考え方を求め、受け、及び伝える

自由を含む表現の自由についての権利を有する」

旨が規定されている。 

など、この権利が国民に保障されているという解

釈は、今日の憲法学の解釈の中でも多数が認めてい

るところであり、更に判例でもこの権利の存在は認

知されている。このような現状を踏まえ、目的規定

に「日本国憲法に定める基本的人権及び地方自治の

本旨に則した知る権利」と明文で規定した意義は、

「知る権利」を憲法から導きだされる権利として捉

えることにより、最大限の保障を受けることを担保

するとともに、情報公開制度を利用する人が、情報

公開請求権は自らに認められた当然の権利である

ことを確認することにより、一層市政への市民参加

を促進し、市民と市との信頼関係を深める結果とな

ることを期待するものである。また「知る権利」を

など、この権利が国民に保障されているという解

釈は、今日の憲法学の解釈の中でも多数が認めてい

るところであり、更に判例でもこの権利の存在は認

知されている。このような現状を踏まえ、目的規定

に「日本国憲法に定める基本的人権及び地方自治の

本旨に則した知る権利」と明文で規定した意義は、

「知る権利」を憲法から導きだされる権利として捉

えることにより、最大限の保障を受けることを担保

するとともに、情報公開制度を利用する人が、情報

公開請求権は自らに認められた当然の権利である

ことを確認することにより、一層市政への市民参加

を促進し、市民と市との信頼関係を深める結果とな

ることを期待するものである。また「知る権利」を

　この情報は、逗子市
情報公開条例に基づき
交付したものです。
　逗　　子　　市



3/85 

最高法規である日本国憲法に則したものとするこ

とにより、原則公開が徹底され非公開の範囲が最小

限に限定されるなど、より積極的な情報公開が実施

されるよう厳格な判断がなされることになり、ひい

ては司法的救済も厚くなるといった効果もあると

考えられる。 

最高法規である日本国憲法に則したものとするこ

とにより、原則公開が徹底され非公開の範囲が最小

限に限定されるなど、より積極的な情報公開が実施

されるよう厳格な判断がなされることになり、ひい

ては司法的救済も厚くなるといった効果もあると

考えられる。 

(2) 「市の諸活動を速やかに説明する責務」とは、市

政の主権者が市民である以上、市の諸活動を市民に

説明する責任を負うことは当然のことであり、また

説明する時期についても迅速、適切であることがそ

の情報を生かす大きな要素であることから、「速や

かに説明する責務」がある旨規定したものである。 

(2) 「市の諸活動を速やかに説明する責務」とは、市

政の主権者が市民である以上、市の諸活動を市民に

説明する責任を負うことは当然のことであり、また

説明する時期についても迅速、適切であることがそ

の情報を生かす大きな要素であることから、「速や

かに説明する責務」がある旨規定したものである。 

(3) 「市政への市民参加を促進し、市民と市との信

頼関係を深め、一層公正で開かれた市政の実現を図

る」とは、この条例により実現しようとする直接の

目的を規定したものである。 

(3) 「市政への市民参加を促進し、市民と市との信

頼関係を深め、一層公正で開かれた市政の実現を図

る」とは、この条例により実現しようとする直接の

目的を規定したものである。 

この条例により、「知る権利」を保障することに

より、何人も市の保有する情報の公開を求めること

ができ、市はその求めに応じなければならないこと

となる。このため、市の情報が常に公開され得るこ

とになるので、行政の透明性が高まり、市民と市と

の信頼関係は一層強固なものとなる。 

この条例により、「知る権利」を保障することに

より、何人も市の保有する情報の公開を求めること

ができ、市はその求めに応じなければならないこと

となる。このため、市の情報が常に公開され得るこ

とになるので、行政の透明性が高まり、市民と市と

の信頼関係は一層強固なものとなる。 

３ 運用 ３ 運用 

この条例は、市政に関する市民の知る権利を保障す

ると同時に、実施機関にはその権利に対する公開を義

務づけるものである。一方、市は、従来からそれぞれ

の所管で管理している情報を 

この条例は、市政に関する市民の知る権利を保障す

ると同時に、実施機関にはその権利に対する公開を義

務づけるものである。一方、市は、従来からそれぞれ

の所管で管理している情報を 

(1) 他の法令の規定により情報の閲覧等が定められ

ている場合 

(1) 他の法令の規定により情報の閲覧等が定められ

ている場合 

(2) 他の法令の規定により情報の提供が求められて

いる場合 

(2) 他の法令の規定により情報の提供が求められて

いる場合 

(3) 事務・事業の実施に当たって情報を提供する場

合 

(3) 事務・事業の実施に当たって情報を提供する場

合 

などによって提供しているが、これらの情報の提供

は、この条例により禁止され、又は制限されるもので

はなく、条例第２条(基本原則)でも規定しているとお

り積極的な情報提供に努め、一層公正で開かれた市政

の実現を図るように努めなければならない。 

などによって提供しているが、これらの情報の提供

は、この条例により禁止され、又は制限されるもので

はなく、条例第２条(基本原則)でも規定しているとお

り積極的な情報提供に努め、一層公正で開かれた市政

の実現を図るように努めなければならない。 

第２条関係 第２条関係 

１ 趣旨 １ 趣旨 

広い意味での情報公開制度を考えるとき、本来の

「知る権利」を保障し、「行政がその諸活動を説明す

広い意味での情報公開制度を考えるとき、本来の

「知る権利」を保障し、「行政がその諸活動を説明す
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る責務」を全うするためには、行政自らが市民の知り

たい情報を積極的に市民の利用に供する幅広い情報

提供と、有形情報(文書や何らかの媒体に記録された

物理的記録による情報)・無形情報(会議での発言等そ

の場で生み出される物理的記録によらない情報)の公

開が必要であり、またこれらの情報提供、情報公開と

表裏一体の関係にある個人情報の保護に対し最大限

の配慮を払うべきである。 

る責務」を全うするためには、行政自らが市民の知り

たい情報を積極的に市民の利用に供する幅広い情報

提供と、有形情報(文書や何らかの媒体に記録された

物理的記録による情報)・無形情報(会議での発言等そ

の場で生み出される物理的記録によらない情報)の公

開が必要であり、またこれらの情報提供、情報公開と

表裏一体の関係にある個人情報の保護に対し最大限

の配慮を払うべきである。 

本条では、情報公開制度はこの３本の柱、「幅広い

情報提供」、「有形・無形の情報の公開」、「個人情

報保護」が相互に補完し合って、初めて完結するとい

った考え方を前提に、この条例全般を解釈運用してい

くうえで、実施機関が守らなくてはならない基本原則

を規定したものである。 

本条では、情報公開制度はこの３本の柱、「幅広い

情報提供」、「有形・無形の情報の公開」、「個人情

報保護」が相互に補完し合って、初めて完結するとい

った考え方を前提に、この条例全般を解釈運用してい

くうえで、実施機関が守らなくてはならない基本原則

を規定したものである。 

２ 解釈 ２ 解釈 

(1) 第１号関係 (1) 第１号関係 

情報公開制度には、市民のニーズに的確に対応し

た幅広い情報提供が不可欠であり、情報公開制度の

３本の柱のうちの一つである情報提供の推進が、

「知る権利の保障」と「行政の説明責任」を果たす

上で非常に重要な要素となることから、基本原則の

第１号に掲げ、その積極的な推進を実施機関の責務

として定めたものである。 

情報公開制度には、市民のニーズに的確に対応し

た幅広い情報提供が不可欠であり、情報公開制度の

３本の柱のうちの一つである情報提供の推進が、

「知る権利の保障」と「行政の説明責任」を果たす

上で非常に重要な要素となることから、基本原則の

第１号に掲げ、その積極的な推進を実施機関の責務

として定めたものである。 

(2) 第２号関係 (2) 第２号関係 

情報公開制度は、「開かれた市政」の実現を目的

とする制度であることから、市の保有する情報は最

大限に公開されなければならない。「公開を原則」

とするとは、このことを定めたものであり、非公開

とされる情報は実施機関の側に解釈や裁量の余地

が多く残らないよう必要最小限にとどめるべきと

いうことになる。このことは、基本的人権と地方自

治の本旨から導きだされる「知る権利」の性格から

しても当然のことであり、実施機関は非公開事項に

該当するかどうかを判断する際、公開が原則である

という制度の趣旨を十分尊重して解釈しなくては

ならない。 

情報公開制度は、「開かれた市政」の実現を目的

とする制度であることから、市の保有する情報は最

大限に公開されなければならない。「公開を原則」

とするとは、このことを定めたものであり、非公開

とされる情報は実施機関の側に解釈や裁量の余地

が多く残らないよう必要最小限にとどめるべきと

いうことになる。このことは、基本的人権と地方自

治の本旨から導きだされる「知る権利」の性格から

しても当然のことであり、実施機関は非公開事項に

該当するかどうかを判断する際、公開が原則である

という制度の趣旨を十分尊重して解釈しなくては

ならない。 

(3) 第３号関係 (3) 第３号関係 

個人のプライバシー権は、日本国憲法が保障する

基本的人権の一つであり、情報公開制度を完結させ

る３本の柱の一つである。「個人に関する情報がみ

だりに公開されることのないよう最大限の配慮を

払う」とは、このように重要な権利の一つであるプ

個人のプライバシー権は、日本国憲法が保障する

基本的人権の一つであり、情報公開制度を完結させ

る３本の柱の一つである。「個人に関する情報がみ

だりに公開されることのないよう最大限の配慮を

払う」とは、このように重要な権利の一つであるプ
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ライバシー権に対して、情報公開制度の下において

も可能なかぎり最大限の配慮を払わなければなら

ないことを明らかにしたものである。 

ライバシー権に対して、情報公開制度の下において

も可能なかぎり最大限の配慮を払わなければなら

ないことを明らかにしたものである。 

なお、個人に関する情報を保護することの重要性

に鑑み、適正な個人情報の取扱いと開示等の手続に

ついて定めた個人情報の保護に関する法律が公布、

施行されている。 

なお、個人に関する情報を保護することの重要性

に鑑み、適正な個人情報の取扱いと開示等の手続に

ついて定めた個人情報の保護に関する法律が公布、

施行されている。 

(4) 第４号関係 (4) 第４号関係 

「何人にも、等しく、分かりやすく、利用しやす

い情報公開制度」とは、近年の情報化の進展による

媒体の多様化や高齢社会に対応して、これまで以上

にだれにとっても平等で、分かりやすく、真に必要

な情報を容易にかつ的確に入手できる制度の重要

性が増しており、実施機関において、条例上の情報

公開のみならず日常業務における情報提供の中で

も、こうした精神が生かされるような施策の推進に

努めるよう定めたものである。 

「何人にも、等しく、分かりやすく、利用しやす

い情報公開制度」とは、近年の情報化の進展による

媒体の多様化や高齢社会に対応して、これまで以上

にだれにとっても平等で、分かりやすく、真に必要

な情報を容易にかつ的確に入手できる制度の重要

性が増しており、実施機関において、条例上の情報

公開のみならず日常業務における情報提供の中で

も、こうした精神が生かされるような施策の推進に

努めるよう定めたものである。 

(5) 第５号関係 (5) 第５号関係 

情報公開の請求権を真に保障するためには、請求

者が求める情報が実施機関によって非公開とされ

た場合、第三者による公正かつ迅速な救済制度が確

立されていなければならないということを明らか

にしたものである。 

情報公開の請求権を真に保障するためには、請求

者が求める情報が実施機関によって非公開とされ

た場合、第三者による公正かつ迅速な救済制度が確

立されていなければならないということを明らか

にしたものである。 

第３条第１項関係 第３条第１項関係 

１ 趣旨 １ 趣旨 

本項は、この条例の対象となる情報の範囲を定めた

ものである。 

本項は、この条例の対象となる情報の範囲を定めた

ものである。 

２ 解釈 ２ 解釈 

(1) 「実施機関の職員」とは、第２項に規定する実施

機関が職務上指揮監督権を有するすべての職員を

いう。なお、実施機関に所属する職員であっても、

実施機関とは別の法人格を有する組織の職員とし

て事務に従事している場合は除かれる。 

(1) 「実施機関の職員」とは、第２項に規定する実施

機関が職務上指揮監督権を有するすべての職員を

いう。なお、実施機関に所属する職員であっても、

実施機関とは別の法人格を有する組織の職員とし

て事務に従事している場合は除かれる。 

(2) 「職務上作成し、又は取得した」とは、職員が職

務の遂行者としての公的立場において作成し、又は

取得したという趣旨であり、決裁又は供覧の終了し

たものに限定しない。「職務上」というためには、

少なくとも次の過程に至る必要がある。 

(2) 「職務上作成し、又は取得した」とは、職員が職

務の遂行者としての公的立場において作成し、又は

取得したという趣旨であり、決裁又は供覧の終了し

たものに限定しない。「職務上」というためには、

少なくとも次の過程に至る必要がある。 

ア 作成したものについては、職務上の内部検討に

付された時点以後のもの 

ア 作成したものについては、職務上の内部検討に

付された時点以後のもの 

イ 取得したものについては、その情報を所管すべ

き実施機関が受領した時点以後のもの。なお、「受

イ 取得したものについては、その情報を所管すべ

き実施機関が受領した時点以後のもの。なお、「受

　この情報は、逗子市
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領」とは、収受印の押印の有無を問うものではな

い。 

領」とは、収受印の押印の有無を問うものではな

い。 

また、職員が地方公務員等共済組合法第18条な

どの規定により別の法人格を有する団体及び外

郭団体の事務を遂行する場合は、この「職務上」

に含まれない。 

また、職員が地方公務員等共済組合法第18条な

どの規定により別の法人格を有する団体及び外

郭団体の事務を遂行する場合は、この「職務上」

に含まれない。 

(3) 「文書」とは、文字又は符号を用いて、ある物体

の上に永続性を持った状態で記載された思想の表

示をいい、「磁気テープ」とは、電磁信号により情

報を記録した録音テープ、ビデオテープ、電子計算

機の磁気テープ等をいう。 

(3) 「文書」とは、文字又は符号を用いて、ある物体

の上に永続性を持った状態で記載された思想の表

示をいい、「磁気テープ」とは、電磁信号により情

報を記録した録音テープ、ビデオテープ、電子計算

機の磁気テープ等をいう。 

また「フィルム」とは、写真フィルム、映画フィ

ルム、マイクロフィルム等をいい、フィルム等の

「等」とは、一般的な文書、図面、地図、磁気テー

プ、フィルム以外のものを指し、フロッピーディス

ク、レコード、磁気ディスク、ビデオディスク、光

ディスク等をいう。 

また「フィルム」とは、写真フィルム、映画フィ

ルム、マイクロフィルム等をいい、フィルム等の

「等」とは、一般的な文書、図面、地図、磁気テー

プ、フィルム以外のものを指し、フロッピーディス

ク、レコード、磁気ディスク、ビデオディスク、光

ディスク等をいう。 

(4) 「実施機関が現に保存又は保管しているもの」

とは、実施機関によって情報が公的に支配されてい

る状態にあるものをいい、具体的には情報の存在を

その情報を所管している所属の長が確認するなど

組織的に認められた時点を指している。したがって

決裁途上の文書や職員が行政内部の審議、検討又は

調査研究等に資するために作成した試案、素案など

決裁に準じて取り扱う文書であっても当該所属の

長が存在を確認した限りにおいては「保存又は保管

しているもの」に含まれる。 

(4) 「実施機関が現に保存又は保管しているもの」

とは、実施機関によって情報が公的に支配されてい

る状態にあるものをいい、具体的には情報の存在を

その情報を所管している所属の長が確認するなど

組織的に認められた時点を指している。したがって

決裁途上の文書や職員が行政内部の審議、検討又は

調査研究等に資するために作成した試案、素案など

決裁に準じて取り扱う文書であっても当該所属の

長が存在を確認した限りにおいては「保存又は保管

しているもの」に含まれる。 

なお、個人的メモや決裁の下書きなどは通常は公

的支配に属さないものであるが、他の公文書に添付

された場合には対象となるものである。 

なお、個人的メモや決裁の下書きなどは通常は公

的支配に属さないものであるが、他の公文書に添付

された場合には対象となるものである。 

３ 運用 ３ 運用 

(1) いかなる媒体にも記録されていない無形の情報

である会議そのものは、情報公開制度の直接の対象

情報には含まれないが、会議の内容を記録した会議

録や録音テープ、ビデオテープ等は公開の対象に含

まれる。 

(1) いかなる媒体にも記録されていない無形の情報

である会議そのものは、情報公開制度の直接の対象

情報には含まれないが、会議の内容を記録した会議

録や録音テープ、ビデオテープ等は公開の対象に含

まれる。 

なお、情報公開制度の趣旨からいえば無形情報で

ある会議についても情報の一形態として当然公開

されるべきものであり、条例第20条において会議公

開の原則を規定している。 

なお、情報公開制度の趣旨からいえば無形情報で

ある会議についても情報の一形態として当然公開

されるべきものであり、条例第20条において会議公

開の原則を規定している。 

(2) 本項に規定した情報は、この条例の対象となる

情報を定めたものであって、当該情報を公開するか

(2) 本項に規定した情報は、この条例の対象となる

情報を定めたものであって、当該情報を公開するか
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否かは条例第５条に定める非公開とすることがで

きる情報に該当するか否かの判断による。 

否かは条例第５条に定める非公開とすることがで

きる情報に該当するか否かの判断による。 

第３条第２項関係 第３条第２項関係 

１ 趣旨 １ 趣旨 

本項は、この条例により情報公開制度を実施する機

関を定めたものである。 

本項は、この条例により情報公開制度を実施する機

関を定めたものである。 

２ 解釈 ２ 解釈 

(1) 消防機関については、地方自治法に規定された

機関ではなく消防組織法により設置された固有の

権限を持つ機関として位置付けられている。しか

し、消防組織法第７条に「市町村の消防は条例に従

い市町村長がこれを管理する」と規定されており、

市長の補助機関と位置付けられる。さらに、財務事

務、文書事務等は市長部局と一体となっていること

から、この条例では市長に含まれているものであ

る。 

(1) 消防機関については、地方自治法に規定された

機関ではなく消防組織法により設置された固有の

権限を持つ機関として位置付けられている。しか

し、消防組織法第７条に「市町村の消防は条例に従

い市町村長がこれを管理する」と規定されており、

市長の補助機関と位置付けられる。さらに、財務事

務、文書事務等は市長部局と一体となっていること

から、この条例では市長に含まれているものであ

る。 

(2) 実施機関の附属機関及び補助機関は当該実施機

関に含まれるものである。 

(2) 実施機関の附属機関及び補助機関は当該実施機

関に含まれるものである。 

(3) この条例に基づく実施機関内部における事務の

分掌は、それぞれの実施機関の事務分掌に関する規

則等及び事務決裁規程等の定めるところによる。 

(3) この条例に基づく実施機関内部における事務の

分掌は、それぞれの実施機関の事務分掌に関する規

則等及び事務決裁規程等の定めるところによる。 

(4) 土地開発公社は、地方自治法に規定された機関

ではなく「公有地の拡大の推進に関する法律(昭和4

7年法律第66号)」第10条第１項の規定に基づき設置

された法人である。しかし、土地開発公社は市が直

接設立し、その事業内容も市の事業を代行している

ものとみなすことができ、かつ、人事面においても

財政面においても、市から全面的な支援を受けてい

ることから、土地開発公社の情報公開については、

市の情報公開条例を直接適用させることが必要で

あるとの判断により実施機関に加えている。 

(4) 土地開発公社は、地方自治法に規定された機関

ではなく「公有地の拡大の推進に関する法律(昭和4

7年法律第66号)」第10条第１項の規定に基づき設置

された法人である。しかし、土地開発公社は市が直

接設立し、その事業内容も市の事業を代行している

ものとみなすことができ、かつ、人事面においても

財政面においても、市から全面的な支援を受けてい

ることから、土地開発公社の情報公開については、

市の情報公開条例を直接適用させることが必要で

あるとの判断により実施機関に加えている。 

なお、法令上土地開発公社を条例の実施機関に加

えることについて、国は「地方自治法では、法令に

違反しない限りにおいて地方公共団体の事務に関

し条例を制定することができることとされており、

これとは別に、情報公開に関する条例を特に禁じる

規定は設けられていない」とし、公有地の拡大の推

進に関する法律の解釈についても「公有地の拡大の

推進に関する法律によって、地方公共団体の情報公

開条例において土地開発公社を実施機関とするこ

とを禁じているとは考えていない。したがって、地

方公共団体の情報公開条例において、土地開発公社

なお、法令上土地開発公社を条例の実施機関に加

えることについて、国は「地方自治法では、法令に

違反しない限りにおいて地方公共団体の事務に関

し条例を制定することができることとされており、

これとは別に、情報公開に関する条例を特に禁じる

規定は設けられていない」とし、公有地の拡大の推

進に関する法律の解釈についても「公有地の拡大の

推進に関する法律によって、地方公共団体の情報公

開条例において土地開発公社を実施機関とするこ

とを禁じているとは考えていない。したがって、地

方公共団体の情報公開条例において、土地開発公社
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を実施機関とすることは、公有地の拡大の推進に関

する法律から見た場合、特段の問題はない」。との

見解を示している。 

を実施機関とすることは、公有地の拡大の推進に関

する法律から見た場合、特段の問題はない」。との

見解を示している。 

第４条関係 第４条関係 

１ 趣旨 １ 趣旨 

本条は、この条例に基づく権利の内容と権利を行使

することができる者の範囲を定めたものである。 

本条は、この条例に基づく権利の内容と権利を行使

することができる者の範囲を定めたものである。 

２ 解釈 ２ 解釈 

(1) この条例に基づく権利の内容は、「実施機関が

管理する情報」の閲覧、視聴取及びその写しの交付

を請求する権利である。これらの権利を行使するに

当たっては、請求者の求める方法によるものであ

る。 

(1) この条例に基づく権利の内容は、「実施機関が

管理する情報」の閲覧、視聴取及びその写しの交付

を請求する権利である。これらの権利を行使するに

当たっては、請求者の求める方法によるものであ

る。 

(2) この権利を行使することができる者(請求権者)

の範囲については、次の理由により逗子市民に限定

せず、「何人(なんぴと)も」とした。 

(2) この権利を行使することができる者(請求権者)

の範囲については、次の理由により逗子市民に限定

せず、「何人(なんぴと)も」とした。 

ア 情報化社会の進展により、情報が地域的に限定

された範囲で流通することはほとんど考えられ

ず、いったん市から情報が出されると、それは全

国に更には全世界に広がることすらまれではな

い。したがって、請求権者を限定しても意味があ

るとは思われず、かえって情報の自由な流れを保

障する必要があること。 

ア 情報化社会の進展により、情報が地域的に限定

された範囲で流通することはほとんど考えられ

ず、いったん市から情報が出されると、それは全

国に更には全世界に広がることすらまれではな

い。したがって、請求権者を限定しても意味があ

るとは思われず、かえって情報の自由な流れを保

障する必要があること。 

イ 市の行政は、市の有権者にのみかかわりを持つ

だけとは限られず、その他の人々と有機的につな

がりを持ちながら活動することが多くなってお

り、また、今後も一層このような方向をたどるこ

とが想定されている。このように市政と何らかの

かかわりを持ち得る人々に請求権を認めること

は、市の信頼を高め、市政が公正に運営されてい

く結果となると考えられること。 

イ 市の行政は、市の有権者にのみかかわりを持つ

だけとは限られず、その他の人々と有機的につな

がりを持ちながら活動することが多くなってお

り、また、今後も一層このような方向をたどるこ

とが想定されている。このように市政と何らかの

かかわりを持ち得る人々に請求権を認めること

は、市の信頼を高め、市政が公正に運営されてい

く結果となると考えられること。 

ウ 情報公開制度の基本理念である「知る権利」は、

日本国憲法の保障する基本的人権であり、更に、

国際人権規約B規約第19条に「すべての者は、あ

らゆる種類の情報及び考え方を求め、受け、及び

伝える自由を含む表現の自由についての権利を

有する」旨が規定されていることからも、その保

障は「何人」にも及ぶものと考えられること。 

ウ 情報公開制度の基本理念である「知る権利」は、

日本国憲法の保障する基本的人権であり、更に、

国際人権規約B規約第19条に「すべての者は、あ

らゆる種類の情報及び考え方を求め、受け、及び

伝える自由を含む表現の自由についての権利を

有する」旨が規定されていることからも、その保

障は「何人」にも及ぶものと考えられること。 

(3) この条例は、基本的人権としての「知る権利」を

具体化するものであるが、実定法としてのこの条例

の内容は、市の機関が保有する情報の利用権を設定

するものである。 

(3) この条例は、基本的人権としての「知る権利」を

具体化するものであるが、実定法としてのこの条例

の内容は、市の機関が保有する情報の利用権を設定

するものである。 
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この条例によって保障される情報の利用権は、逗

子市民と逗子市民以外の者(外国人を含む。)とを区

別せず、同質のものと考えていることから、この制

度を利用することができる者の範囲は広く「何人」

としたものである。その結果として、すべての人に

「知る権利」を保障することにつながっていくもの

である。 

この条例によって保障される情報の利用権は、逗

子市民と逗子市民以外の者(外国人を含む。)とを区

別せず、同質のものと考えていることから、この制

度を利用することができる者の範囲は広く「何人」

としたものである。その結果として、すべての人に

「知る権利」を保障することにつながっていくもの

である。 

(4) この条例では、権利の対象として何人でも平等

に保障されるべきものと規定している。 

(4) この条例では、権利の対象として何人でも平等

に保障されるべきものと規定している。 

ところで、民法では、未成年者が法律行為をなす

にはその法定代理人の同意を得ることを要すると

しているが、特定の法律行為すなわち単に権利を得

又は義務を免れるべき行為については、単独で行為

をすることができるとしている(民法第５条)。行政

庁に対してその処分を求める申請、請求についてみ

ても、法定代理人の意思表示の必要性が特に法定さ

れている場合(国籍法第18条、特許法第７条第１項

等)は別として、利益的行政処分の申請である場合

は、民法の一般原則(民法第５条第１項ただし書)に

より、多くは法定代理人の同意を要しないと考えら

れる。したがって本条例の解釈では、未成年者も公

開請求の請求権の主体となり得るものと考えられ、

また、情報公開制度の趣旨からしても制限するべき

ではないと考えられる。 

ところで、民法では、未成年者が法律行為をなす

にはその法定代理人の同意を得ることを要すると

しているが、特定の法律行為すなわち単に権利を得

又は義務を免れるべき行為については、単独で行為

をすることができるとしている(民法第５条)。行政

庁に対してその処分を求める申請、請求についてみ

ても、法定代理人の意思表示の必要性が特に法定さ

れている場合(国籍法第18条、特許法第７条第１項

等)は別として、利益的行政処分の申請である場合

は、民法の一般原則(民法第５条第１項ただし書)に

より、多くは法定代理人の同意を要しないと考えら

れる。したがって本条例の解釈では、未成年者も公

開請求の請求権の主体となり得るものと考えられ、

また、情報公開制度の趣旨からしても制限するべき

ではないと考えられる。 

第５条関係 第５条関係 

１ 趣旨 １ 趣旨 

本条第１項は、情報の公開を請求する権利(第４条)

に対応した実施機関の義務を定めたものであり、第２

項は例外的に非公開とできる場合の実施機関の義務

の免除について定めたものである。 

本条第１項は、情報の公開を請求する権利(第４条)

に対応した実施機関の義務を定めたものであり、第２

項は例外的に非公開とできる場合の実施機関の義務

の免除について定めたものである。 

２ 解釈 ２ 解釈 

(1) 第１項関係 (1) 第１項関係 

「第９条の手続による公開請求のあったとき」と

は、第９条に定められた手続に基づいて公開請求が

あったときを指すものである。 

「第９条の手続による公開請求のあったとき」と

は、第９条に定められた手続に基づいて公開請求が

あったときを指すものである。 

(2) 第２項関係 (2) 第２項関係 

本項は、請求に係る情報の中に非公開情報に該当

する情報が記録されている場合は、実施機関は、当

該情報の公開を拒み、又は当該非公開情報に係る部

分の情報の閲覧、視聴取又はその写しの交付を行わ

ないことができる旨を定めたものである。 

本項は、請求に係る情報の中に非公開情報に該当

する情報が記録されている場合は、実施機関は、当

該情報の公開を拒み、又は当該非公開情報に係る部

分の情報の閲覧、視聴取又はその写しの交付を行わ

ないことができる旨を定めたものである。 

なお、「次の各号のいずれかに該当する情報(以下 なお、「次の各号のいずれかに該当する情報(以下
　この情報は、逗子市
情報公開条例に基づき
交付したものです。
　逗　　子　　市



10/85 

「非公開情報」という。)が記録されている場合に

は、これを非公開とすることができる」とは、実施

機関の公開義務を免除したものであり、進んで非公

開義務を課したものではない。 

「非公開情報」という。)が記録されている場合に

は、これを非公開とすることができる」とは、実施

機関の公開義務を免除したものであり、進んで非公

開義務を課したものではない。 

(3) 非公開情報と地方公務員法第34条に定められて

いる公務員の守秘義務との関係については、次のよ

うに解釈する。 

(3) 非公開情報と地方公務員法第34条に定められて

いる公務員の守秘義務との関係については、次のよ

うに解釈する。 

ア 非公開情報は、実施機関は保有する情報を、請

求権者と実施機関との関係において公開するか

否かの判断の基準として定められたものであり、

一方公務員の守秘義務は、公務員の服務規律を定

めたものであり、その及ぶ範囲は第３条に規定す

る職員が職務上作成、取得した文書に限られず、

公務員の記録等も含まれる。 

ア 非公開情報は、実施機関は保有する情報を、請

求権者と実施機関との関係において公開するか

否かの判断の基準として定められたものであり、

一方公務員の守秘義務は、公務員の服務規律を定

めたものであり、その及ぶ範囲は第３条に規定す

る職員が職務上作成、取得した文書に限られず、

公務員の記録等も含まれる。 

イ 非公開情報は公開原則の例外について定めた

ものであるのに対し、地方公務員法第34条の守秘

義務は、公務員の服務規律を定めたものであり、

両者はその趣旨、目的を異にするものであるが、

非公開情報の設定により秘密の範囲がより明確

化され、非公開情報に該当しないとして公開され

た情報について当該情報を公開した行為は、当該

公務員の法令に基づく正当行為として守秘義務

は課されないものと考えることができる。 

イ 非公開情報は公開原則の例外について定めた

ものであるのに対し、地方公務員法第34条の守秘

義務は、公務員の服務規律を定めたものであり、

両者はその趣旨、目的を異にするものであるが、

非公開情報の設定により秘密の範囲がより明確

化され、非公開情報に該当しないとして公開され

た情報について当該情報を公開した行為は、当該

公務員の法令に基づく正当行為として守秘義務

は課されないものと考えることができる。 

ウ 情報公開条例に基づく非公開情報と地方公務

員法第34条に基づく守秘義務の対象となる情報

については、前者が市の保有する情報の公開を求

める権利を不特定多数である何人にも認め、情報

の原則公開を規定する一方で、個人若しくは法人

の権利や利益又は行政運営上非公開とすること

が公益となる事項等を保護することとの調和を

図るという観点から、原則公開の例外となる情報

を類型化し、特定化したものであるのに対し、後

者は、地方公務員法第34条の規定により、職員(職

員であった者を含む。)が職務上知り得た秘密を

漏らしてはならないとする服務上の義務を職員

に課したものであることから、両者の趣旨、目的

は異なっており同一次元で論ずることはできな

い。また情報公開条例の非公開情報の範囲と守秘

義務の範囲の違いについては、次の事項を踏まえ

ると守秘義務の範囲より情報公開条例の非公開

情報の範囲は広いものと考えられる。 

ウ 情報公開条例に基づく非公開情報と地方公務

員法第34条に基づく守秘義務の対象となる情報

については、前者が市の保有する情報の公開を求

める権利を不特定多数である何人にも認め、情報

の原則公開を規定する一方で、個人若しくは法人

の権利や利益又は行政運営上非公開とすること

が公益となる事項等を保護することとの調和を

図るという観点から、原則公開の例外となる情報

を類型化し、特定化したものであるのに対し、後

者は、地方公務員法第34条の規定により、職員(職

員であった者を含む。)が職務上知り得た秘密を

漏らしてはならないとする服務上の義務を職員

に課したものであることから、両者の趣旨、目的

は異なっており同一次元で論ずることはできな

い。また情報公開条例の非公開情報の範囲と守秘

義務の範囲の違いについては、次の事項を踏まえ

ると守秘義務の範囲より情報公開条例の非公開

情報の範囲は広いものと考えられる。 

① 実務として仮に、情報公開条例の非公開情報

の範囲と守秘義務の対象となる情報の範囲を

① 実務として仮に、情報公開条例の非公開情報

の範囲と守秘義務の対象となる情報の範囲を
　この情報は、逗子市
情報公開条例に基づき
交付したものです。
　逗　　子　　市
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一致させてしまうと、守秘義務違反には罰則が

課されることから、公開すべきか否か微妙な情

報については罰則を受けるのをおそれ、すべて

非公開とされる可能性があり、ひいては情報公

開制度が秘密保護制度化するおそれがあるた

め範囲を一致すべきではないこと。 

一致させてしまうと、守秘義務違反には罰則が

課されることから、公開すべきか否か微妙な情

報については罰則を受けるのをおそれ、すべて

非公開とされる可能性があり、ひいては情報公

開制度が秘密保護制度化するおそれがあるた

め範囲を一致すべきではないこと。 

② 従来から、情報公開条例の非公開情報に該当

する情報であっても、特定の者に対して公益上

公開する必要性が強い場合には、情報公開制度

の枠の外において守秘義務に違反しない限り

公開することがあり得ること。 

② 従来から、情報公開条例の非公開情報に該当

する情報であっても、特定の者に対して公益上

公開する必要性が強い場合には、情報公開制度

の枠の外において守秘義務に違反しない限り

公開することがあり得ること。 

③ 前記②の余地を残しておく必要があること。 ③ 前記②の余地を残しておく必要があること。 

なお、情報提供できる範囲は、地方公務員法第

34条の規定に基づく守秘義務の制約を受けるこ

とになる。 

なお、情報提供できる範囲は、地方公務員法第

34条の規定に基づく守秘義務の制約を受けるこ

とになる。 

同条は、職員の服務規律の一つとして、職員又

は職員であった者は、職務上知りえた秘密を漏ら

してはならず、また、法令によって証人、鑑定人

等になった場合も、職務上の秘密に属する事項を

発表するときには、任命権者の許可が必要である

とし、職員に対し一般的な守秘義務を課したもの

であり、これは、職員が当該地方公共団体の秘密

を漏らすことによって、当該地方公共団体の利益

を害し、あるいは、職務の遂行上知りえた個人や

法人の秘密を漏らした結果、住民の行政に対する

不信の念を引き起こすことになり、ひいては以後

の行政の執行に重大な支障をきたすことを防止

するために課された職員の服務上の義務である。

また、「秘密」とは、行政実例(昭和30年２月18日)

によれば、「一般的に了知されていない事実であ

って、それを一般的に了知せしめることが、一定

の利益の侵害になると客観的に考えられるもの」

を指し、「職務上知り得た秘密」とは、「職務を

執行した上で知り得た秘密」を指し、「職務上の

秘密」とは、「職員の職務上の所管に属する秘密」

を指すものと解されている。 

同条は、職員の服務規律の一つとして、職員又

は職員であった者は、職務上知りえた秘密を漏ら

してはならず、また、法令によって証人、鑑定人

等になった場合も、職務上の秘密に属する事項を

発表するときには、任命権者の許可が必要である

とし、職員に対し一般的な守秘義務を課したもの

であり、これは、職員が当該地方公共団体の秘密

を漏らすことによって、当該地方公共団体の利益

を害し、あるいは、職務の遂行上知りえた個人や

法人の秘密を漏らした結果、住民の行政に対する

不信の念を引き起こすことになり、ひいては以後

の行政の執行に重大な支障をきたすことを防止

するために課された職員の服務上の義務である。

また、「秘密」とは、行政実例(昭和30年２月18日)

によれば、「一般的に了知されていない事実であ

って、それを一般的に了知せしめることが、一定

の利益の侵害になると客観的に考えられるもの」

を指し、「職務上知り得た秘密」とは、「職務を

執行した上で知り得た秘密」を指し、「職務上の

秘密」とは、「職員の職務上の所管に属する秘密」

を指すものと解されている。 

また、何をもって守秘義務の対象となる「秘密」

であるかについては、守秘義務違反には刑罰が課

されるという点を重視し、単に行政機関が形式的

に秘密扱いの指定をしただけでは足りず、秘密と

される内容が実質的にも、それを秘密として保護

するに値すると認められるものでなければなら

ないとする実質秘説が判例でとられ(最高裁判決

また、何をもって守秘義務の対象となる「秘密」

であるかについては、守秘義務違反には刑罰が課

されるという点を重視し、単に行政機関が形式的

に秘密扱いの指定をしただけでは足りず、秘密と

される内容が実質的にも、それを秘密として保護

するに値すると認められるものでなければなら

ないとする実質秘説が判例でとられ(最高裁判決
　この情報は、逗子市
情報公開条例に基づき
交付したものです。
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昭和52年12月19日―俗に「徴税トラの巻き事件」

とよばれている。)、これが学説上も通説となって

いる。 

昭和52年12月19日―俗に「徴税トラの巻き事件」

とよばれている。)、これが学説上も通説となって

いる。 

第５条第２項第１号関係 第５条第２項第１号関係 

１ 趣旨 １ 趣旨 

(1) 本号は基本的人権としての個人の尊厳を守るも

のであり、個人に関する情報を原則的に保護するも

のとして非公開情報を定めたものである。 

(1) 本号は基本的人権としての個人の尊厳を守るも

のであり、個人に関する情報を原則的に保護するも

のとして非公開情報を定めたものである。 

(2) 個人のプライバシーに関する情報には、「通常

他人に知られたくない個人情報」という見解と、「個

人に関する情報であって、特定の個人が識別され、

又は識別され得る情報」のうち公開しても差し支え

ないと認められる情報を除いたものという見解が

ある。前者の見解は、個人情報の中で真に保護すべ

きものだけを非公開とすべきであるとしているが、

何が「通常他人に知られたくない個人情報」なのか

不明確であり、個人のプライバシーに関する情報の

具体的な内容及び保護されるべき範囲について一

律的な結論を出すことは困難である。そのため、前

者の見解よりも非公開の範囲が若干広くなるが、一

律的な解釈が可能となる後者の見解を前提としつ

つも、「特定の個人が識別され、又は識別され得る

情報」のうち真に保護すべき個人情報とはいえない

もの及び本号ただし書に該当するものを公開する

ことにより、前者の見解による非公開の範囲にでき

る限り近付けることとした。 

(2) 個人のプライバシーに関する情報には、「通常

他人に知られたくない個人情報」という見解と、「個

人に関する情報であって、特定の個人が識別され、

又は識別され得る情報」のうち公開しても差し支え

ないと認められる情報を除いたものという見解が

ある。前者の見解は、個人情報の中で真に保護すべ

きものだけを非公開とすべきであるとしているが、

何が「通常他人に知られたくない個人情報」なのか

不明確であり、個人のプライバシーに関する情報の

具体的な内容及び保護されるべき範囲について一

律的な結論を出すことは困難である。そのため、前

者の見解よりも非公開の範囲が若干広くなるが、一

律的な解釈が可能となる後者の見解を前提としつ

つも、「特定の個人が識別され、又は識別され得る

情報」のうち真に保護すべき個人情報とはいえない

もの及び本号ただし書に該当するものを公開する

ことにより、前者の見解による非公開の範囲にでき

る限り近付けることとした。 

いずれにしても、条例第２条第３号の基本原則に

おいて「個人に関する情報がみだりに公開されるこ

とのないよう最大限の配慮を払うこと」と定められ

ていることから、本号の解釈、運用に当たっては、

その趣旨を踏まえ、特に慎重に取り扱うものとす

る。 

いずれにしても、条例第２条第３号の基本原則に

おいて「個人に関する情報がみだりに公開されるこ

とのないよう最大限の配慮を払うこと」と定められ

ていることから、本号の解釈、運用に当たっては、

その趣旨を踏まえ、特に慎重に取り扱うものとす

る。 

２ 解釈 ２ 解釈 

(1) 「個人に関する情報」とは、個人に関するすべて

の情報をいい、次のようなものが考えられる。 

(1) 「個人に関する情報」とは、個人に関するすべて

の情報をいい、次のようなものが考えられる。 

ア 戸籍、身分に関する情報 ア 戸籍、身分に関する情報 

イ 経歴に関する情報 イ 経歴に関する情報 

ウ 心身に関する情報 ウ 心身に関する情報 

エ 能力、成績に関する情報 エ 能力、成績に関する情報 

オ 思想、信条等に関する情報 オ 思想、信条等に関する情報 

カ 財産、収入状況に関する情報 カ 財産、収入状況に関する情報 

キ その他個人生活に関する情報 キ その他個人生活に関する情報 
　この情報は、逗子市
情報公開条例に基づき
交付したものです。
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(2) 個人に関する情報であっても、事業を営む個人

の当該事業に関する情報は、第２号(法人等に関す

る情報)で対処するため本号から除外してある。た

だし、事業を営む個人であっても、当該事業とは無

関係である情報(家族状況等)は、本号の問題として

公開か非公開かを判断するものとする。 

(2) 個人に関する情報であっても、事業を営む個人

の当該事業に関する情報は、第２号(法人等に関す

る情報)で対処するため本号から除外してある。た

だし、事業を営む個人であっても、当該事業とは無

関係である情報(家族状況等)は、本号の問題として

公開か非公開かを判断するものとする。 

(3) 「特定の個人が識別され、又は識別され得るも

の」とは、特定の個人が当該情報から判別でき、又

は判別できる可能性がある情報及び他の情報と照

合することにより誰にでも容易に特定個人を判別

でき、又は判別できる可能性がある情報をいう。た

だし、「特定の個人が識別され、又は識別され得る

もの」に該当する情報であっても、その内容が私的

な領域に含まれず、真に保護すべき情報とはいえな

いものは、本号に規定されている「個人に関する情

報」には該当せず公開するものとして解釈、運用し

なければならない。 

(3) 「特定の個人が識別され、又は識別され得るも

の」とは、特定の個人が当該情報から判別でき、又

は判別できる可能性がある情報及び他の情報と照

合することにより誰にでも容易に特定個人を判別

でき、又は判別できる可能性がある情報をいう。た

だし、「特定の個人が識別され、又は識別され得る

もの」に該当する情報であっても、その内容が私的

な領域に含まれず、真に保護すべき情報とはいえな

いものは、本号に規定されている「個人に関する情

報」には該当せず公開するものとして解釈、運用し

なければならない。 

(4) 本号ただし書による非公開情報から除かれる情

報は、次のとおりである。 

(4) 本号ただし書による非公開情報から除かれる情

報は、次のとおりである。 

ア 「ア」について ア 「ア」について 

法令の規定により「何人」でも閲覧することが

できる情報に限られ、閲覧を利害関係人等にのみ

認めているもの(例・固定資産課税台帳の縦覧)は

含まれない。また、法令の規定では「何人」とさ

れていても、現に制限されているものも含まれな

い。 

法令の規定により「何人」でも閲覧することが

できる情報に限られ、閲覧を利害関係人等にのみ

認めているもの(例・固定資産課税台帳の縦覧)は

含まれない。また、法令の規定では「何人」とさ

れていても、現に制限されているものも含まれな

い。 

イ 「イ」について イ 「イ」について 

公表することについて本人が希望又は同意し

ている情報は、真に保護すべき個人情報に該当し

ないと考えられることから公開するものである。 

公表することについて本人が希望又は同意し

ている情報は、真に保護すべき個人情報に該当し

ないと考えられることから公開するものである。 

ウ 「ウ」について ウ 「ウ」について 

市が市民に対して公表を目的として作成し、又

は取得した情報であって、一般的に公表すること

が妥当と考えられるものをいう。 

市が市民に対して公表を目的として作成し、又

は取得した情報であって、一般的に公表すること

が妥当と考えられるものをいう。 

エ 「エ」について エ 「エ」について 

公務員等の職務の遂行に関する情報について、

条例第１条の市民への説明責任の観点から、公務

員等の氏名、職及び職務遂行の内容に係る情報の

公開について規定したものである。なお、「公務

員等」とは、次の事項に該当するものをいう。こ

の場合において国家公務員及び地方公務員は一

般職のほか特別職も含まれる。 

公務員等の職務の遂行に関する情報について、

条例第１条の市民への説明責任の観点から、公務

員等の氏名、職及び職務遂行の内容に係る情報の

公開について規定したものである。なお、「公務

員等」とは、次の事項に該当するものをいう。こ

の場合において国家公務員及び地方公務員は一

般職のほか特別職も含まれる。 

　この情報は、逗子市
情報公開条例に基づき
交付したものです。
　逗　　子　　市



14/85 

(ア) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第２

条第１項に規定する国家公務員。ただし、独立

行政法人通則法(平成11年法律第103号)第２条

第２項に規定する特定独立行政法人の役員及

び職員を除く。 

(ア) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第２

条第１項に規定する国家公務員。ただし、独立

行政法人通則法(平成11年法律第103号)第２条

第２項に規定する特定独立行政法人の役員及

び職員を除く。 

(イ) 独立行政法人等の保有する情報の公開に

関する法律(平成13年法律第140号)第２条第１

項に規定する独立行政法人等の役員及び職員 

(イ) 独立行政法人等の保有する情報の公開に

関する法律(平成13年法律第140号)第２条第１

項に規定する独立行政法人等の役員及び職員 

(ウ) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第２

条に規定する地方公務員 

(ウ) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第２

条に規定する地方公務員 

(エ) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47

年法律第66号)第10条第１項の規定により設立

された土地開発公社の役員及び職員 

(エ) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47

年法律第66号)第10条第１項の規定により設立

された土地開発公社の役員及び職員 

また、「公務員等の職務の遂行に関する情報」

とは、公務員等が分掌する職務を遂行する場合に

おける情報をいい、公務員等の職員としての身分

取扱いに係る情報や人事管理上の情報等は含ま

れず、これらについては情報を公開することによ

り、第３号ウの「円滑、公正な事務の執行を著し

く妨げる」か否かを検討したうえで判断されるべ

きものである。 

また、「公務員等の職務の遂行に関する情報」

とは、公務員等が分掌する職務を遂行する場合に

おける情報をいい、公務員等の職員としての身分

取扱いに係る情報や人事管理上の情報等は含ま

れず、これらについては情報を公開することによ

り、第３号ウの「円滑、公正な事務の執行を著し

く妨げる」か否かを検討したうえで判断されるべ

きものである。 

なお、この規定は公務員等の職務の遂行に関す

る情報の個人情報該当性について定めたもので

あり、公務員等の職務の遂行に関する情報であっ

ても、他の非公開情報に該当する場合は非公開に

なることに留意する必要がある。 

なお、この規定は公務員等の職務の遂行に関す

る情報の個人情報該当性について定めたもので

あり、公務員等の職務の遂行に関する情報であっ

ても、他の非公開情報に該当する場合は非公開に

なることに留意する必要がある。 

オ 「オ」について オ 「オ」について 

この項目は、人の生命や身体等への危害等が現

に生じているか又は将来的にそのような危害等

が具体的に発生することが予測される状態が存

在しており、このような危害等から市民を保護す

るために公開することが公益上必要な場合には、

個人に関する情報であっても公開することを定

めたものである。 

この項目は、人の生命や身体等への危害等が現

に生じているか又は将来的にそのような危害等

が具体的に発生することが予測される状態が存

在しており、このような危害等から市民を保護す

るために公開することが公益上必要な場合には、

個人に関する情報であっても公開することを定

めたものである。 

３ 運用 ３ 運用 

印影の公開又は非公開の判断について 印影の公開又は非公開の判断について 

印鑑は社会通念上氏名と一体として使用されてい

ることから、印影の部分は、それが実印であるか認印

であるかを問わず、氏名が公開であれば印影部分も公

開するものとし、氏名が非公開であれば印影部分も非

公開とすることになる。ただし、印影が単独で存在し

ている場合は、氏名が単独に存在している場合と同様

印鑑は社会通念上氏名と一体として使用されてい

ることから、印影の部分は、それが実印であるか認印

であるかを問わず、氏名が公開であれば印影部分も公

開するものとし、氏名が非公開であれば印影部分も非

公開とすることになる。ただし、印影が単独で存在し

ている場合は、氏名が単独に存在している場合と同様
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に公開又は非公開の判断をすることになる。 に公開又は非公開の判断をすることになる。 

また、公開請求の対象として印鑑登録証明書(印影

の写しの部分)が添付されている場合は、逗子市印鑑

条例第15条に「印鑑登録原票その他印鑑に関する書類

を閲覧に供しないものとする。」と規定されているこ

と、及び印鑑登録証明書を交付申請することができる

者は登録者とその代理人に限られていることから、特

定の個人が登録した印鑑の印影は、本号に該当するも

のとして非公開にすることができる。 

また、公開請求の対象として印鑑登録証明書(印影

の写しの部分)が添付されている場合は、逗子市印鑑

条例第15条に「印鑑登録原票その他印鑑に関する書類

を閲覧に供しないものとする。」と規定されているこ

と、及び印鑑登録証明書を交付申請することができる

者は登録者とその代理人に限られていることから、特

定の個人が登録した印鑑の印影は、本号に該当するも

のとして非公開にすることができる。 

※個人に関する情報に該当し、公開するか否かの判断

フロー 

※個人に関する情報に該当し、公開するか否かの判断

フロー 

  

※ 個人に関する情報 ※ 個人に関する情報 

大分類 小分類 情報内容の例示及び説明 

1 戸籍・身分に関する情

報 

氏名、性別、生年月日、出生地、

国籍、本籍、住所、続柄、親族関

係、結婚、離婚、死亡、その他戸

籍的事項に関する情報など 

2 経歴に関

する情報 

(1) 学歴等

に関する

情報 

学校名、入学・卒業年度、在学期

間、退学・休学・停学等記録、ク

ラブ活動等課外活動に関する情

報など 

(2) 職業・

職歴等に

関する情

報 

会社名、職種、地位、就職年度、

昇格・降格・配置転換等、職務の

実績・評価、職務上の資格、解

雇・停職等処分に関する情報な

ど 

大分類 小分類 情報内容の例示及び説明 

1 戸籍・身分に関する情

報 

氏名、性別、生年月日、出生地、

国籍、本籍、住所、続柄、親族関

係、結婚、離婚、死亡、その他戸

籍的事項に関する情報など 

2 経歴に関

する情報 

(1) 学歴等

に関する

情報 

学校名、入学・卒業年度、在学期

間、退学・休学・停学等記録、ク

ラブ活動等課外活動に関する情

報など 

(2) 職業・

職歴等に

関する情

報 

会社名、職種、地位、就職年度、

昇格・降格・配置転換等、職務の

実績・評価、職務上の資格、解

雇・停職等処分に関する情報な

ど 
　この情報は、逗子市
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(3) その他

経歴に関

する情報 

賞罰の経歴、補導歴、更生施設

への入所歴、団体加入歴に関す

る情報など 

3 心身に関

する情報 

(1) 心身障

害等に関

する情報 

精神障害、身体障害の有無・程

度に関する情報など 

(2) 疾病負

傷等に関

する情報 

傷病名、傷病歴、傷病の原因、検

査結果、傷病の所見、治療の内

容・方法、看護記録、訓練記録に

関する情報など 

(3) その他

心身に関

する情報 

健康状態、容姿、体格、体力、運

動能力、血液型、性格・性質等に

関する情報など 

4 能力、成績に関する情

報 

学業成績、勤務成績、各種試験

成績、その他個人の知識・技術・

能力に関する情報など 

5 思想、信条等に関する

情報 

思想、信条、信仰、宗教、主義、

主張、支持政党に関する情報な

ど 

6 財産、収入状況に関す

る情報 

収入の状況(給与所得、譲渡所得

等の金額、補償金等の収入金額

等)、資産の状況(不動産・動産

の種類・価格等、債務の内容等)、

納税額等に関する情報など 

7 その他個

人 生 活 に

関 す る 情

報 

(1) 家族状

況に関す

る情報 

家族構成、扶養関係、同居・別居

の別など 

(2) 居住状

況に関す

る情報 

持家・借家の別、居住期間、住居

の間取り、同居人数等に関する

情報など 

(3) 社会活

動状況に

関する情

報 

各種団体加入状況、各種行事、

運動等への参加状況、その他社

会的地位、活動等に関する情報

など 

(4) その他

個人生活

に関する

情報 

公的扶助の受給の有無、個人の

暮らし向き状況、各種相談の内

容、苦情・要望の内容、趣味・嗜

好、交遊関係、その他個人生活

に関する情報など 
 

(3) その他

経歴に関

する情報 

賞罰の経歴、補導歴、更生施設

への入所歴、団体加入歴に関す

る情報など 

3 心身に関

する情報 

(1) 心身障

害等に関

する情報 

精神障害、身体障害の有無・程

度に関する情報など 

(2) 疾病負

傷等に関

する情報 

傷病名、傷病歴、傷病の原因、検

査結果、傷病の所見、治療の内

容・方法、看護記録、訓練記録に

関する情報など 

(3) その他

心身に関

する情報 

健康状態、容姿、体格、体力、運

動能力、血液型、性格・性質等に

関する情報など 

4 能力、成績に関する情

報 

学業成績、勤務成績、各種試験

成績、その他個人の知識・技術・

能力に関する情報など 

5 思想、信条等に関する

情報 

思想、信条、信仰、宗教、主義、

主張、支持政党に関する情報な

ど 

6 財産、収入状況に関す

る情報 

収入の状況(給与所得、譲渡所得

等の金額、補償金等の収入金額

等)、資産の状況(不動産・動産

の種類・価格等、債務の内容等)、

納税額等に関する情報など 

7 その他個

人 生 活 に

関 す る 情

報 

(1) 家族状

況に関す

る情報 

家族構成、扶養関係、同居・別居

の別など 

(2) 居住状

況に関す

る情報 

持家・借家の別、居住期間、住居

の間取り、同居人数等に関する

情報など 

(3) 社会活

動状況に

関する情

報 

各種団体加入状況、各種行事、

運動等への参加状況、その他社

会的地位、活動等に関する情報

など 

(4) その他

個人生活

に関する

情報 

公的扶助の受給の有無、個人の

暮らし向き状況、各種相談の内

容、苦情・要望の内容、趣味・嗜

好、交遊関係、その他個人生活

に関する情報など 
 

※ ただし書に該当する情報 ※ ただし書に該当する情報 

大分類 小分類 情報内容の例示及び説明 

該当する情

報の例示 

記載内容 根拠法令 

大分類 小分類 情報内容の例示及び説明 

該当する情

報の例示 

記載内容 根拠法令 
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1 何人で

も 法 令

の 定 め

に よ り

閲 覧 す

る こ と

が で き

る情報 

(1) 公証

に 関 す

るもの 

株式会社登

記簿等の商

業登記簿に

記された情

報 

目的、商号、

取締役等の

氏名・住所・

資本金の額

等 

商業登記法

第10条・第1

1条 

土 地 登 記

簿・建物登

記簿に記録

された情報 

土 地 の 所

在・地目・地

籍、登記権

利 者 の 氏

名・住所、登

記原因等・

建 物 の 所

在・種類・構

造・床面積、

登記権利者

の氏名・住

所、登記原

因等 

不動産登記

法第119条 

その他公証に関し何人でも閲覧でき

るとされている情報 

(2) 資格

に 関 す

るもの 

資格に関し何人でも閲覧できるとさ

れている情報 

(3) その

他 

選挙収支報

告書に記録

された情報 

候補者に対

して寄付し

た 者 の 氏

名・住所、寄

附金額等 

公職選挙法

第192条 

建築計画概

要書に記録

された情報 

建築主の氏

名・住所、建

築物の概要

等 

建築基準法

第93条の2 

開発登録簿

に記録され

た情報 

開発許可を

受けた者の

氏名、予定

建築物の用

途等 

都市計画法

第47条 

  

 

その他何人でも閲覧できるとされて

いる情報 

2 本人が公表するこ

とを希望し、又は同

意しているもの 

市に対する要望等で、本人が公表す

ることについて同意しているもの 

ボランティア名簿等で、本人が公表

することについて同意しているもの 

1 何人で

も 法 令

の 定 め

に よ り

閲 覧 す

る こ と

が で き

る情報 

(1) 公証

に 関 す

るもの 

株式会社登

記簿等の商

業登記簿に

記された情

報 

目的、商号、

取締役等の

氏名・住所・

資本金の額

等 

商業登記法

第10条・第1

1条 

土 地 登 記

簿・建物登

記簿に記録

された情報 

土 地 の 所

在・地目・地

籍、登記権

利 者 の 氏

名・住所、登

記原因等・

建 物 の 所

在・種類・構

造・床面積、

登記権利者

の氏名・住

所、登記原

因等 

不動産登記

法第119条 

その他公証に関し何人でも閲覧でき

るとされている情報 

(2) 資格

に 関 す

るもの 

資格に関し何人でも閲覧できるとさ

れている情報 

(3) その

他 

選挙収支報

告書に記録

された情報 

候補者に対

して寄付し

た 者 の 氏

名・住所、寄

附金額等 

公職選挙法

第192条 

建築計画概

要書に記録

された情報 

建築主の氏

名・住所、建

築物の概要

等 

建築基準法

第93条の2 

開発登録簿

に記録され

た情報 

開発許可を

受けた者の

氏名、予定

建築物の用

途等 

都市計画法

第47条 

  

 

その他何人でも閲覧できるとされて

いる情報 

2 本人が公表するこ

とを希望し、又は同

意しているもの 

市に対する要望等で、本人が公表す

ることについて同意しているもの 

ボランティア名簿等で、本人が公表

することについて同意しているもの 
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各種サークル名簿等で、本人が公表

することについて同意しているもの 

3 公表す

る こ と

を 目 的

と し て

作成し、

又 は 取

得 し た

もの 

(1) 公表

す る こ

と を 前

提 と し

て 本 人

か ら 任

意 に 提

供 さ れ

た情報 

選挙公報に登載するため候補者から

提供された情報(経歴・政見等) 

市の刊行物への寄稿等 

議会に対する請願 

(2) 従来

か ら 公

表 さ れ

ており、

か つ 今

後 と も

明 ら か

に 非 公

開 に す

る 理 由

が な い

情報 

民生委員の名簿、附属機関の委員名、

受賞者名簿、発令後の人事異動、官報

等に登載された国家試験合格者氏名

等、弁護士名簿への登録等の公告と

して官報に登載された弁護士の氏

名・所属弁護士会等、税理士名簿への

登録等の公告として官報に登載され

た税理士の氏名等 

(3) 事務

事 業 の

執 行 上

又 は 住

民 の 要

望 に 応

じ て 情

報 を 公

表 す る

こ と が

予 定 さ

れ て い

る情報 

公共用財産の使用を許可した者の氏

名等(公共用財産の使用許可は、本

来、住民等の共同利用に供すること

を目的とする行政財産を特定の個人

に排他的かつ独占的に使用すること

を認めるものであるため、このよう

な情報は「公共用財産の管理の状況

に関する情報(どこの箇所を、誰に、

どのような目的で、どのような条件

のもとで認めているかという情報)」

として、住民に公開されるべきもの

である。) 

4 公務員

等 の 氏

名、職及

び 職 務

遂 行 の

内 容 に

係 る も

(1) 公務

員 等 の

氏 名 及

び 職 に

関 す る

情報 

公務員等の氏名、所属部署、等級、職

名、補職名等 

(2) 公務出張命令書、復命書、会議・懇談会等

各種サークル名簿等で、本人が公表

することについて同意しているもの 

3 公表す

る こ と

を 目 的

と し て

作成し、

又 は 取

得 し た

もの 

(1) 公表

す る こ

と を 前

提 と し

て 本 人

か ら 任

意 に 提

供 さ れ

た情報 

選挙公報に登載するため候補者から

提供された情報(経歴・政見等) 

市の刊行物への寄稿等 

議会に対する請願 

(2) 従来

か ら 公

表 さ れ

ており、

か つ 今

後 と も

明 ら か

に 非 公

開 に す

る 理 由

が な い

情報 

民生委員の名簿、附属機関の委員名、

受賞者名簿、発令後の人事異動、官報

等に登載された国家試験合格者氏名

等、弁護士名簿への登録等の公告と

して官報に登載された弁護士の氏

名・所属弁護士会等、税理士名簿への

登録等の公告として官報に登載され

た税理士の氏名等 

(3) 事務

事 業 の

執 行 上

又 は 住

民 の 要

望 に 応

じ て 情

報 を 公

表 す る

こ と が

予 定 さ

れ て い

る情報 

公共用財産の使用を許可した者の氏

名等(公共用財産の使用許可は、本

来、住民等の共同利用に供すること

を目的とする行政財産を特定の個人

に排他的かつ独占的に使用すること

を認めるものであるため、このよう

な情報は「公共用財産の管理の状況

に関する情報(どこの箇所を、誰に、

どのような目的で、どのような条件

のもとで認めているかという情報)」

として、住民に公開されるべきもの

である。) 

4 公務員

等 の 氏

名、職及

び 職 務

遂 行 の

内 容 に

係 る も

(1) 公務

員 等 の

氏 名 及

び 職 に

関 す る

情報 

公務員等の氏名、所属部署、等級、職

名、補職名等 

(2) 公務出張命令書、復命書、会議・懇談会等
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の 員 等 の

職 務 遂

行 に 関

す る 情

報 

の記録、時間外勤務命令票、出勤簿・

年次休暇票・勤務を要しない日等の

振替簿等のうち職員の個人としての

生活に関わらないもの 

その他公務員等の氏名、職及び職務の遂行に関

する情報 

5 人の生命、身体、

健康、財産、生活又

は地位を保護する

ため、公開すること

が必要であると認

められるもの 

建築確認申請に関する情報のうち、

人の生命、健康、生活等を保護するた

めに公開することが必要な情報 

その他人の生命、健康、生活等を保護

するために公開することが必要と認

められる情報 
 

の 員 等 の

職 務 遂

行 に 関

す る 情

報 

の記録、時間外勤務命令票、出勤簿・

年次休暇票・勤務を要しない日等の

振替簿等のうち職員の個人としての

生活に関わらないもの 

その他公務員等の氏名、職及び職務の遂行に関

する情報 

5 人の生命、身体、

健康、財産、生活又

は地位を保護する

ため、公開すること

が必要であると認

められるもの 

建築確認申請に関する情報のうち、

人の生命、健康、生活等を保護するた

めに公開することが必要な情報 

その他人の生命、健康、生活等を保護

するために公開することが必要と認

められる情報 
 

第５条第２項第２号関係 第５条第２項第２号関係 

１ 趣旨 １ 趣旨 

本号は、法人等又は事業を営む個人の事業活動上の

利益は情報公開制度の下においても保護される必要

があることから法人等又は事業を営む個人に不利益

を与える情報を適用除外事項として規定したもので

ある。 

本号は、法人等又は事業を営む個人の事業活動上の

利益は情報公開制度の下においても保護される必要

があることから法人等又は事業を営む個人に不利益

を与える情報を適用除外事項として規定したもので

ある。 

２ 解釈 ２ 解釈 

(1) 法人等又は事業を営む個人の正当な活動利益

は、憲法に基礎を置く権利から派生するものであ

る。例えば個人や法人の正当な営利活動は、憲法の

保障する財産権を具体的に行使したものである。又

非営利団体の活動の中には憲法の保障する表現(結

社)の自由にかかわるものもある。こうした正当な

活動利益は、情報公開制度の下においても一定の範

囲で保護されなければならない。 

(1) 法人等又は事業を営む個人の正当な活動利益

は、憲法に基礎を置く権利から派生するものであ

る。例えば個人や法人の正当な営利活動は、憲法の

保障する財産権を具体的に行使したものである。又

非営利団体の活動の中には憲法の保障する表現(結

社)の自由にかかわるものもある。こうした正当な

活動利益は、情報公開制度の下においても一定の範

囲で保護されなければならない。 

(2) 「法人」とは、会社法上の株式会社などの営利法

人のほか、社会福祉法人、学校法人、医療法人、一

般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益

財団法人を含むものである。ただし、国、地方公共

団体、独立行政法人等及び土地開発公社については

法人格を有するものであるが性質を異にすること

から第３号(行政運営情報)で取扱うことにした。 

(2) 「法人」とは、会社法上の株式会社などの営利法

人のほか、社会福祉法人、学校法人、医療法人、一

般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益

財団法人を含むものである。ただし、国、地方公共

団体、独立行政法人等及び土地開発公社については

法人格を有するものであるが性質を異にすること

から第３号(行政運営情報)で取扱うことにした。 

(3) 「その他の団体」とは、個人とは別の団体として

の社会的実態のあるものを指し、規約を有するなど

一定の目的のために集まった集団で、代表者などが

いるものをいう。 

(3) 「その他の団体」とは、個人とは別の団体として

の社会的実態のあるものを指し、規約を有するなど

一定の目的のために集まった集団で、代表者などが

いるものをいう。 

(4) 「事業を営む個人」とは、地方税法第72条第５項

から第７項までに掲げる事業(例・物品販売業、畜

(4) 「事業を営む個人」とは、地方税法第72条第５項

から第７項までに掲げる事業(例・物品販売業、畜
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産業、医療業)を営む個人のほか農業、林業、林産業

(しいたけ栽培業等を含む。)等をいう。また「当該

事業に関する情報」とは、事業そのもの(事業内容、

事業所等)に関する情報のほか、事業用資産、事業

所得等に関する情報を含むが、当該事業と直接関係

のない個人に関する情報(家族状況、事業活動と区

別される資産、所得等)は、第１号(個人に関する情

報)で対応するものとする。 

産業、医療業)を営む個人のほか農業、林業、林産業

(しいたけ栽培業等を含む。)等をいう。また「当該

事業に関する情報」とは、事業そのもの(事業内容、

事業所等)に関する情報のほか、事業用資産、事業

所得等に関する情報を含むが、当該事業と直接関係

のない個人に関する情報(家族状況、事業活動と区

別される資産、所得等)は、第１号(個人に関する情

報)で対応するものとする。 

(5) 「競争上若しくは事業運営上の地位その他社会

的な地位が明らかに損なわれる」とは、生産技術上

のノウハウ、取引上、金融上、経営上の秘密等公開

されることにより、公正な競争の原理を侵害し、又

は事業運営上不測の不利益を与えるものであり、ま

た、法人等又は事業を営む個人に対する名誉侵害、

社会的評価の低下となる情報及び結社の自由を保

障し、組織秩序を維持するために社会通念上、団体

の内部事項と認められる情報(公開することによ

り、団体の自治に対する不当な干渉となる情報)等

が公開されることにより、社会的名誉や信用等が失

墜し、団体の自治が弱まり組織秩序が乱れひいては

結社の自由を侵害するものをいう。 

(5) 「競争上若しくは事業運営上の地位その他社会

的な地位が明らかに損なわれる」とは、生産技術上

のノウハウ、取引上、金融上、経営上の秘密等公開

されることにより、公正な競争の原理を侵害し、又

は事業運営上不測の不利益を与えるものであり、ま

た、法人等又は事業を営む個人に対する名誉侵害、

社会的評価の低下となる情報及び結社の自由を保

障し、組織秩序を維持するために社会通念上、団体

の内部事項と認められる情報(公開することによ

り、団体の自治に対する不当な干渉となる情報)等

が公開されることにより、社会的名誉や信用等が失

墜し、団体の自治が弱まり組織秩序が乱れひいては

結社の自由を侵害するものをいう。 

(6) 「競争上若しくは事業運営上の地位その他社会

的な地位が明らかに損なわれる」と認められないも

の 

(6) 「競争上若しくは事業運営上の地位その他社会

的な地位が明らかに損なわれる」と認められないも

の 

ア 何人でも法令の規定により閲覧することがで

きるとされている情報 

ア 何人でも法令の規定により閲覧することがで

きるとされている情報 

イ 公表することを目的として作成し、又は取得し

た情報(公表することについて同意のある場合も

含む。) 

イ 公表することを目的として作成し、又は取得し

た情報(公表することについて同意のある場合も

含む。) 

ウ 法人等がPR等のために自主的に公表した資料

から何人でも知り得る情報 

ウ 法人等がPR等のために自主的に公表した資料

から何人でも知り得る情報 

エ 事業上の秘密に属する情報であっても、統計の

ように素材が処理、加工され、結果として個々の

法人等が識別できなくなっているもの 

エ 事業上の秘密に属する情報であっても、統計の

ように素材が処理、加工され、結果として個々の

法人等が識別できなくなっているもの 

オ 法令の規定により行われた許可、免許、届出等

に関する情報で、一件書類の中のノウハウ等を除

いたもの 

オ 法令の規定により行われた許可、免許、届出等

に関する情報で、一件書類の中のノウハウ等を除

いたもの 

カ 補助金等公金支出に関する情報で、ノウハウ等

を除いたもの 

カ 補助金等公金支出に関する情報で、ノウハウ等

を除いたもの 

キ その他公開しても法人等の競争上若しくは事

業運営上の地位その他社会的な地位が明らかに

損なわれると認められないもの 

キ その他公開しても法人等の競争上若しくは事

業運営上の地位その他社会的な地位が明らかに

損なわれると認められないもの 
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※ 法人等又は事業を営む個人の事業に関する情報

に該当し、公開するか否かの判断フロー 

※ 法人等又は事業を営む個人の事業に関する情報

に該当し、公開するか否かの判断フロー 

  

※ 社会的な地位が損なわれるおそれがある情報(表１) ※ 社会的な地位が損なわれるおそれがある情報(表１) 

大分類 中分類 小分類 情報内容の例示及び説明 

1 生産技

術 に 関

す る 情

報 

(1) 生産

活 動 の

状 況 に

関 す る

情報 

ア  生 産

品目、生

産 量 等

に 関 す

る情報 

生産品目・生産量・出荷

額等に関する情報、原材

料の種類・使用料等に関

する情報など 

イ  そ の

他 生 産

活 動 の

内 容 が

明 ら か

に な る

情報 

施設・設備の規模・構造・

配置・性能、機械設備の

稼動状況、施設からの排

出物質の種類・量等に関

する情報など 

(2) 生産

活 動 の

計画・方

針 等 に

関 す る

情報 

ア  生 産

品 目 に

係 る 計

画 方 針

等 に 関

す る 情

報 

新製品の性能・仕様・開

発状況・生産工程・生産

開始時期、その他生産品

目の生産計画・方針等に

関する情報など、原材料

の仕入れ等の計画、出荷

予定等に関する情報など 

イ  施 設

機 械 等

に 係 る

計画・方

針 等 に

新規施設・プラント等に

関する情報、新設・更新

等に係る機械・設備等の

種類・台数・規模・能力

等に関する情報、新規設

大分類 中分類 小分類 情報内容の例示及び説明 

1 生産技

術 に 関

す る 情

報 

(1) 生産

活 動 の

状 況 に

関 す る

情報 

ア  生 産

品目、生

産 量 等

に 関 す

る情報 

生産品目・生産量・出荷

額等に関する情報、原材

料の種類・使用料等に関

する情報など 

イ  そ の

他 生 産

活 動 の

内 容 が

明 ら か

に な る

情報 

施設・設備の規模・構造・

配置・性能、機械設備の

稼動状況、施設からの排

出物質の種類・量等に関

する情報など 

(2) 生産

活 動 の

計画・方

針 等 に

関 す る

情報 

ア  生 産

品 目 に

係 る 計

画 方 針

等 に 関

す る 情

報 

新製品の性能・仕様・開

発状況・生産工程・生産

開始時期、その他生産品

目の生産計画・方針等に

関する情報など、原材料

の仕入れ等の計画、出荷

予定等に関する情報など 

イ  施 設

機 械 等

に 係 る

計画・方

針 等 に

新規施設・プラント等に

関する情報、新設・更新

等に係る機械・設備等の

種類・台数・規模・能力

等に関する情報、新規設
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関 す る

情報 

備等の時期・経費等に関

する情報など 

ウ  そ の

他 生 産

活 動 に

係 る 計

画・方針

内 容 が

明 ら か

に な る

情報 

職員の配置計画・研修計

画、資金調達計画等に関

する情報など 

(3) 技術

上 の ノ

ウ ハ ウ

に 関 す

る情報 

ア 製造・

加 工 の

過 程 に

係 る 技

術 上 の

ノ ウ ハ

ウ に 関

す る 情

報 

機械・設備等の機種・台

数・規模・能力等に関す

る情報、機械設備等の利

用技術に関する情報、生

産工程の管理・製品の品

質管理等に関する情報な

ど 

イ  建 築

土 木 工

事 に 係

る 技 術

上 の ノ

ウ ハ ウ

に 関 す

る情報 

設計者の考案・工夫等設

計に用いる係数・計算式

等に関する情報、設計に

用いる機械等の種類・利

用技術に関する情報など

建築等に用いる資材の種

類・組成・寸法・加工等

に関する情報、建築施工

に用いる機械・設備の種

類・台数・規模・能力・

利用技術等に関する情報

など 

ウ  そ の

他 技 術

上 の 秘

密 に 関

す る 情

報 

コンピュータ等による情

報処理等に係る技術上の

ノウハウに関する情報、

生産工程での事故・故障

等の発生に関する情報な

ど 

2 営業・

販 売 活

動 に 関

す る 情

報 

( 1 )  営

業・販売

活 動 の

状 況 に

関 す る

ア  販 売

高・取引

等 に 関

す る 情

報 

販売実績・契約実績・契

約内容等に関する情報、

取引先、得意先等の名称・

取引の内容・実績・納品

状況等に関する情報、法

関 す る

情報 

備等の時期・経費等に関

する情報など 

ウ  そ の

他 生 産

活 動 に

係 る 計

画・方針

内 容 が

明 ら か

に な る

情報 

職員の配置計画・研修計

画、資金調達計画等に関

する情報など 

(3) 技術

上 の ノ

ウ ハ ウ

に 関 す

る情報 

ア 製造・

加 工 の

過 程 に

係 る 技

術 上 の

ノ ウ ハ

ウ に 関

す る 情

報 

機械・設備等の機種・台

数・規模・能力等に関す

る情報、機械設備等の利

用技術に関する情報、生

産工程の管理・製品の品

質管理等に関する情報な

ど 

イ  建 築

土 木 工

事 に 係

る 技 術

上 の ノ

ウ ハ ウ

に 関 す

る情報 

設計者の考案・工夫等設

計に用いる係数・計算式

等に関する情報、設計に

用いる機械等の種類・利

用技術に関する情報など

建築等に用いる資材の種

類・組成・寸法・加工等

に関する情報、建築施工

に用いる機械・設備の種

類・台数・規模・能力・

利用技術等に関する情報

など 

ウ  そ の

他 技 術

上 の 秘

密 に 関

す る 情

報 

コンピュータ等による情

報処理等に係る技術上の

ノウハウに関する情報、

生産工程での事故・故障

等の発生に関する情報な

ど 

2 営業・

販 売 活

動 に 関

す る 情

報 

( 1 )  営

業・販売

活 動 の

状 況 に

関 す る

ア  販 売

高・取引

等 に 関

す る 情

報 

販売実績・契約実績・契

約内容等に関する情報、

取引先、得意先等の名称・

取引の内容・実績・納品

状況等に関する情報、法

　この情報は、逗子市
情報公開条例に基づき
交付したものです。
　逗　　子　　市



23/85 

情報 人間の提携下請等に関す

る情報など 

イ  販 売

方 法 等

に 関 す

る情報 

商品の陳列方法・宣伝方

法等に関する情報、営業

活動に関する情報など 

ウ  そ の

他 営 業

活 動 の

内 容 が

明 ら か

に な る

情報 

原価・販売価格の積算等

に関する情報、受注経路、

受注単価等に関する情報

など 

( 2 )  営

業・販売

活 動 の

計画・方

針 等 に

関 す る

情報 

ア  販 売

計画・方

針 等 に

関 す る

情報 

販売計画・販売高の見込

額・目標額等に関する情

報、受注計画・交渉の計

画・方針等に関する情報、

事業の将来展望・経営方

針等に関する情報など 

イ  店 舗

等 設 計

計 画 等

に 関 す

る情報 

売場面積の拡張・店舗の

改装等に関する情報、営

業所・事務所・支店等の

新設・移設に係る店舗・

営業所・事務所等の規模・

内容等に関する情報など 

ウ  そ の

他 営 業

活 動 の

計 画 等

に 関 す

る情報 

資金調達の予定額・調達

方法等に関する情報など 

投資予定額・投資対象等

に関する情報など 

3 信用に関する情報 借入金の額・借入れの相

手方・借入れの条件・返

済計画・返済状況等借入

金その他の債務の内容に

関する情報、経営状態・

資産内容等に関する情

報、その他信用上不利益

を与えるおそれのある情

報など 

4 経理・人事等に関する情報 法人等の金銭の出納、経

理上の処理に関する情報

など法人等の人事・給与・

情報 人間の提携下請等に関す

る情報など 

イ  販 売

方 法 等

に 関 す

る情報 

商品の陳列方法・宣伝方

法等に関する情報、営業

活動に関する情報など 

ウ  そ の

他 営 業

活 動 の

内 容 が

明 ら か

に な る

情報 

原価・販売価格の積算等

に関する情報、受注経路、

受注単価等に関する情報

など 

( 2 )  営

業・販売

活 動 の

計画・方

針 等 に

関 す る

情報 

ア  販 売

計画・方

針 等 に

関 す る

情報 

販売計画・販売高の見込

額・目標額等に関する情

報、受注計画・交渉の計

画・方針等に関する情報、

事業の将来展望・経営方

針等に関する情報など 

イ  店 舗

等 設 計

計 画 等

に 関 す

る情報 

売場面積の拡張・店舗の

改装等に関する情報、営

業所・事務所・支店等の

新設・移設に係る店舗・

営業所・事務所等の規模・

内容等に関する情報など 

ウ  そ の

他 営 業

活 動 の

計 画 等

に 関 す

る情報 

資金調達の予定額・調達

方法等に関する情報など 

投資予定額・投資対象等

に関する情報など 

3 信用に関する情報 借入金の額・借入れの相

手方・借入れの条件・返

済計画・返済状況等借入

金その他の債務の内容に

関する情報、経営状態・

資産内容等に関する情

報、その他信用上不利益

を与えるおそれのある情

報など 

4 経理・人事等に関する情報 法人等の金銭の出納、経

理上の処理に関する情報

など法人等の人事・給与・
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労働条件等に関する情報

など 
 

労働条件等に関する情報

など 
 

※ 社会的な地位が損なわれるおそれのない情報(表２) ※ 社会的な地位が損なわれるおそれのない情報(表２) 

大分類 小分類 情報内容の例示及び説明 

該当する情

報の例示 

記載内容 根拠法令 

1 何人で

も 法 令

の 定 め

に よ り

閲 覧 す

る こ と

が で き

る情報 

(1) 公証

に 関 す

るもの 

株式会社登

記簿等の商

業登記簿に

記録された

情報 

目的、商号、

取締役等の

氏名、住所・

資本金の額

等 

商業登記法

第10条・第1

1条 

土 地 登 記

簿・建物登

記簿に記録

された情報 

土 地 の 所

在・地目・地

積、登記権

利 者 の 氏

名・住所、登

記原因等、

建 物 の 所

在・種類・構

造・床面積、

登記権利者

の氏名・住

所、登記原

因等 

不動産登記

法第119条 

その他公証に関し、何人でも閲覧で

きるとされている情報 

(2) 取引

の 安 全

等 に 関

す る 情

報 

取引の安全等に関し、何

人も閲覧できるとされ

ている情報、不動産鑑定

業者登録原簿に記載さ

れた情報(名称、商号等)

不動産の鑑

定評価に関

する法律第

31条 

(3) その

他 

工場立地調

査簿に記録

された情報 

工場等の敷

地面積、建

築面積、生

産数量・生

産能力など

(事業者の

秘密に属す

る事項を除

く。) 

工場立地法

第3条 

政治団体収

支報告書に

記録された

政治団体の

収 支 の 総

額・項目別

政治資金規

正法第20条 

大分類 小分類 情報内容の例示及び説明 

該当する情

報の例示 

記載内容 根拠法令 

1 何人で

も 法 令

の 定 め

に よ り

閲 覧 す

る こ と

が で き

る情報 

(1) 公証

に 関 す

るもの 

株式会社登

記簿等の商

業登記簿に

記録された

情報 

目的、商号、

取締役等の

氏名、住所・

資本金の額

等 

商業登記法

第10条・第1

1条 

土 地 登 記

簿・建物登

記簿に記録

された情報 

土 地 の 所

在・地目・地

積、登記権

利 者 の 氏

名・住所、登

記原因等、

建 物 の 所

在・種類・構

造・床面積、

登記権利者

の氏名・住

所、登記原

因等 

不動産登記

法第119条 

その他公証に関し、何人でも閲覧で

きるとされている情報 

(2) 取引

の 安 全

等 に 関

す る 情

報 

取引の安全等に関し、何

人も閲覧できるとされ

ている情報、不動産鑑定

業者登録原簿に記載さ

れた情報(名称、商号等)

不動産の鑑

定評価に関

する法律第

31条 

(3) その

他 

工場立地調

査簿に記録

された情報 

工場等の敷

地面積、建

築面積、生

産数量・生

産能力など

(事業者の

秘密に属す

る事項を除

く。) 

工場立地法

第3条 

政治団体収

支報告書に

記録された

政治団体の

収 支 の 総

額・項目別

政治資金規

正法第20条 
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情報 金額、寄付

をした者及

び寄付をあ

っせんした

者の氏名・

名称など 

建築計画概

要書に記録

された情報 

建築主の名

称・住所、建

築物の概要

など 

建築基準法

第93条の2 

開発登録簿

に記録され

た情報 

開発許可を

受けた者の

名称・氏名、

予定建築物

の概要など 

都市計画法

第47条 

その他何人でも閲覧できるとされて

いる情報 

2 公表す

る こ と

を 目 的

と し て

作成し、

又 は 取

得 し た

もの 

(1) 公表

す る こ

と を 前

提 と し

て 法 人

等 か ら

任 意 に

提 供 さ

れ た 情

報 

法人等から提供された商店街名簿等

に記載された情報など 

(2) PR等

の 目 的

で 法 人

等 が 自

主 的 に

公 表 し

た 資 料

か ら 何

人 で も

知 り 得

る情報 

社史、PR用パンフレット等に記載さ

れた情報など 

(3) 既に

公 表 さ

れ て い

る 情 報

で あ っ

排水設備工事公認業者の指定等に関

し告示された業者の名称等 

弁護士、税理士名簿への登録等の公

告として官報に登載された弁護士・

税理士の氏名等 

情報 金額、寄付

をした者及

び寄付をあ

っせんした

者の氏名・

名称など 

建築計画概

要書に記録

された情報 

建築主の名

称・住所、建

築物の概要

など 

建築基準法

第93条の2 

開発登録簿

に記録され

た情報 

開発許可を

受けた者の

名称・氏名、

予定建築物

の概要など 

都市計画法

第47条 

その他何人でも閲覧できるとされて

いる情報 

2 公表す

る こ と

を 目 的

と し て

作成し、

又 は 取

得 し た

もの 

(1) 公表

す る こ

と を 前

提 と し

て 法 人

等 か ら

任 意 に

提 供 さ

れ た 情

報 

法人等から提供された商店街名簿等

に記載された情報など 

(2) PR等

の 目 的

で 法 人

等 が 自

主 的 に

公 表 し

た 資 料

か ら 何

人 で も

知 り 得

る情報 

社史、PR用パンフレット等に記載さ

れた情報など 

(3) 既に

公 表 さ

れ て い

る 情 報

で あ っ

排水設備工事公認業者の指定等に関

し告示された業者の名称等 

弁護士、税理士名簿への登録等の公

告として官報に登載された弁護士・

税理士の氏名等 
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て、公開

す る こ

と に よ

り 法 人

等 の 活

動 利 益

を 害 す

る お そ

れ の な

いもの 

(4) 公開

す る こ

と に つ

い て 当

該 法 人

等 の 同

意 の あ

る情報 

  

3 統計的処理がなさ

れていて、特定法人

等が識別されない

情報 

商業統計、工業統計等の集計結果な

ど 

 

て、公開

す る こ

と に よ

り 法 人

等 の 活

動 利 益

を 害 す

る お そ

れ の な

いもの 

(4) 公開

す る こ

と に つ

い て 当

該 法 人

等 の 同

意 の あ

る情報 

  

3 統計的処理がなさ

れていて、特定法人

等が識別されない

情報 

商業統計、工業統計等の集計結果な

ど 

 

第５条第２項第３号関係 第５条第２項第３号関係 

１ 趣旨 １ 趣旨 

(1) 本条例の目的は「市政への市民参加を促進し、

市民と市との信頼関係を深め、一層公正で開かれた

市政の実現を図ること」であることから最も多く公

開が求められるのは、市の事務・事業に関する情報

と考えられる。 

(1) 本条例の目的は「市政への市民参加を促進し、

市民と市との信頼関係を深め、一層公正で開かれた

市政の実現を図ること」であることから最も多く公

開が求められるのは、市の事務・事業に関する情報

と考えられる。 

しかし、これらの情報の中にはそれが公開される

とかえって市政の公正かつ適正又は円滑な執行を

妨げ、結果的には市民全体の利益を損なうものもあ

り、これらについては非公開情報に加えることが必

要であるとの観点から規定したものである。 

しかし、これらの情報の中にはそれが公開される

とかえって市政の公正かつ適正又は円滑な執行を

妨げ、結果的には市民全体の利益を損なうものもあ

り、これらについては非公開情報に加えることが必

要であるとの観点から規定したものである。 

(2) 市の事務・事業に関する情報は、市の機関が保

有するすべての情報に該当するものであり非常に

幅広いものである。そのため次の４項目に限定し、

非公開の範囲が拡大されることのないよう規定し

たものである。 

(2) 市の事務・事業に関する情報は、市の機関が保

有するすべての情報に該当するものであり非常に

幅広いものである。そのため次の４項目に限定し、

非公開の範囲が拡大されることのないよう規定し

たものである。 

ア 意思決定過程情報 ア 意思決定過程情報 

イ 市の機関等における協力関係維持情報 イ 市の機関等における協力関係維持情報 

ウ 事務・事業の実施に関する情報 ウ 事務・事業の実施に関する情報 
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エ 犯罪誘発情報 エ 犯罪誘発情報 

第５条第２項第３号ア関係 第５条第２項第３号ア関係 

１ 趣旨 １ 趣旨 

本項目は、次に示す事項における調査、研究、検討、

審議等の意思決定過程の段階にある情報について公

正な意思決定を担保する観点から非公開事項として

規定したものである。 

本項目は、次に示す事項における調査、研究、検討、

審議等の意思決定過程の段階にある情報について公

正な意思決定を担保する観点から非公開事項として

規定したものである。 

(1) 市の機関内部 (1) 市の機関内部 

(2) 市の機関相互 (2) 市の機関相互 

(3) 市の機関と国等の機関、独立行政法人等又は土

地開発公社 

(3) 市の機関と国等の機関、独立行政法人等又は土

地開発公社 

２ 解釈 ２ 解釈 

(1) 「市の機関」とは、市のすべての機関をいい執行

機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会など)、議

決機関(議会)及びそれらの補助機関(職員)のほか、

執行機関の附属機関(審議会、協議会等)を含むもの

である。なお、「国等の機関」についても同様であ

る。 

(1) 「市の機関」とは、市のすべての機関をいい執行

機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会など)、議

決機関(議会)及びそれらの補助機関(職員)のほか、

執行機関の附属機関(審議会、協議会等)を含むもの

である。なお、「国等の機関」についても同様であ

る。 

また、土地開発公社の業務については、市や国等

の機関と異なり、公有地の拡大の推進に関する法律

第17条の規定に基づく業務の範囲に限られている

ことを認識し、公開又は非公開の決定にあたっては

単に市や国等と同様に取扱うことにより非公開の

範囲を拡大することがないよう留意する必要があ

る。 

また、土地開発公社の業務については、市や国等

の機関と異なり、公有地の拡大の推進に関する法律

第17条の規定に基づく業務の範囲に限られている

ことを認識し、公開又は非公開の決定にあたっては

単に市や国等と同様に取扱うことにより非公開の

範囲を拡大することがないよう留意する必要があ

る。 

(2) 「調査、研究、検討、審議等の意思決定過程にお

ける情報」とは、調査、研究、検討、審議、企画、

意見調整、打合せ、相談等の意思決定過程段階に直

接使用する目的で作成し、又は取得した情報及びこ

れらに関連して作成し、又は取得した情報も含むも

のである。 

(2) 「調査、研究、検討、審議等の意思決定過程にお

ける情報」とは、調査、研究、検討、審議、企画、

意見調整、打合せ、相談等の意思決定過程段階に直

接使用する目的で作成し、又は取得した情報及びこ

れらに関連して作成し、又は取得した情報も含むも

のである。 

(3) 「公正又は適正な意思決定を著しく妨げるもの」

とは、次のようなものが考えられる。 

(3) 「公正又は適正な意思決定を著しく妨げるもの」

とは、次のようなものが考えられる。 

ア 未成熟な情報であって公開することにより、不

正解な理解や誤解を与えるおそれのある情報 

ア 未成熟な情報であって公開することにより、不

正解な理解や誤解を与えるおそれのある情報 

イ 公開することにより、自由かつ率直な意見交換

等が阻害される情報 

イ 公開することにより、自由かつ率直な意見交換

等が阻害される情報 

ウ 公開することにより、今後十分な検討材料が得

られなくなる情報 

ウ 公開することにより、今後十分な検討材料が得

られなくなる情報 

エ その他公開することにより、調査、研究、検討、

審議等に著しい支障が生ずるおそれのある情報 

エ その他公開することにより、調査、研究、検討、

審議等に著しい支障が生ずるおそれのある情報 
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(4) 「意思決定過程における情報」については、すべ

てが非公開となるものではなく、むしろ意思決定過

程の情報を公開することが市民と市との信頼関係

を深め、一層公正で開かれた市政の実現に寄与する

ものであることを前提に、非公開とするのは「公正

又は適正な意思決定を著しく妨げるもの」に限定

し、諾否の決定に当たっては安易に非公開の範囲を

広げることのないよう解釈するものとする。 

(4) 「意思決定過程における情報」については、すべ

てが非公開となるものではなく、むしろ意思決定過

程の情報を公開することが市民と市との信頼関係

を深め、一層公正で開かれた市政の実現に寄与する

ものであることを前提に、非公開とするのは「公正

又は適正な意思決定を著しく妨げるもの」に限定

し、諾否の決定に当たっては安易に非公開の範囲を

広げることのないよう解釈するものとする。 

※ 意思決定過程における情報 ※ 意思決定過程における情報 

大分類 小分類 情報内容の例示及び説明 

1 未成熟

な 情 報

で あ っ

て 公 開

す る こ

と に よ

り 市 民

に 不 正

確 な 理

解 や 誤

解 を 与

え る お

そ れ の

あ る 情

報 

(1) 意思決定に

係る手続の途上

にある情報であ

って、公開する

ことにより公正

又は適正な意思

決定に著しい支

障が生ずるおそ

れのある情報 

市内部における決裁・国等

の許可・審議会への諮問な

ど意思決定に係る手続上に

ある情報でこれに当たるも

の 

(2) 意思決定に

係る手続の途上

にある情報であ

って、公開する

ことにより不正

確な理解や誤解

を与えるおそれ

のある情報 

市内部における検討・決裁

等手続上にある情報であっ

て、その途上において意思

決定内容が変更されるおそ

れがあるなど、不正確な理

解や誤解を与えるおそれの

ある情報 

2 公開す

る こ と

により、

自 由 か

つ 率 直

な 意 見

交 換 等

が 阻 害

さ れ る

情報 

(1) 意見交換の

内容及び経過に

関する情報のう

ち、自由かつ率

直な意見交換を

確保するため非

公開とする必要

があるもの 

機関相互間の照会・回答結

果など意見交換の相手方・

形式・内容・結果その他政策

形成への影響等に関する情

報でこれに当たるもの 

(2) 発言者・発言

内容等に関する

情報のうち、自

由かつ率直な発

言を確保するた

め非公開とする

必要があるもの 

審議会会議録・会議結果報

告書などに記録された情報

でこれに当たるもの 

(3) 提案等の内内部検討段階での試算等、

大分類 小分類 情報内容の例示及び説明 

1 未成熟

な 情 報

で あ っ

て 公 開

す る こ

と に よ

り 市 民

に 不 正

確 な 理

解 や 誤

解 を 与

え る お

そ れ の

あ る 情

報 

(1) 意思決定に

係る手続の途上

にある情報であ

って、公開する

ことにより公正

又は適正な意思

決定に著しい支

障が生ずるおそ

れのある情報 

市内部における決裁・国等

の許可・審議会への諮問な

ど意思決定に係る手続上に

ある情報でこれに当たるも

の 

(2) 意思決定に

係る手続の途上

にある情報であ

って、公開する

ことにより不正

確な理解や誤解

を与えるおそれ

のある情報 

市内部における検討・決裁

等手続上にある情報であっ

て、その途上において意思

決定内容が変更されるおそ

れがあるなど、不正確な理

解や誤解を与えるおそれの

ある情報 

2 公開す

る こ と

により、

自 由 か

つ 率 直

な 意 見

交 換 等

が 阻 害

さ れ る

情報 

(1) 意見交換の

内容及び経過に

関する情報のう

ち、自由かつ率

直な意見交換を

確保するため非

公開とする必要

があるもの 

機関相互間の照会・回答結

果など意見交換の相手方・

形式・内容・結果その他政策

形成への影響等に関する情

報でこれに当たるもの 

(2) 発言者・発言

内容等に関する

情報のうち、自

由かつ率直な発

言を確保するた

め非公開とする

必要があるもの 

審議会会議録・会議結果報

告書などに記録された情報

でこれに当たるもの 

(3) 提案等の内内部検討段階での試算等、
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容、処理経過に

関する情報のう

ち、自由かつ率

直な提案を確保

するため非公開

とする必要があ

るもの 

検討課題・問題点等として

内部で検討された事項、そ

の他検討経過などに関する

情報でこれに当たるもの 

3 公開することにより、今後

十分な検討材料が得られな

くなる情報 

意識調査・実態調査等市の

機関が依頼し、非公開を条

件として個人・法人等から

提供を求め入手した情報

で、以後の資料収集を確保

するため非公開とする必要

があるもの 

市の機関と情報提供者との

信頼関係に基づいて個人、

法人等から任意に提供され

入手した情報で、以後の資

料収集を確保するため非公

開とする必要があるもの 

4 その他公開することによ

り、審議・検討・調査研究等

に著しい支障が生ずるおそ

れのある情報 

  

 

容、処理経過に

関する情報のう

ち、自由かつ率

直な提案を確保

するため非公開

とする必要があ

るもの 

検討課題・問題点等として

内部で検討された事項、そ

の他検討経過などに関する

情報でこれに当たるもの 

3 公開することにより、今後

十分な検討材料が得られな

くなる情報 

意識調査・実態調査等市の

機関が依頼し、非公開を条

件として個人・法人等から

提供を求め入手した情報

で、以後の資料収集を確保

するため非公開とする必要

があるもの 

市の機関と情報提供者との

信頼関係に基づいて個人、

法人等から任意に提供され

入手した情報で、以後の資

料収集を確保するため非公

開とする必要があるもの 

4 その他公開することによ

り、審議・検討・調査研究等

に著しい支障が生ずるおそ

れのある情報 

  

 

第５条第２項第３号イ関係 第５条第２項第３号イ関係 

１ 趣旨 １ 趣旨 

本項目は、市の機関等の協力関係を確保する観点か

ら規定したものである。 

本項目は、市の機関等の協力関係を確保する観点か

ら規定したものである。 

２ 解釈 ２ 解釈 

(1) 市が保有する情報の中には、国等、独立行政法

人等又は土地開発公社との照会、回答、依頼、委任、

協議等の関係の下に作成し、取得したものがある。

これらの情報を市の独断で無制限に公開すると、国

等、独立行政法人等又は土地開発公社の事務事業の

執行に支障が生じるばかりでなく、ひいては協力関

係を著しく損なうことがある。この項目は、こうし

た情報を非公開にすることを明らかにしたもので

ある。 

(1) 市が保有する情報の中には、国等、独立行政法

人等又は土地開発公社との照会、回答、依頼、委任、

協議等の関係の下に作成し、取得したものがある。

これらの情報を市の独断で無制限に公開すると、国

等、独立行政法人等又は土地開発公社の事務事業の

執行に支障が生じるばかりでなく、ひいては協力関

係を著しく損なうことがある。この項目は、こうし

た情報を非公開にすることを明らかにしたもので

ある。 

(2) 「市の機関等」には、市の機関、国等の機関、独

立行政法人等、土地開発公社が含まれる。 

(2) 「市の機関等」には、市の機関、国等の機関、独

立行政法人等、土地開発公社が含まれる。 

(3) 「照会、回答、依頼、委任、協議等に基づいて」

とは、市の機関、国等の機関、独立行政法人等又は

(3) 「照会、回答、依頼、委任、協議等に基づいて」

とは、市の機関、国等の機関、独立行政法人等又は
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土地開発公社の事務・事業であることを問わず、そ

れぞれの発意における照会、回答、依頼、委任、協

議その他表現の形式いかんにかかわらず協力関係

をもって行うすべてである。 

土地開発公社の事務・事業であることを問わず、そ

れぞれの発意における照会、回答、依頼、委任、協

議その他表現の形式いかんにかかわらず協力関係

をもって行うすべてである。 

(4) 「協力関係を著しく損なうもの」としては、次の

ようなものが考えられる。 

(4) 「協力関係を著しく損なうもの」としては、次の

ようなものが考えられる。 

ア 市の事務・事業の実施にともない国等の機関、

独立行政法人等又は土地開発公社との協議に際

して作成し、又は取得した情報で、協力関係を確

保するため非公開とする必要があるもの 

ア 市の事務・事業の実施にともない国等の機関、

独立行政法人等又は土地開発公社との協議に際

して作成し、又は取得した情報で、協力関係を確

保するため非公開とする必要があるもの 

イ 市から国等の機関、独立行政法人等若しくは土

地開発公社に依頼若しくは照会するために作成

し、又は国等の機関、独立行政法人等若しくは土

地開発公社からの提供若しくは回答により取得

した情報のうち協力関係を確保するため非公開

とする必要があるもの 

イ 市から国等の機関、独立行政法人等若しくは土

地開発公社に依頼若しくは照会するために作成

し、又は国等の機関、独立行政法人等若しくは土

地開発公社からの提供若しくは回答により取得

した情報のうち協力関係を確保するため非公開

とする必要があるもの 

ウ 国等の機関、独立行政法人等又は土地開発公社

からの通知等により取得した情報のうち、協力関

係を確保するため非公開にする必要があるもの 

ウ 国等の機関、独立行政法人等又は土地開発公社

からの通知等により取得した情報のうち、協力関

係を確保するため非公開にする必要があるもの 

エ 国等の機関、独立行政法人等又は土地開発公社

との会議内容について作成し、又は取得した情報

のうち、協力関係を確保するため非公開にする必

要があるもの 

エ 国等の機関、独立行政法人等又は土地開発公社

との会議内容について作成し、又は取得した情報

のうち、協力関係を確保するため非公開にする必

要があるもの 

オ 国等の機関、独立行政法人等又は土地開発公社

の事務・事業の実施にともない、国等の機関、独

立行政法人等又は土地開発公社からの協議、委

任、依頼等に基づき市が作成し、又は取得した情

報で、公開することにより協力関係を著しく損な

うもの 

オ 国等の機関、独立行政法人等又は土地開発公社

の事務・事業の実施にともない、国等の機関、独

立行政法人等又は土地開発公社からの協議、委

任、依頼等に基づき市が作成し、又は取得した情

報で、公開することにより協力関係を著しく損な

うもの 

※ 市の機関等における協力関係維持情報 ※ 市の機関等における協力関係維持情報 

大分類 小分類 情報内容の例示及び説明 

1 市が実

施 す る

事 務 事

業 に 関

し、国等

の機関、

独 立 行

政 法 人

等 又 は

土 地 開

発 公 社

(1) 市の事務・事

業の実施にとも

な い 国 等 の 機

関、独立行政法

人等又は土地開

発公社との協議

に 際 し て 作 成

し、又は取得し

た情報で、協力

関係を確保する

ため非公開とす

市の事務事業計画等に対し

て示された国等の機関、独

立行政法人等又は土地開発

公社の見解等に関する情報

でこれに当たるもの 

事業の実施に際し、国等の

機関、独立行政法人等又は

土地開発公社との間で行っ

ている協議に関する情報で

これに当たるもの 

市と国等の機関、独立行政

大分類 小分類 情報内容の例示及び説明 

1 市が実

施 す る

事 務 事

業 に 関

し、国等

の機関、

独 立 行

政 法 人

等 又 は

土 地 開

発 公 社

(1) 市の事務・事

業の実施にとも

な い 国 等 の 機

関、独立行政法

人等又は土地開

発公社との協議

に 際 し て 作 成

し、又は取得し

た情報で、協力

関係を確保する

ため非公開とす

市の事務事業計画等に対し

て示された国等の機関、独

立行政法人等又は土地開発

公社の見解等に関する情報

でこれに当たるもの 

事業の実施に際し、国等の

機関、独立行政法人等又は

土地開発公社との間で行っ

ている協議に関する情報で

これに当たるもの 

市と国等の機関、独立行政
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と の 間

の協議、

依 頼 等

に 基 づ

い て 作

成し、又

は 取 得

し た 情

報 で あ

って、公

開 す る

こ と に

よ り 国

等 の 機

関、独立

行 政 法

人 等 又

は 土 地

開 発 公

社 と の

協 力 関

係 を 著

し く 損

な う お

そ れ の

あ る も

の 

る必要があるも

の 

法人等又は土地開発公社の

間の同種又は関連を有する

事務事業についての調整等

に関する情報でこれに当た

るもの 

市と国等の機関、独立行政

法人等又は土地開発公社の

間の協定締結に係る協議の

内容・共同実施の内容・経費

分担等に関する情報でこれ

に当たるもの 

(2) 市から国等

の機関、独立行

政法人等若しく

は土地開発公社

に依頼若しくは

照会するために

作成し、又は国

等の機関、独立

行政法人等若し

くは土地開発公

社からの提供若

しくは回答によ

り取得した情報

のうち協力関係

を確保するため

非公開とする必

要があるもの 

国等の機関、独立行政法人

等又は土地開発公社におけ

る同種又は関連する事務事

業の実施状況・実施基準等

に関する情報、実験結果・調

査結果その他のデータ等で

これに当たるもの 

(3) 国等の機関、

独立行政法人等

又は土地開発公

社からの通知等

により取得した

情報のうち、協

力関係を確保す

るため非公開に

する必要がある

もの 

補助金の内定通知等、審議

中の法律改正案に係る解釈

指針等でこれに当たるもの 

(4) 国等の機関、

独立行政法人等

又は土地開発公

社との会議内容

に つ い て 作 成

会議資料・会議記録等に記

載された国等の機関、独立

行政法人等又は土地開発公

社の事務事業の実施状況・

方針・懸案事項・検討中の

と の 間

の協議、

依 頼 等

に 基 づ

い て 作

成し、又

は 取 得

し た 情

報 で あ

って、公

開 す る

こ と に

よ り 国

等 の 機

関、独立

行 政 法

人 等 又

は 土 地

開 発 公

社 と の

協 力 関

係 を 著

し く 損

な う お

そ れ の

あ る も

の 

る必要があるも

の 

法人等又は土地開発公社の

間の同種又は関連を有する

事務事業についての調整等

に関する情報でこれに当た

るもの 

市と国等の機関、独立行政

法人等又は土地開発公社の

間の協定締結に係る協議の

内容・共同実施の内容・経費

分担等に関する情報でこれ

に当たるもの 

(2) 市から国等

の機関、独立行

政法人等若しく

は土地開発公社

に依頼若しくは

照会するために

作成し、又は国

等の機関、独立

行政法人等若し

くは土地開発公

社からの提供若

しくは回答によ

り取得した情報

のうち協力関係

を確保するため

非公開とする必

要があるもの 

国等の機関、独立行政法人

等又は土地開発公社におけ

る同種又は関連する事務事

業の実施状況・実施基準等

に関する情報、実験結果・調

査結果その他のデータ等で

これに当たるもの 

(3) 国等の機関、

独立行政法人等

又は土地開発公

社からの通知等

により取得した

情報のうち、協

力関係を確保す

るため非公開に

する必要がある

もの 

補助金の内定通知等、審議

中の法律改正案に係る解釈

指針等でこれに当たるもの 

(4) 国等の機関、

独立行政法人等

又は土地開発公

社との会議内容

に つ い て 作 成

会議資料・会議記録等に記

載された国等の機関、独立

行政法人等又は土地開発公

社の事務事業の実施状況・

方針・懸案事項・検討中の
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し、又は取得し

た情報のうち、

協力関係を確保

するため非公開

にする必要があ

るもの 

案・調査結果等のデータ等

に関する情報、会議出席者

の発言内容等でこれに当た

るもの 

(5) その他市が

作成し、又は取

得した情報で国

等の機関、独立

行政法人等又は

土地開発公社と

の協力関係を確

保するため非公

開とする必要が

あるもの 

  

2 国等の機関、独立行政法人

等又は土地開発公社の事

務・事業の実施にともない、

国等の機関、独立行政法人

等又は土地開発公社からの

協議、委任、依頼等に基づき

市が作成し、又は取得した

情報で、公開することによ

り協力関係を著しく損なう

もの 

調査等に際し国等の機関、

独立行政法人等又は土地開

発公社から示された調査の

目的・内容・項目・方法等に

関する情報でこれに当たる

もの調査等の結果で国等の

機関、独立行政法人等又は

土地開発公社において統一

的に公表するもの及び公表

するまで公開してはならな

い旨の指示のある情報 

国等の機関、独立行政法人

等又は土地開発公社の事務

事業に係る方針、市に対す

る指導等の内容に関する情

報でこれに当たるもの 

国等の機関、独立行政法人

等又は土地開発公社からの

意見聴取等に基づき提出し

た要望書等国等の機関、独

立行政法人等又は土地開発

公社の発意に基づき作成

し、又は取得した情報でこ

れに当たるもの 

市から提出した情報で、国

等の機関、独立行政法人等

又は土地開発公社における

し、又は取得し

た情報のうち、

協力関係を確保

するため非公開

にする必要があ

るもの 

案・調査結果等のデータ等

に関する情報、会議出席者

の発言内容等でこれに当た

るもの 

(5) その他市が

作成し、又は取

得した情報で国

等の機関、独立

行政法人等又は

土地開発公社と

の協力関係を確

保するため非公

開とする必要が

あるもの 

  

2 国等の機関、独立行政法人

等又は土地開発公社の事

務・事業の実施にともない、

国等の機関、独立行政法人

等又は土地開発公社からの

協議、委任、依頼等に基づき

市が作成し、又は取得した

情報で、公開することによ

り協力関係を著しく損なう

もの 

調査等に際し国等の機関、

独立行政法人等又は土地開

発公社から示された調査の

目的・内容・項目・方法等に

関する情報でこれに当たる

もの調査等の結果で国等の

機関、独立行政法人等又は

土地開発公社において統一

的に公表するもの及び公表

するまで公開してはならな

い旨の指示のある情報 

国等の機関、独立行政法人

等又は土地開発公社の事務

事業に係る方針、市に対す

る指導等の内容に関する情

報でこれに当たるもの 

国等の機関、独立行政法人

等又は土地開発公社からの

意見聴取等に基づき提出し

た要望書等国等の機関、独

立行政法人等又は土地開発

公社の発意に基づき作成

し、又は取得した情報でこ

れに当たるもの 

市から提出した情報で、国

等の機関、独立行政法人等

又は土地開発公社における
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政策立案等の資料に用いら

れるものでこれに当たるも

の 
 

政策立案等の資料に用いら

れるものでこれに当たるも

の 
 

第５条第２項第３号ウ関係 第５条第２項第３号ウ関係 

１ 趣旨 １ 趣旨 

本項目は、事務・事業の性格に着目し、当該事務・

事業の公正かつ円滑な実施を確保する観点から非公

開情報を定めたものである。 

本項目は、事務・事業の性格に着目し、当該事務・

事業の公正かつ円滑な実施を確保する観点から非公

開情報を定めたものである。 

２ 解釈 ２ 解釈 

(1) 市の機関等が行う事務・事業の中には、その性

質、目的から見て執行前あるいは執行過程で情報を

公開することにより、当該事務・事業の実施の目的

を失い、又は公正かつ円滑な執行を著しく妨げるも

のがあり、これらを市民全体の利益の観点から解釈

するものとする。 

(1) 市の機関等が行う事務・事業の中には、その性

質、目的から見て執行前あるいは執行過程で情報を

公開することにより、当該事務・事業の実施の目的

を失い、又は公正かつ円滑な執行を著しく妨げるも

のがあり、これらを市民全体の利益の観点から解釈

するものとする。 

(2) 「市の機関等」とは、第３号イと同様である。 (2) 「市の機関等」とは、第３号イと同様である。 

(3) 「監査、検査、取締り、徴税等の計画又は実施要

領、渉外、争訟及び交渉の方針、試験問題、採点基

準、用地買収計画」は、公開になじまない情報の例

示である。例えば、試験問題などが事前に公開され

ると試験を行う意味がなくなることになる。また、

監査、検査、取締り、徴税等の計画及び実施要領、

渉外、争訟及び交渉の方針などについては、相手方

との対抗関係で事務・事業を実施していくので、こ

れらに関する情報が事前に漏れると当該事務・事業

又は将来の同種の事務・事業の目的を失わせる結果

となる。 

(3) 「監査、検査、取締り、徴税等の計画又は実施要

領、渉外、争訟及び交渉の方針、試験問題、採点基

準、用地買収計画」は、公開になじまない情報の例

示である。例えば、試験問題などが事前に公開され

ると試験を行う意味がなくなることになる。また、

監査、検査、取締り、徴税等の計画及び実施要領、

渉外、争訟及び交渉の方針などについては、相手方

との対抗関係で事務・事業を実施していくので、こ

れらに関する情報が事前に漏れると当該事務・事業

又は将来の同種の事務・事業の目的を失わせる結果

となる。 

なお、「渉外、争訟及び交渉の方針」は、係属中

又は係属が具体的に予想される事案に即した具体

的方針に限定して解釈を行うべきであり、将来市の

機関等が行うことのある渉外、争訟等の一般的方針

は含まないものとする。 

なお、「渉外、争訟及び交渉の方針」は、係属中

又は係属が具体的に予想される事案に即した具体

的方針に限定して解釈を行うべきであり、将来市の

機関等が行うことのある渉外、争訟等の一般的方針

は含まないものとする。 

「その他」とは、上記の公開になじまない情報の

ほかこれらに類似し、若しくは関連する情報又は事

務・事業の性質上本来公開になじまないものであれ

ば、本項目により非公開とできるものであり、例え

ば職員の身分取扱いや人事記録に関する情報で、公

正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれが

あるものなどはこれに当たる。 

「その他」とは、上記の公開になじまない情報の

ほかこれらに類似し、若しくは関連する情報又は事

務・事業の性質上本来公開になじまないものであれ

ば、本項目により非公開とできるものであり、例え

ば職員の身分取扱いや人事記録に関する情報で、公

正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれが

あるものなどはこれに当たる。 

(4) 「当該事務若しくは事業又は将来の同種の事務

若しくは事業の目的を失わせるもの又は公正かつ

円滑な執行を著しく妨げるもの」とは次のとおりで

(4) 「当該事務若しくは事業又は将来の同種の事務

若しくは事業の目的を失わせるもの又は公正かつ

円滑な執行を著しく妨げるもの」とは次のとおりで
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ある。 ある。 

ア 公開することにより当該事務・事業を実施する

意味をそう失する情報 

ア 公開することにより当該事務・事業を実施する

意味をそう失する情報 

イ 公開することにより経費が著しく増大し、又は

実施の時期が著しく遅れるなど、行政が著しく混

乱する情報 

イ 公開することにより経費が著しく増大し、又は

実施の時期が著しく遅れるなど、行政が著しく混

乱する情報 

ウ 公開することにより反復継続される同種の事

務・事業の公正かつ円滑な実施を著しく困難にす

る情報 

ウ 公開することにより反復継続される同種の事

務・事業の公正かつ円滑な実施を著しく困難にす

る情報 

エ その他公開することにより当該事務・事業の実

施の目的を失わせ、又は事務・事業の円滑な実施

を著しく困難にするおそれのある情報 

エ その他公開することにより当該事務・事業の実

施の目的を失わせ、又は事務・事業の円滑な実施

を著しく困難にするおそれのある情報 

※ 事務・事業の実施に関する情報 ※ 事務・事業の実施に関する情報 

大分類 中分類 小分類 情報内容の例示及び説

明 

公 開 す

る こ と

に よ っ

て 事 務

事 業 の

公 正 か

つ 円 滑

な 執 行

に 著 し

く 支 障

が 生 ず

る お そ

れ の あ

る情報 

(1) 事務事

業の公正・

適 正 を 確

保 す る た

め 非 公 開

と す る 必

要 の あ る

情報 

ア  公開す

る こ と に

より、当該

事 務 事 業

の 実 施 目

的 が 失 わ

れ る お そ

れ の あ る

もの 

実施前の試験問題、採

点基準など 

イ  公開す

る こ と に

より、市の

権 利 行 使

が 損 な わ

れ る な ど

公 正 な 執

行 を 妨 げ

る お そ れ

の あ る も

の 

係属中又は係属が具体

的に予想される訴訟そ

の他争訟事案に係る市

の処理方針・顧問弁護

士との打合せの内容・

準備書面案等に関する

情報など 

ウ  公開す

る こ と に

より、当該

事 務 事 業

の 公 正 適

正 な 執 行

を 妨 げ る

監査・検査等計画の内

容(実施日時・対象地

区・検査項目・検査方

法等)に関する情報な

ど 

大分類 中分類 小分類 情報内容の例示及び説

明 

公 開 す

る こ と

に よ っ

て 事 務

事 業 の

公 正 か

つ 円 滑

な 執 行

に 著 し

く 支 障

が 生 ず

る お そ

れ の あ

る情報 

(1) 事務事

業の公正・

適 正 を 確

保 す る た

め 非 公 開

と す る 必

要 の あ る

情報 

ア  公開す

る こ と に

より、当該

事 務 事 業

の 実 施 目

的 が 失 わ

れ る お そ

れ の あ る

もの 

実施前の試験問題、採

点基準など 

イ  公開す

る こ と に

より、市の

権 利 行 使

が 損 な わ

れ る な ど

公 正 な 執

行 を 妨 げ

る お そ れ

の あ る も

の 

係属中又は係属が具体

的に予想される訴訟そ

の他争訟事案に係る市

の処理方針・顧問弁護

士との打合せの内容・

準備書面案等に関する

情報など 

ウ  公開す

る こ と に

より、当該

事 務 事 業

の 公 正 適

正 な 執 行

を 妨 げ る

監査・検査等計画の内

容(実施日時・対象地

区・検査項目・検査方

法等)に関する情報な

ど 
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お そ れ の

あるもの 

エ  公開す

る こ と に

より、経費

が 著 し く

増大し、又

は 事 業 の

実 施 の 時

期 が 大 幅

に 遅 れ る

お そ れ の

あるもの 

土地の購入に係る計画

の内容・土地の所在・

交渉の相手方・交渉の

方針等に関する情報、

買収・売却予定地の市

内部での評価額、購入

予定品目及び数量・市

内部での見積等、損失

補償基準等に関する情

報など 

(2) 公開することによ

り、反復継続される同種

の事務事業の公正又は

適正な執行を妨げるお

それのあるもの 

過去の損害・賠償・損

失補償・用地買収等に

係る交渉経過・内容等

のうち、これに当たる

もの 

(3) その他公開すること

により、事務事業の公正

かつ円滑な執行に著し

く支障が生ずるおそれ

のあるもの 

職員の労務関係資料で

これに当たるもの 

 

お そ れ の

あるもの 

エ  公開す

る こ と に

より、経費

が 著 し く

増大し、又

は 事 業 の

実 施 の 時

期 が 大 幅

に 遅 れ る

お そ れ の

あるもの 

土地の購入に係る計画

の内容・土地の所在・

交渉の相手方・交渉の

方針等に関する情報、

買収・売却予定地の市

内部での評価額、購入

予定品目及び数量・市

内部での見積等、損失

補償基準等に関する情

報など 

(2) 公開することによ

り、反復継続される同種

の事務事業の公正又は

適正な執行を妨げるお

それのあるもの 

過去の損害・賠償・損

失補償・用地買収等に

係る交渉経過・内容等

のうち、これに当たる

もの 

(3) その他公開すること

により、事務事業の公正

かつ円滑な執行に著し

く支障が生ずるおそれ

のあるもの 

職員の労務関係資料で

これに当たるもの 

 

第５条第２項第３号エ関係 第５条第２項第３号エ関係 

１ 趣旨 １ 趣旨 

本項目は、公共の安全を確保する観点から非公開情

報を定めたものである。 

本項目は、公共の安全を確保する観点から非公開情

報を定めたものである。 

２ 解釈 ２ 解釈 

(1) 本項目に該当する情報を公開すれば、公共の安

全及び秩序を維持していくことができなくなり、ま

た、情報提供者、被害者等の生命、身体、健康、財

産、生活又は地位を保護することが困難となる。こ

の項目は、こうした情報を非公開にすることを明ら

かにしたものである。 

(1) 本項目に該当する情報を公開すれば、公共の安

全及び秩序を維持していくことができなくなり、ま

た、情報提供者、被害者等の生命、身体、健康、財

産、生活又は地位を保護することが困難となる。こ

の項目は、こうした情報を非公開にすることを明ら

かにしたものである。 

(2) 「公共の安全及び秩序の維持並びに人の生命、

身体、健康、財産、生活又は地位の保護に支障が生

じるもの」とは、次のようなものが考えられる。 

(2) 「公共の安全及び秩序の維持並びに人の生命、

身体、健康、財産、生活又は地位の保護に支障が生

じるもの」とは、次のようなものが考えられる。 

ア 違法行為や不正行為に対する通報者、告発者が

特定され、結果としてそれらの人々やその家族な

どの日常な生活や地位などが脅かされるおそれ

があるもの 

ア 違法行為や不正行為に対する通報者、告発者が

特定され、結果としてそれらの人々やその家族な

どの日常な生活や地位などが脅かされるおそれ

があるもの 

イ 特定の個人の行動予定や住居の構造などが明 イ 特定の個人の行動予定や住居の構造などが明
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らかになる結果、その者の生命、身体、住居など

が脅かされるおそれのあるもの 

らかになる結果、その者の生命、身体、住居など

が脅かされるおそれのあるもの 

ウ 公開された場合に犯罪を誘発するおそれのあ

るもの 

ウ 公開された場合に犯罪を誘発するおそれのあ

るもの 

※ 公共の安全や人の生命等の保護に支障が生じる情報 ※ 公共の安全や人の生命等の保護に支障が生じる情報 

大分類 小分類 情報内容の例示及び説明 

公開すること

により、公共の

安全及び秩序

の維持並びに

人の生命・身

体・健康・財産・

生活又は地位

の保護に支障

が生じるもの 

(1) 公開す

ることによ

り、犯罪の

発生を予防

することが

困難となる

情報 

施設の警備状況等に関する

情報など 

(2) その他

犯罪の誘発

等、人の生

命・身体・健

康・財産・生

活又は地位

の保護に支

障が生じる

もの 

特殊な薬品を取扱う事業所

の届出等に関する情報など 

ただし、特殊な薬品の適正な

取扱いについて公開するこ

とが優先される場合がある 

 

大分類 小分類 情報内容の例示及び説明 

公開すること

により、公共の

安全及び秩序

の維持並びに

人の生命・身

体・健康・財産・

生活又は地位

の保護に支障

が生じるもの 

(1) 公開す

ることによ

り、犯罪の

発生を予防

することが

困難となる

情報 

施設の警備状況等に関する

情報など 

(2) その他

犯罪の誘発

等、人の生

命・身体・健

康・財産・生

活又は地位

の保護に支

障が生じる

もの 

特殊な薬品を取扱う事業所

の届出等に関する情報など 

ただし、特殊な薬品の適正な

取扱いについて公開するこ

とが優先される場合がある 

 

第５条第２項第４号関係 第５条第２項第４号関係 

１ 趣旨 １ 趣旨 

本号は法令又は条例との関係から非公開情報を定

めたものである。 

本号は法令又は条例との関係から非公開情報を定

めたものである。 

条例は法令に違反しない限りにおいて制定するこ

とができるとされている。したがって、法令の規定や

実施機関が法律上従う義務を有する国又は都道府県

の機関の指示により公開することができないとされ

ている情報は、この条例においても非公開とするもの

である。 

条例は法令に違反しない限りにおいて制定するこ

とができるとされている。したがって、法令の規定や

実施機関が法律上従う義務を有する国又は都道府県

の機関の指示により公開することができないとされ

ている情報は、この条例においても非公開とするもの

である。 

２ 解釈 ２ 解釈 

(1) 「法令」とは、法律、政令、府令、省令その他の

命令をいう。 

(1) 「法令」とは、法律、政令、府令、省令その他の

命令をいう。 

(2) 「地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の９

第２項及び第３項の規定による基準」とは、地方自

治法第245条の９第２項及び第３項の規定により、

市町村が法定受託事務を処理するに当たりよるべ

き基準として各大臣又は都道府県の執行機関が定

めたものをいう。 

(2) 「地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の９

第２項及び第３項の規定による基準」とは、地方自

治法第245条の９第２項及び第３項の規定により、

市町村が法定受託事務を処理するに当たりよるべ

き基準として各大臣又は都道府県の執行機関が定

めたものをいう。 

(3) 「その他実施機関が法律上従う義務を有する国 (3) 「その他実施機関が法律上従う義務を有する国
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又は都道府県の機関の指示」とは、地方自治法の規

定等により普通地方公共団体の事務の処理に関し

国又は都道府県が行う指示であって、実施機関が法

律上従う義務を有するものをいう。法定受託事務の

処理に関する地方自治法第245条の７の規定による

是正の指示に限定されないが、実施機関が法律上従

う義務を有するものであることが必要である。 

又は都道府県の機関の指示」とは、地方自治法の規

定等により普通地方公共団体の事務の処理に関し

国又は都道府県が行う指示であって、実施機関が法

律上従う義務を有するものをいう。法定受託事務の

処理に関する地方自治法第245条の７の規定による

是正の指示に限定されないが、実施機関が法律上従

う義務を有するものであることが必要である。 

(4) 「公開することができないとされているもの」

とは、法令、条例、基準又は指示の文言、趣旨等か

ら見て明らかに公開することができないと判断さ

れる情報を指し、該当する情報には次のようなもの

がある。 

(4) 「公開することができないとされているもの」

とは、法令、条例、基準又は指示の文言、趣旨等か

ら見て明らかに公開することができないと判断さ

れる情報を指し、該当する情報には次のようなもの

がある。 

ア 明文をもって公開が禁止されている情報 ア 明文をもって公開が禁止されている情報 

イ 他の目的での使用が禁止されている情報 イ 他の目的での使用が禁止されている情報 

ウ 手続の公開が禁止されている調停等に関する

情報 

ウ 手続の公開が禁止されている調停等に関する

情報 

エ その他趣旨、目的から見て明らかに公開するこ

とができないと認められる情報 

エ その他趣旨、目的から見て明らかに公開するこ

とができないと認められる情報 

３ 運用 ３ 運用 

(1) 本号では非公開情報に「地方自治法第245条の９

第２項及び第３項の規定による基準」と「その他実

施機関が法律上従う義務を有する国又は都道府県

の機関の指示」を規定し、法令又は条例による禁止

規定に限定をしていないが、その意図するところ

は、従来より通達等を根拠とした関与が非常に強い

拘束力を有していて、公開の請求があっても実際の

対応は非公開とせざるを得ないような事務が実態

として存在していたことから、そのような事務に対

してあくまで例外的な措置として条例上の非公開

の根拠を与えようというものである。 

(1) 本号では非公開情報に「地方自治法第245条の９

第２項及び第３項の規定による基準」と「その他実

施機関が法律上従う義務を有する国又は都道府県

の機関の指示」を規定し、法令又は条例による禁止

規定に限定をしていないが、その意図するところ

は、従来より通達等を根拠とした関与が非常に強い

拘束力を有していて、公開の請求があっても実際の

対応は非公開とせざるを得ないような事務が実態

として存在していたことから、そのような事務に対

してあくまで例外的な措置として条例上の非公開

の根拠を与えようというものである。 

もちろん、地方分権の推進を図るための関係法律

の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)の施

行により機関委任事務制度の下での国による包括

的な指揮監督権が廃止され、国と地方自治体との関

係が対等、協力関係に移行している今日にあって、

関与行政庁の恣意により情報公開制度が機能しな

くなるような事態は避けるべきであり、運用に当た

っては本号の安易な適用は避け、みだりに拡大解釈

をされることがないよう十分留意する必要がある。 

もちろん、地方分権の推進を図るための関係法律

の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)の施

行により機関委任事務制度の下での国による包括

的な指揮監督権が廃止され、国と地方自治体との関

係が対等、協力関係に移行している今日にあって、

関与行政庁の恣意により情報公開制度が機能しな

くなるような事態は避けるべきであり、運用に当た

っては本号の安易な適用は避け、みだりに拡大解釈

をされることがないよう十分留意する必要がある。 

(2) 法定受託事務においても自治事務においても、

それに係る情報の管理は原則として地方公共団体

の事務であり、当然本条例の対象となるものであ

(2) 法定受託事務においても自治事務においても、

それに係る情報の管理は原則として地方公共団体

の事務であり、当然本条例の対象となるものであ
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る。しかし、法定受託事務の中には情報の管理が法

定受託事務の処理と密接不可分の関係を有するも

のがあり、これらについては地方自治法第245条の

９第２項及び第３項による処理基準において各大

臣や都道府県の執行機関がその取扱いを定めるこ

とができるとされており、その処理基準のなかで情

報の非公開を規定することも考えられる。また、実

施機関が法律上従う義務を有する国又は都道府県

の機関の指示においても、同様に非公開を指示され

ることも予想される。 

る。しかし、法定受託事務の中には情報の管理が法

定受託事務の処理と密接不可分の関係を有するも

のがあり、これらについては地方自治法第245条の

９第２項及び第３項による処理基準において各大

臣や都道府県の執行機関がその取扱いを定めるこ

とができるとされており、その処理基準のなかで情

報の非公開を規定することも考えられる。また、実

施機関が法律上従う義務を有する国又は都道府県

の機関の指示においても、同様に非公開を指示され

ることも予想される。 

こうした場合に実施機関は、本号の規定により当

該情報を非公開とすることができるが、地方自治法

第249条で、是正の要求、指示その他これらに類す

る行為については書面によることを求めており、本

号を適用するに当たっては、次の事項について慎重

に判断のうえ行うものとする。 

こうした場合に実施機関は、本号の規定により当

該情報を非公開とすることができるが、地方自治法

第249条で、是正の要求、指示その他これらに類す

る行為については書面によることを求めており、本

号を適用するに当たっては、次の事項について慎重

に判断のうえ行うものとする。 

ア 当該事務に関し主務大臣又はその権限委譲を

受けた者から発せられたことが明らかであるこ

と 

ア 当該事務に関し主務大臣又はその権限委譲を

受けた者から発せられたことが明らかであるこ

と 

イ 文書によるものであること イ 文書によるものであること 

ウ 公開禁止の趣旨が明確であること ウ 公開禁止の趣旨が明確であること 

エ 禁止の範囲が明確であること エ 禁止の範囲が明確であること 

オ 当該処理基準又は指示が法規に抵触すること

が明らかでないこと 

オ 当該処理基準又は指示が法規に抵触すること

が明らかでないこと 

カ 処理基準又は指示に合理的理由があること カ 処理基準又は指示に合理的理由があること 

※ 法令秘情報 ※ 法令秘情報 

大分類 小分類 根拠法令 公開でき

ないとさ

れている

情報 

具体例 

1 法令若し

く は 条 例

の 規 定 に

よ り 公 開

す る こ と

が で き な

い と さ れ

て い る も

の 

(1) 明文を

も っ て 公

開 が 禁 止

さ れ て い

る情報 

逗子市印

鑑条例第

15条 

印鑑登録

原票その

他印鑑に

関する書

類 

印鑑登録原

票、印鑑登

録申請書、

印鑑登録証

明書交付申

請書等 

(2) 他の目

的 で の 使

用 が 禁 止

さ れ て い

る情報 

統計法第

40条 

統計調査

のために

集められ

た調査票

情報 

調査票情報 

(3) 手続の      

大分類 小分類 根拠法令 公開でき

ないとさ

れている

情報 

具体例 

1 法令若し

く は 条 例

の 規 定 に

よ り 公 開

す る こ と

が で き な

い と さ れ

て い る も

の 

(1) 明文を

も っ て 公

開 が 禁 止

さ れ て い

る情報 

逗子市印

鑑条例第

15条 

印鑑登録

原票その

他印鑑に

関する書

類 

印鑑登録原

票、印鑑登

録申請書、

印鑑登録証

明書交付申

請書等 

(2) 他の目

的 で の 使

用 が 禁 止

さ れ て い

る情報 

統計法第

40条 

統計調査

のために

集められ

た調査票

情報 

調査票情報 

(3) 手続の      
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公 開 が 禁

止 さ れ て

い る 調 停

等 に 関 す

る情報 

( 4 )  そ の

他、趣旨、

目 的 か ら

見 て 明 ら

か に 公 開

す る こ と

が で き な

い と 認 め

ら れ る 情

報 

      

2 地方自治

法第245条

の 9第 2項

及び第3項

の 規 定 に

よ る 基 準

そ の 他 実

施 機 関 が

法 律 上 従

う 義 務 を

有 す る 国

又 は 都 道

府 県 の 機

関 の 指 示

に よ り 公

開 す る こ

と が で き

な い と さ

れ て い る

もの 

(1) 地方自

治法第245

条の 9第 2

項及び第3

項 の 規 定

に よ る 基

準 に よ り

公 開 す る

こ と が で

き な い と

さ れ て い

る情報 

      

(2) その他

実 施 機 関

が 従 う 義

務 を 有 す

る 国 又 は

都 道 府 県

の 機 関 の

指 示 に よ

り 公 開 す

る こ と が

で き な い

と さ れ て

いる情報 

      

 

公 開 が 禁

止 さ れ て

い る 調 停

等 に 関 す

る情報 

( 4 )  そ の

他、趣旨、

目 的 か ら

見 て 明 ら

か に 公 開

す る こ と

が で き な

い と 認 め

ら れ る 情

報 

      

2 地方自治

法第245条

の 9第 2項

及び第3項

の 規 定 に

よ る 基 準

そ の 他 実

施 機 関 が

法 律 上 従

う 義 務 を

有 す る 国

又 は 都 道

府 県 の 機

関 の 指 示

に よ り 公

開 す る こ

と が で き

な い と さ

れ て い る

もの 

(1) 地方自

治法第245

条の 9第 2

項及び第3

項 の 規 定

に よ る 基

準 に よ り

公 開 す る

こ と が で

き な い と

さ れ て い

る情報 

      

(2) その他

実 施 機 関

が 従 う 義

務 を 有 す

る 国 又 は

都 道 府 県

の 機 関 の

指 示 に よ

り 公 開 す

る こ と が

で き な い

と さ れ て

いる情報 

      

 

第６条第１項関係 第６条第１項関係 

１ 趣旨 １ 趣旨 

本項は、知る権利の確保の立場から、公開請求に係 本項は、知る権利の確保の立場から、公開請求に係
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る情報の中に非公開情報に該当する情報が記録され

ていても、可能な限り公開するよう定めたものであ

る。 

る情報の中に非公開情報に該当する情報が記録され

ていても、可能な限り公開するよう定めたものであ

る。 

２ 解釈 ２ 解釈 

(1) 公開請求に係る情報に、部分的に非公開情報に

該当する情報が記録されている場合であっても、当

該請求情報すべての公開を拒むものではなく、非公

開情報に該当する部分を分離して、残りの部分につ

いて公開するものである。 

(1) 公開請求に係る情報に、部分的に非公開情報に

該当する情報が記録されている場合であっても、当

該請求情報すべての公開を拒むものではなく、非公

開情報に該当する部分を分離して、残りの部分につ

いて公開するものである。 

(2) 「容易に、かつ、公開請求の趣旨を失わない程度

に合理的に分離できるとき」とは、公開請求の趣旨

から判断して、請求者が知りたいと思う内容が、公

開部分と非公開部分を物理的な困難さを伴わずに

分離でき、かつ、理解し得る場合をいう。 

(2) 「容易に、かつ、公開請求の趣旨を失わない程度

に合理的に分離できるとき」とは、公開請求の趣旨

から判断して、請求者が知りたいと思う内容が、公

開部分と非公開部分を物理的な困難さを伴わずに

分離でき、かつ、理解し得る場合をいう。 

３ 運用 ３ 運用 

部分公開の方法 部分公開の方法 

本項の規定により部分公開をする場合においてそ

の方法は、非公開部分の記載方法、とじ方により個別

的具体的に判断するものであるが、おおむね次の方法

によるものとする。 

本項の規定により部分公開をする場合においてそ

の方法は、非公開部分の記載方法、とじ方により個別

的具体的に判断するものであるが、おおむね次の方法

によるものとする。 

(1) 非公開とする部分と公開する部分が別ページに

記載されているときは、当該非公開とする部分を除

外して公開するものとする。ただし、当該非公開と

する部分については、非公開とした情報の状態や量

等を確認できるよう請求者に対してその外観を示

さなければならない。 

(1) 非公開とする部分と公開する部分が別ページに

記載されているときは、当該非公開とする部分を除

外して公開するものとする。ただし、当該非公開と

する部分については、非公開とした情報の状態や量

等を確認できるよう請求者に対してその外観を示

さなければならない。 

(2) とじ方により除外することができないときは、

非公開とする部分を覆うか又は公開する部分を複

写したものをもって公開するものとする。 

(2) とじ方により除外することができないときは、

非公開とする部分を覆うか又は公開する部分を複

写したものをもって公開するものとする。 

(3) 非公開とする部分と公開する部分とが同一ペー

ジに記載されているときは、当該非公開とする部分

を覆って複写するか又は該当するページのすべて

を複写した上で非公開とする部分をマジック等で

黒く塗りつぶし、それを更に複写したものをもって

公開するものとする。なお、非公開とする部分を覆

って複写する場合は、非公開とする部分がどこに位

置しているかが請求者にわかるよう、その部分を枠

線で囲むなど、他の部分から区別できるようにする

ものとする。 

(3) 非公開とする部分と公開する部分とが同一ペー

ジに記載されているときは、当該非公開とする部分

を覆って複写するか又は該当するページのすべて

を複写した上で非公開とする部分をマジック等で

黒く塗りつぶし、それを更に複写したものをもって

公開するものとする。なお、非公開とする部分を覆

って複写する場合は、非公開とする部分がどこに位

置しているかが請求者にわかるよう、その部分を枠

線で囲むなど、他の部分から区別できるようにする

ものとする。 

第６条第２項関係 第６条第２項関係 

１ 趣旨 １ 趣旨 

本項は、前項と同様に知る権利の確保の立場から、 本項は、前項と同様に知る権利の確保の立場から、
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非公開の時限性をうたい、公開原則を規定したもので

ある。 

非公開の時限性をうたい、公開原則を規定したもので

ある。 

２ 解釈 ２ 解釈 

公開、非公開の決定時点では、条例第５条の非公開

情報に該当するが、期間の経過により、将来拒む理由

がなくなり閲覧等をさせることができる期日があら

かじめ明示できる場合は、非公開の決定通知に合わせ

てその期日を通知しなければならない。 

公開、非公開の決定時点では、条例第５条の非公開

情報に該当するが、期間の経過により、将来拒む理由

がなくなり閲覧等をさせることができる期日があら

かじめ明示できる場合は、非公開の決定通知に合わせ

てその期日を通知しなければならない。 

第６条の２関係 第６条の２関係 

１ 趣旨 １ 趣旨 

本条は、いったん非公開決定がなされた情報が、保

存年限の経過により廃棄されてしまうことがないよ

う、一定期間経過後に再度公表の可否の判断を行い、

例外的に非公表事由に当たる場合を除き、原則公表す

るよう定めるものである。これにより、情報公開条例

の基本原則である原則公開を一層徹底し、より開かれ

た市政の実現が図れることとなる。 

本条は、いったん非公開決定がなされた情報につい

て、一定期間経過後に再度公表の可否の判断を行い、

例外的に非公表事由に当たる場合を除き、原則公表す

るよう定めるものである。これにより、情報公開条例

の基本原則である原則公開を一層徹底し、より開かれ

た市政の実現が図れることとなる。 

２ 解釈 ２ 解釈 

(1) 公表の時期 (1) 公表の時期 

公表の判断は、非公開決定を行った年度の翌年度

から起算して20年を経過した時点で、情報公開請求

がない場合でも、原則公開を前提に実施機関は公表

の可否につき判断を行う。 

公表の判断は、非公開決定を行った年度の翌年度

から起算して20年を経過した時点で、情報公開請求

がない場合でも、原則公開を前提に実施機関は公表

の可否につき判断を行う。 

この時点で公表できると判断された情報は、ホー

ムページや閲覧等により、そのときの情報媒体の中

からできるだけ多くの人が見ることができる方法

を選択し、１年間公表を行う。 

この時点での公表の判断結果は、ホームページや

市政情報広場での閲覧等、そのときの情報媒体から

できるだけ多くの者が見ることができる方法を選

択し、１年間公表を行う。公表は、市政情報広場に

申し出た者に対し、閲覧若しくは視聴取又は写しの

交付の方法により実施する。ただし、逗子市インタ

ーネットによる公開請求及び情報公開に関する事

務取扱要領第６条に定める方法による写しの交付

は、行わないこととする。 

なお、一定期間経過後の公表後は、当該情報の保

存年限に従い原本を廃棄することができる。 

なお、一定期間経過後の情報の公表は、条例第18

条第３項の規定に基づき作成した電磁的記録によ

り行うことができる。 

また、この時点で個人の権利・利益を侵害すると

して公表できないと判断された情報については、50

年を経過するまで10年ごとに同様の判断を行うも

のとする。 

また、この時点で個人の権利・利益を侵害すると

して公表できないと判断された情報については、50

年を経過するまで10年ごとに同様の判断を行うも

のとする。 

(2) 公表の内容 (2) 公表の内容 

ア 個人に関する情報(第１項関係) ア 個人に関する情報(第１項関係) 

一定期間経過後であっても公表しないことが 一定期間経過後であっても公表しないことが
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できる個人に関する情報は、「個人の権利・利益

を侵害する」情報とされている。 

できる個人に関する情報は、「個人の権利・利益

を侵害する」情報とされている。 

これは、通常の情報公開請求の場合に、非公開

とすることができる個人に関する情報を「特定の

個人が識別され、又は識別され得るもの」として

いるのに比して限定されたものとなっている。 

これは、通常の情報公開請求の場合に、非公開

とすることができる個人に関する情報を「特定の

個人が識別され、又は識別され得るもの」として

いるのに比して限定されたものとなっている。 

すなわち、通常の情報公開請求では、個人に関

する情報は個人識別性を理由に非公開とするこ

とができるが、一定期間経過後の公表において

は、個人が識別され得る情報であっても、なお個

人の権利・利益が侵害されないと判断されれば公

表されることとなる。 

すなわち、通常の情報公開請求では、個人に関

する情報は個人識別性を理由に非公開とするこ

とができるが、一定期間経過後の公表において

は、個人が識別され得る情報であっても、なお個

人の権利・利益が侵害されないと判断されれば公

表されることとなる。 

このことは、時間の経過により個人識別性は有

していても、個人の権利・利益を侵害するおそれ

が減少し、公表しても支障がないと判断される場

合が少なくないことから定められたものである。 

このことは、時間の経過により個人識別性は有

していても、個人の権利・利益を侵害するおそれ

が減少し、公表しても支障がないと判断される場

合が少なくないことから定められたものである。 

もっとも、20年ないし50年を経過した情報であ

っても、単に時間の経過だけで個人情報保護の必

要性がすべて一様に減少するわけではない。 

もっとも、20年ないし50年を経過した情報であ

っても、単に時間の経過だけで個人情報保護の必

要性がすべて一様に減少するわけではない。 

実施機関は、公表の可否を判断するにあたり、

個人の権利・利益を侵害する事実の有無を慎重か

つ個別・具体的に判断しなければならない。 

実施機関は、公表の可否を判断するにあたり、

個人の権利・利益を侵害する事実の有無を慎重か

つ個別・具体的に判断しなければならない。 

イ 法人情報・行政運営情報・法令秘情報(第２項

関係) 

イ 法人情報・行政運営情報・法令秘情報(第２項

関係) 

一定期間経過後に公表される法人情報・行政運

営情報・法令秘情報は原則公開されることとなる

が、判断の「その時点でも明白に非公開事項に当

たる」とされた情報に限り例外的に非公表とする

ことができる。 

一定期間経過後に公表される法人情報・行政運

営情報・法令秘情報は原則公開されることとなる

が、判断の「その時点でも明白に非公開事項に当

たる」とされた情報に限り例外的に非公表とする

ことができる。 

第５条第２項第２号ないし４号に該当すると

して非公開とされた情報であっても、時間の経過

によりその非公開理由がなくなり、もしくは公表

しても差し支えない程度に減少した場合には、原

則公表すべきことになる。 

第５条第２項第２号ないし４号に該当すると

して非公開とされた情報であっても、時間の経過

によりその非公開理由がなくなり、もしくは公表

しても差し支えない程度に減少した場合には、原

則公表すべきことになる。 

もっとも判断時点で、なお「明白に」非公開事

項に当たる場合には、公表しないことができると

されている。実施機関は明白性の判断に当たって

は、安易に非公表情報を拡大することのないよう

実質的な判断を行うものとする。 

もっとも判断時点で、なお「明白に」非公開事

項に当たる場合には、公表しないことができると

されている。実施機関は明白性の判断に当たって

は、安易に非公表情報を拡大することのないよう

実質的な判断を行うものとする。 

(3) 公表をしない場合の措置 (3) 公表をしない場合の措置 

実施機関は、一定期間経過後の公表を実施しない

と判断した場合には、公表をしない情報及びその理

実施機関は、一定期間経過後の公表を実施しない

と判断した場合には、公表をしない情報及びその理
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由を情報公開審査委員に報告をしなければならな

い。実施機関に説明責任を負わせることにより、安

易な非公表判断を未然に防止することを目的とす

る。 

由を情報公開審査委員に報告をしなければならな

い。実施機関に説明責任を負わせることにより、安

易な非公表判断を未然に防止することを目的とす

る。 

第７条関係 第７条関係 

１ 趣旨 １ 趣旨 

本条は、公益上の理由による裁量的公開について定

めたものである。 

本条は、公益上の理由による裁量的公開について定

めたものである。 

公開請求に係る情報に非公開情報が記録されてい

る場合には、条例第５条の規定により非公開情報の部

分を公開しないが、個々の事例における特殊な事情に

よっては、公開することによって生ずる支障を上回る

公益上の必要性がある場合がある。本条は、このよう

な場合に実施機関の判断により裁量的に公開する余

地を与えたものである。 

公開請求に係る情報に非公開情報が記録されてい

る場合には、条例第５条の規定により非公開情報の部

分を公開しないが、個々の事例における特殊な事情に

よっては、公開することによって生ずる支障を上回る

公益上の必要性がある場合がある。本条は、このよう

な場合に実施機関の判断により裁量的に公開する余

地を与えたものである。 

２ 解釈 ２ 解釈 

(1) 「公益上特に必要があると認めるとき」とは、人

の生命、身体、健康その他社会的、公共的な利益を

保護するために特別に公開する必要のあるときで

あって、公開による利益、不利益を比較考量して、

公開すべきと判断する場合をいう。 

(1) 「公益上特に必要があると認めるとき」とは、人

の生命、身体、健康その他社会的、公共的な利益を

保護するために特別に公開する必要のあるときで

あって、公開による利益、不利益を比較考量して、

公開すべきと判断する場合をいう。 

(2) 本条は、非公開事由が存在しているにもかかわ

らず、公開することによる公益性を優先させて公開

するものであるから、本条を適用して情報を公開す

る場合であって、当該情報に第三者の情報が含まれ

ているときは、当該第三者の権利保護に配慮する観

点から、原則として条例第11条の規定に基づく第三

者情報の取扱いを行うものとする。 

(2) 本条は、非公開事由が存在しているにもかかわ

らず、公開することによる公益性を優先させて公開

するものであるから、本条を適用して情報を公開す

る場合であって、当該情報に第三者の情報が含まれ

ているときは、当該第三者の権利保護に配慮する観

点から、原則として条例第11条の規定に基づく第三

者情報の取扱いを行うものとする。 

※ 公益的理由による裁量的公開 ※ 公益的理由による裁量的公開 

大分類 小分類 情報内容の例示及び説明 

1 公益上特

に必要と

認め、公開

すること

ができる

情報 

(1) 人の生命、

身体、又は健康

を保護するた

め、公開するこ

とが必要と認

められる情報 

食中毒発生施設と事件の

概要 

立入検査結果の改善勧

告、命令その他公害行政処

分に係る情報 

(2) 市民生活の

保護、環境の保

全等のため、公

開することが

必要と認めら

れる情報 

開発行為の許可に関する

情報のうち、公益上公開す

ることが必要と認められる

情報 

宅地建物取引業者の行政

処分に係る情報のうち公益

大分類 小分類 情報内容の例示及び説明 

1 公益上特

に必要と

認め、公開

すること

ができる

情報 

(1) 人の生命、

身体、又は健康

を保護するた

め、公開するこ

とが必要と認

められる情報 

食中毒発生施設と事件の

概要 

立入検査結果の改善勧

告、命令その他公害行政処

分に係る情報 

(2) 市民生活の

保護、環境の保

全等のため、公

開することが

必要と認めら

れる情報 

開発行為の許可に関する

情報のうち、公益上公開す

ることが必要と認められる

情報 

宅地建物取引業者の行政

処分に係る情報のうち公益
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上公開することが必要と認

められる情報 

( 3 )  公共の安

全、秩序の維持

等のため、公開

することが必

要と認められ

る情報 

核燃料の輸送に関する情

報等で、公益上公開するこ

とが必要と認められる情報 

警備の状況などの情報の

うち、公益上公開すること

が必要と認められる情報 

(4) その他、公

益上特に公開

することが必

要と認められ

る情報 

  

 

上公開することが必要と認

められる情報 

( 3 )  公共の安

全、秩序の維持

等のため、公開

することが必

要と認められ

る情報 

核燃料の輸送に関する情

報等で、公益上公開するこ

とが必要と認められる情報 

警備の状況などの情報の

うち、公益上公開すること

が必要と認められる情報 

(4) その他、公

益上特に公開

することが必

要と認められ

る情報 

  

 

第８条関係 第８条関係 

１ 趣旨 １ 趣旨 

本条は、存否を明らかにできない情報の取扱いにつ

いて定めたものである。公開請求に対しては、当該公

開請求に係る情報の存否を明らかにした上で、存在し

ている場合は公開又は非公開を回答し、存在しない場

合は存在しない旨を回答することが原則である。しか

し、情報の内容によっては存在しているか否かを答え

るだけで、非公開情報を公開したと同様に特定個人の

個人に関する情報が事実上公開される場合がある。そ

こで本条は、情報の存否を明らかにしないで、公開請

求を拒むことができる場合を例外的に規定したもの

である。 

本条は、存否を明らかにできない情報の取扱いにつ

いて定めたものである。公開請求に対しては、当該公

開請求に係る情報の存否を明らかにした上で、存在し

ている場合は公開又は非公開を回答し、存在しない場

合は存在しない旨を回答することが原則である。しか

し、情報の内容によっては存在しているか否かを答え

るだけで、非公開情報を公開したと同様に特定個人の

個人に関する情報が事実上公開される場合がある。そ

こで本条は、情報の存否を明らかにしないで、公開請

求を拒むことができる場合を例外的に規定したもの

である。 

２ 解釈 ２ 解釈 

(1) 「情報が存在しているか否かを答えるだけで、

非公開情報のうち個人に関する情報(事業を営む個

人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特

定の個人が識別され、又は識別され得るものを公開

することとなる」とは、例えば次のような文書の請

求があった場合が考えられる。 

(1) 「情報が存在しているか否かを答えるだけで、

非公開情報のうち個人に関する情報(事業を営む個

人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特

定の個人が識別され、又は識別され得るものを公開

することとなる」とは、例えば次のような文書の請

求があった場合が考えられる。 

ア 特定個人に係る捜査関係事項照会書 ア 特定個人に係る捜査関係事項照会書 

イ 特定個人の病歴に関する情報が記載された文

書 

イ 特定個人の病歴に関する情報が記載された文

書 

ウ 特定個人の法律相談申込手続書類 ウ 特定個人の法律相談申込手続書類 

エ 特定個人が提出した市への提案 エ 特定個人が提出した市への提案 

上記の請求があった場合、当該情報はあるが、条

例第５条第２項第１号により非公開と回答するこ

とのみで名指しされた者が捜査の対象に挙がって

いること等の事実が明らかになり、非公開として守

上記の請求があった場合、当該情報はあるが、条

例第５条第２項第１号により非公開と回答するこ

とのみで名指しされた者が捜査の対象に挙がって

いること等の事実が明らかになり、非公開として守
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るべき個人に関する情報が事実上公開されたと同

様の状態になってしまう。よって、個人情報保護の

趣旨が没却されるような場合に限定し、請求を拒否

することができるとしている。 

るべき個人に関する情報が事実上公開されたと同

様の状態になってしまう。よって、個人情報保護の

趣旨が没却されるような場合に限定し、請求を拒否

することができるとしている。 

(2) 条例第５条第２項第１号ただし書により、非公

開情報から除かれる情報については、存否応答拒否

の対象から外れるものとする。 

(2) 条例第５条第２項第１号ただし書により、非公

開情報から除かれる情報については、存否応答拒否

の対象から外れるものとする。 

３ 運用 ３ 運用 

本条は情報が存在していたとしても明らかに公開

することができないと判断される場合に限定して、実

際は情報が存在しない場合も含め、公開請求を拒むも

のである。 

本条は情報が存在していたとしても明らかに公開

することができないと判断される場合に限定して、実

際は情報が存在しない場合も含め、公開請求を拒むも

のである。 

したがって、実施機関の職員は、この規定を適用す

る可能性がある公開請求を受け付ける等の際には、本

条の趣旨に鑑み、その場で情報の存否を明らかにしな

いよう留意する必要がある。存否を明らかにしないで

拒否することが必要な情報については、常に存否を明

らかにしないで拒否することが必要であり、例えば情

報が存在しない場合に不存在と答えて、情報が存在す

る場合のみ存否を明らかにしないで拒否したのでは、

公開請求者に当該情報の存否を類推させることにな

るので、慎重に対応するものとする。 

したがって、実施機関の職員は、この規定を適用す

る可能性がある公開請求を受け付ける等の際には、本

条の趣旨に鑑み、その場で情報の存否を明らかにしな

いよう留意する必要がある。存否を明らかにしないで

拒否することが必要な情報については、常に存否を明

らかにしないで拒否することが必要であり、例えば情

報が存在しない場合に不存在と答えて、情報が存在す

る場合のみ存否を明らかにしないで拒否したのでは、

公開請求者に当該情報の存否を類推させることにな

るので、慎重に対応するものとする。 

また、この条文は情報公開制度の例外的な措置であ

るため、濫用されることがないよう、その該当性につ

いて個別具体的に十分に検討を行い、明らかに特定個

人の個人に関する情報が事実上公開されると同様の

意味合いになる場合に限り、適用されるべきである。

そのため、事前に情報公開課と協議するなど、厳密な

判断をしていく必要がある。 

また、この条文は情報公開制度の例外的な措置であ

るため、濫用されることがないよう、その該当性につ

いて個別具体的に十分に検討を行い、明らかに特定個

人の個人に関する情報が事実上公開されると同様の

意味合いになる場合に限り、適用されるべきである。

そのため、事前に情報公開課と協議するなど、厳密な

判断をしていく必要がある。 

第９条関係 第９条関係 

１ 趣旨 １ 趣旨 

本条は、公開請求の手続に関して具体的に規定した

ものである。 

本条は、公開請求の手続に関して具体的に規定した

ものである。 

２ 解釈 ２ 解釈 

(1) 情報の公開請求は、請求者の権利行使であり、

請求者の明示及び公開の諾否を法的に求める請求

手続きであり、かつ非公開(第８条の規定により公

開請求を拒むとき及び公開請求に係る情報を実施

機関が保有していないときを含む。以下同じ。)決

定の際には法的な救済手続きがとられる可能性も

考えられるので、原則として必要事項に記載した書

面により行うものである。ただし、既に公開請求に

(1) 情報の公開請求は、請求者の権利行使であり、

請求者の明示及び公開の諾否を法的に求める請求

手続きであり、かつ非公開(第８条の規定により公

開請求を拒むとき及び公開請求に係る情報を実施

機関が保有していないときを含む。以下同じ。)決

定の際には法的な救済手続きがとられる可能性も

考えられるので、原則として必要事項に記載した書

面により行うものである。ただし、既に公開請求に
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より公開された情報については、書面による請求手

続きを要しないこととし、口頭による公開請求がで

きるものとする。 

より公開された情報については、書面による請求手

続きを要しないこととし、口頭による公開請求がで

きるものとする。 

(2) 書面に記載すべき事項 (2) 書面に記載すべき事項 

ア 本条各号は、書面に記載すべき事項を次のよう

に規定したものである。 

ア 本条各号は、書面に記載すべき事項を次のよう

に規定したものである。 

(ア) 請求者の氏名又は名称及び住所又は事務

所若しくは事業所の所在地並びに法人等にあ

っては、その代表者の氏名(第１号) 

(ア) 請求者の氏名又は名称及び住所又は事務

所若しくは事業所の所在地並びに法人等にあ

っては、その代表者の氏名(第１号) 

(イ) 公開請求に係る情報の内容(第２号) (イ) 公開請求に係る情報の内容(第２号) 

(ウ) その他実施機関が定める事項(第３号) (ウ) その他実施機関が定める事項(第３号) 

イ 本条第３号に規定する「その他実施機関の定め

る事項」とは、施行規則第３条第１項で定めると

ころであり、その内容は、公開の方法(閲覧、視聴

取、写しの交付の区分)である。また請求書の様式

は施行規則第３条第２項において「情報公開請求

書」(第１号様式)として定められている。 

イ 本条第３号に規定する「その他実施機関の定め

る事項」とは、施行規則第３条第１項で定めると

ころであり、その内容は、公開の方法(閲覧、視聴

取、写しの交付の区分)である。また請求書の様式

は施行規則第３条第２項において「情報公開請求

書」(第１号様式)として定められている。 

３ 運用 ３ 運用 

(1) 請求を受ける窓口は、他の実施機関に対する請

求を含め、原則として市政情報広場において行うも

のとする。また、郵送等による請求書の提出があっ

た場合も窓口における請求受付に準じて取扱う。な

お、公開請求の手続を要さず情報提供できる場合

は、情報公開課で対応できるものを除き従来どおり

各所管で対応するものとする。 

(1) 請求を受ける窓口は、他の実施機関に対する請

求を含め、原則として市政情報広場において行うも

のとする。また、郵送等による請求書の提出があっ

た場合も窓口における請求受付に準じて取扱う。な

お、公開請求の手続を要さず情報提供できる場合

は、情報公開課で対応できるものを除き従来どおり

各所管で対応するものとする。 

(2) 請求の受付事務は、次の要領で処理するものと

する。 

(2) 請求の受付事務は、次の要領で処理するものと

する。 

ア 公開請求に係る情報を特定するため、必要な聴

き取りを十分に行う。ただし、請求者に請求する

理由を聴くことは許されない。なぜなら、請求を

しようとする者に請求する理由を聴くことが、請

求しようとする意思を制限してしまうこと及び

当該理由によっては公開・非公開の判断に影響を

及ぼすとの不信感を抱かせることになるなど請

求しようとする者の知る権利を侵害することに

つながることにもなるからである。 

ア 公開請求に係る情報を特定するため、必要な聴

き取りを十分に行う。ただし、請求者に請求する

理由を聴くことは許されない。なぜなら、請求を

しようとする者に請求する理由を聴くことが、請

求しようとする意思を制限してしまうこと及び

当該理由によっては公開・非公開の判断に影響を

及ぼすとの不信感を抱かせることになるなど請

求しようとする者の知る権利を侵害することに

つながることにもなるからである。 

イ 公開請求に係る情報が、情報提供又は本条ただ

し書の口頭請求に該当するか否かを確認し、その

いずれにも該当しない場合に本条に規定する請

求手続を行うことになる。 

イ 公開請求に係る情報が、情報提供又は本条ただ

し書の口頭請求に該当するか否かを確認し、その

いずれにも該当しない場合に本条に規定する請

求手続を行うことになる。 

ウ 公開請求に係る情報については、これを作成又

は取得した所管課等に対し、当該情報の有無、内

ウ 公開請求に係る情報については、これを作成又

は取得した所管課等に対し、当該情報の有無、内
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容等について電話により確認するものとする。な

お、当該情報の内容が複雑な場合など電話による

確認が困難であるときは、当該所管課等の職員が

市政情報広場において直接確認を行うものとす

る。 

容等について電話により確認するものとする。な

お、当該情報の内容が複雑な場合など電話による

確認が困難であるときは、当該所管課等の職員が

市政情報広場において直接確認を行うものとす

る。 

エ 請求書の記載方法の説明を行う。 エ 請求書の記載方法の説明を行う。 

請求書が記載された後、同請求書について、以

下の「(3) 請求書の記載内容の確認」により記

載漏れ、記載の誤り、不明な記載内容等の有無を

確認し、必要に応じて請求者に補正等を行うよう

求めるものとする。なお、請求者が当該補正等の

求めに応じない場合、実施機関は請求を受付けし

たうえで、軽微な補正等を除き当該請求を却下す

ることとなる。却下に関する手続については、第

10条関係の解釈・運用を参照すること。 

請求書が記載された後、同請求書について、以

下の「(3) 請求書の記載内容の確認」により記

載漏れ、記載の誤り、不明な記載内容等の有無を

確認し、必要に応じて請求者に補正等を行うよう

求めるものとする。なお、請求者が当該補正等の

求めに応じない場合、実施機関は請求を受付けし

たうえで、軽微な補正等を除き当該請求を却下す

ることとなる。却下に関する手続については、第

10条関係の解釈・運用を参照すること。 

オ 請求書の受付けの手順は、請求書に受付印を押

印し、その印影の中の番号欄に公開請求の受付番

号を記載したうえで、当該請求書の写しを２部作

成してそのうちの１部を受付済であることを証

する書類として請求者に交付する。また、以下の

「(4) 請求者への説明事項」のアからオまでに

ついて説明する。 

オ 請求書の受付けの手順は、請求書に受付印を押

印し、その印影の中の番号欄に公開請求の受付番

号を記載したうえで、当該請求書の写しを２部作

成してそのうちの１部を受付済であることを証

する書類として請求者に交付する。また、以下の

「(4) 請求者への説明事項」のアからオまでに

ついて説明する。 

なお、郵送等により請求書の提出を行った者に

対しては、受付済であることを証する書類として

作成した請求書の写し１部を第10条第２項に基

づく通知(公開・非公開の決定通知)とあわせて送

付するなど、時機をとらえて対応するものとす

る。 

なお、郵送等により請求書の提出を行った者に

対しては、受付済であることを証する書類として

作成した請求書の写し１部を第10条第２項に基

づく通知(公開・非公開の決定通知)とあわせて送

付するなど、時機をとらえて対応するものとす

る。 

カ 前記オにおいて作成した請求書の写し２部の

うちの１部を情報公開課で保管し、請求書の原本

は送付書とともに所管課等に送付する。 

カ 前記オにおいて作成した請求書の写し２部の

うちの１部を情報公開課で保管し、請求書の原本

は送付書とともに所管課等に送付する。 

(3) 請求書の記載内容の確認 (3) 請求書の記載内容の確認 

ア 「郵便番号、住所、氏名、電話番号」について

は、請求に対する決定通知等の送付先を特定する

ため正確に記載されているか確認する。 

ア 「郵便番号、住所、氏名、電話番号」について

は、請求に対する決定通知等の送付先を特定する

ため正確に記載されているか確認する。 

イ 「公開の方法」については、情報の閲覧、視聴

取又は写しの交付のいずれの請求であるかがわ

かるように、該当する項目の番号が○で囲んであ

るかを確認する。 

イ 「公開の方法」については、情報の閲覧、視聴

取又は写しの交付のいずれの請求であるかがわ

かるように、該当する項目の番号が○で囲んであ

るかを確認する。 

ウ 「請求に係る情報の内容」については、請求に

係る情報が特定できる程度に具体的に記載され

ているかを確認する。この場合、必要に応じて文

ウ 「請求に係る情報の内容」については、請求に

係る情報が特定できる程度に具体的に記載され

ているかを確認する。この場合、必要に応じて文
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書目録や他の資料を参照し、又は所管課等に照会

するなどして情報が特定できているかを確認す

る。 

書目録や他の資料を参照し、又は所管課等に照会

するなどして情報が特定できているかを確認す

る。 

(4) 請求者への説明事項 (4) 請求者への説明事項 

ア 公開、非公開の決定には日時を要すること。 ア 公開、非公開の決定には日時を要すること。 

イ 公開、非公開の決定は、決定後書面により通知

すること。 

イ 公開、非公開の決定は、決定後書面により通知

すること。 

ウ 公開する場合、その日時、場所は決定の通知で

示すものであること。ただし、日時については事

前に所管課等から電話等により調整する場合が

あること。 

ウ 公開する場合、その日時、場所は決定の通知で

示すものであること。ただし、日時については事

前に所管課等から電話等により調整する場合が

あること。 

エ 非公開の場合、その理由は決定の通知で示すも

のであること。 

エ 非公開の場合、その理由は決定の通知で示すも

のであること。 

オ 写しの交付及び写しの郵送等を希望する場合

は、実費の負担がかかること。 

オ 写しの交付及び写しの郵送等を希望する場合

は、実費の負担がかかること。 

(5) 本条ただし書の規定による請求の例外的取扱い

について 

(5) 本条ただし書の規定による請求の例外的取扱い

について 

公開請求をした者の都合等により、公開請求され

た情報の公開が決定されてから当該情報を公開す

る日までに長期間を要する場合であって、当該公開

請求を行った者とは別の者が当該情報と同一のも

のを請求し、速やかに公開することを求めていると

きは、本条ただし書の規定に基づく口頭による公開

請求の手続はせず、本条本文の規定に基づく書面に

よる公開請求を行うとともに、直ちに公開の決定及

び公開を行うものとする。 

公開請求をした者の都合等により、公開請求され

た情報の公開が決定されてから当該情報を公開す

る日までに長期間を要する場合であって、当該公開

請求を行った者とは別の者が当該情報と同一のも

のを請求し、速やかに公開することを求めていると

きは、本条ただし書の規定に基づく口頭による公開

請求の手続はせず、本条本文の規定に基づく書面に

よる公開請求を行うとともに、直ちに公開の決定及

び公開を行うものとする。 

(6) インターネットによる情報の請求 (6) インターネットによる情報の請求 

運用については、「逗子市インターネットによる

公開請求及び情報公開に関する事務取扱要領」を参

照 

運用については、「逗子市インターネットによる

公開請求及び情報公開に関する事務取扱要領」を参

照 

第10条関係 第10条関係 

１ 趣旨 １ 趣旨 

本条は、条例第９条(公開請求の手続)の規定による

公開請求に対する実施機関の応答義務及び手続につ

いて定めたものである。 

本条は、条例第９条(公開請求の手続)の規定による

公開請求に対する実施機関の応答義務及び手続につ

いて定めたものである。 

２ 解釈 ２ 解釈 

(第１項関係) (第１項関係) 

実施機関は、公開請求があったときは、速やかに当

該公開請求に係る情報の公開又は非公開の決定を行

うものとし、遅くとも当該公開請求のあった日(情報

公開課が請求書を受領した日をいう。)の翌日から起

実施機関は、公開請求があったときは、速やかに当

該公開請求に係る情報の公開又は非公開の決定を行

うものとし、遅くとも当該公開請求のあった日(情報

公開課が請求書を受領した日をいう。)の翌日から起
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算して６日以内(ただし、請求者が請求書の補正を行

う場合は、当該補正に要した日数は、当該期間に参入

しない。)に行わなければならない。なお、非公開決定

の中には、条例第８条の規定により情報の存否を明ら

かにしないで請求を拒否する場合及び公開請求に係

る情報を実施機関が保有していない場合の決定を含

むものとする。ただし、次のようなやむを得ない理由

がある場合は、当該期間を23日以内に限り延長するこ

とができる。 

算して６日以内(ただし、請求者が請求書の補正を行

う場合は、当該補正に要した日数は、当該期間に参入

しない。)に行わなければならない。なお、非公開決定

の中には、条例第８条の規定により情報の存否を明ら

かにしないで請求を拒否する場合及び公開請求に係

る情報を実施機関が保有していない場合の決定を含

むものとする。ただし、次のようなやむを得ない理由

がある場合は、当該期間を23日以内に限り延長するこ

とができる。 

ア 天災等の場合 ア 天災等の場合 

イ 裁判、国等の監査等のため、情報を提出中の場合 イ 裁判、国等の監査等のため、情報を提出中の場合 

ウ 第三者に関する情報について、調査に日時を要す

る場合 

ウ 第三者に関する情報について、調査に日時を要す

る場合 

エ 請求に係る情報が多量で内容の確認、審査に日時

を要する場合 

エ 請求に係る情報が多量で内容の確認、審査に日時

を要する場合 

オ その他合理的な理由がある場合 オ その他合理的な理由がある場合 

期間を延長する場合については、その旨を請求者

に対して施行規則第４条第１項で定める情報公開

諾否決定期間延長通知書(第２号様式)により通知

するものとする。 

期間を延長する場合については、その旨を請求者

に対して施行規則第４条第１項で定める情報公開

諾否決定期間延長通知書(第２号様式)により通知

するものとする。 

なお、「公開請求のあったとき」とは、本来、この

条例の適用を受ける情報について、公開請求の形式上

の要件に適合する請求書を受領したときを指すもの

であり、不適法な請求に対しては、公開又は非公開の

決定を行うことができない。そのような請求があった

場合は、実施機関は、請求書を受領した上で、不適法

と認める理由が請求書の記載上の軽微な不備にある

場合を除き、情報公開請求却下通知書(参考様式)によ

り、理由を付して当該公開請求を却下するものとす

る。却下に係る事例等については、３運用の(4)を参

照すること。 

なお、「公開請求のあったとき」とは、本来、この

条例の適用を受ける情報について、公開請求の形式上

の要件に適合する請求書を受領したときを指すもの

であり、不適法な請求に対しては、公開又は非公開の

決定を行うことができない。そのような請求があった

場合は、実施機関は、請求書を受領した上で、不適法

と認める理由が請求書の記載上の軽微な不備にある

場合を除き、情報公開請求却下通知書(参考様式)によ

り、理由を付して当該公開請求を却下するものとす

る。却下に係る事例等については、３運用の(4)を参

照すること。 

(第２項関係) (第２項関係) 

前項の規定による公開又は非公開の決定をしたと

きは、請求者に対し、その内容を速やかに施行規則第

４条第２項に定める情報公開決定通知書(第３号様

式)、情報一部公開決定通知書(第４号様式)、情報公

開拒否決定通知書(第５号様式)、情報不存在決定通知

書(第６号様式)、又は情報存否応答拒否決定通知書

(第７号様式)により通知しなければならない。 

前項の規定による公開又は非公開の決定をしたと

きは、請求者に対し、その内容を速やかに施行規則第

４条第２項に定める情報公開決定通知書(第３号様

式)、情報一部公開決定通知書(第４号様式)、情報公

開拒否決定通知書(第５号様式)、情報不存在決定通知

書(第６号様式)、又は情報存否応答拒否決定通知書

(第７号様式)により通知しなければならない。 

(第３項関係) (第３項関係) 

公開請求に係る非公開の決定は、請求者に対する不

利益処分となるものであり、その内容によっては、条

公開請求に係る非公開の決定は、請求者に対する不

利益処分となるものであり、その内容によっては、条
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例第15条第２項に基づく情報公開審査委員に対する

不服等の申出、行政不服審査法に基づく審査請求又は

行政事件訴訟法に基づく非公開決定処分の取消し訴

訟等の手続がなされることもあるため、前項の規定に

よる通知(情報一部公開決定通知書(第４号様式)、情

報公開拒否決定通知書(第５号様式)、情報不存在決定

通知書(第６号様式)、情報存否応答拒否決定通知書

(第７号様式))に理由を記載し、その根拠を明らかに

しなければならない。この場合、「第○条第○項第○

号に該当」のみの記載はゆるされず、非公開とする理

由をその記載内容自体から客観的に理解できるよう

具体的に分かりやすく記載しなければならない。さら

に、情報一部公開決定通知書の場合は、非公開とする

根拠規定及び理由とあわせて、公開しない部分がどの

ようなものであるかが請求者にとって明確に認識で

きるようその概要を記載しなければならない。 

例第15条第２項に基づく情報公開審査委員に対する

不服等の申出、行政不服審査法に基づく審査請求又は

行政事件訴訟法に基づく非公開決定処分の取消し訴

訟等の手続がなされることもあるため、前項の規定に

よる通知(情報一部公開決定通知書(第４号様式)、情

報公開拒否決定通知書(第５号様式)、情報不存在決定

通知書(第６号様式)、情報存否応答拒否決定通知書

(第７号様式))に理由を記載し、その根拠を明らかに

しなければならない。この場合、「第○条第○項第○

号に該当」のみの記載はゆるされず、非公開とする理

由をその記載内容自体から客観的に理解できるよう

具体的に分かりやすく記載しなければならない。さら

に、情報一部公開決定通知書の場合は、非公開とする

根拠規定及び理由とあわせて、公開しない部分がどの

ようなものであるかが請求者にとって明確に認識で

きるようその概要を記載しなければならない。 

(第４項関係) (第４項関係) 

第６条第２項の規定により、期間の経過により公開

請求に係る情報を非公開とする理由がなくなること

が明らかな場合又は実施機関が公開請求に係る情報

を保有していなかった場合で、当該情報を作成若しく

は取得することが明らかなときは、当該決定の通知を

する際に、その時期を明らかにしなければならない。 

第６条第２項の規定により、期間の経過により公開

請求に係る情報を非公開とする理由がなくなること

が明らかな場合又は実施機関が公開請求に係る情報

を保有していなかった場合で、当該情報を作成若しく

は取得することが明らかなときは、当該決定の通知を

する際に、その時期を明らかにしなければならない。 

３ 運用 ３ 運用 

(1) 請求書を受領してからの事務処理 (1) 請求書を受領してからの事務処理 

受領した請求書が送付されてからの所管課等に

おける事務の内容は、おおむね次のとおりである。 

受領した請求書が送付されてからの所管課等に

おける事務の内容は、おおむね次のとおりである。 

ア 請求書の内容の確認及び公開請求に係る情報

を特定すること。なお、完結文書で文書主管課に

引き継ぎを行っている情報については、所定の手

続きにより貸出しを受ける。 

ア 請求書の内容の確認及び公開請求に係る情報

を特定すること。なお、完結文書で文書主管課に

引き継ぎを行っている情報については、所定の手

続きにより貸出しを受ける。 

イ 公開請求に係る情報の内容を確認し、及び審査

し、非公開情報に該当するかどうかの検討を行う

こと。 

イ 公開請求に係る情報の内容を確認し、及び審査

し、非公開情報に該当するかどうかの検討を行う

こと。 

ウ 公開請求の却下又は公開請求に対する公開又

は非公開の決定を起案書により伺うこと。なお、

当該情報が他の所管課等に関係している場合は、

必要に応じて協議するとともに決裁に当たって

は合議をするものとする。 

ウ 公開請求の却下又は公開請求に対する公開又

は非公開の決定を起案書により伺うこと。なお、

当該情報が他の所管課等に関係している場合は、

必要に応じて協議するとともに決裁に当たって

は合議をするものとする。 

(2) 公開又は非公開の決定の事務処理 (2) 公開又は非公開の決定の事務処理 

公開請求に対する公開又は非公開の決定に係る

事務は、当該情報を作成し、又は取得した所管課に

公開請求に対する公開又は非公開の決定に係る

事務は、当該情報を作成し、又は取得した所管課に
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おいて行うものとし、当該決定に係る決裁の区分

は、逗子市事務決裁規程(平成21年逗子市訓令第６

号)の定めるところにより副市長の専決とする。た

だし、公開請求のうち定例軽易なもので、公開とす

る決定は、主管課長が行うことができるものとす

る。 

おいて行うものとし、当該決定に係る決裁の区分

は、逗子市事務決裁規程(平成21年逗子市訓令第６

号)の定めるところにより副市長の専決とする。た

だし、公開請求のうち定例軽易なもので、公開とす

る決定は、主管課長が行うことができるものとす

る。 

また、公開又は非公開の決定通知書については、

将来救済手続が行われた場合等に請求者がその決

定について知り得た日付を明確にする必要がある

ため、当該公開又は非公開の決定に係る起案文書に

公開又は非公開の決定通知書を送付又は交付した

日付を記載しなければならない。 

また、公開又は非公開の決定通知書については、

将来救済手続が行われた場合等に請求者がその決

定について知り得た日付を明確にする必要がある

ため、当該公開又は非公開の決定に係る起案文書に

公開又は非公開の決定通知書を送付又は交付した

日付を記載しなければならない。 

(3) 公開又は非公開の決定に当たっての留意事項 (3) 公開又は非公開の決定に当たっての留意事項 

公開請求に対する公開又は非公開の決定を行う

際には、次に掲げる事項に留意するものとする。 

公開請求に対する公開又は非公開の決定を行う

際には、次に掲げる事項に留意するものとする。 

ア 非公開の決定に当たっては、通知に当該決定の

理由を付記しなければならないが、その趣旨は、

実施機関の判断の慎重、合理性を担保して恣意を

排除するとともに、当該決定の理由を請求者に知

らせ、不服がある場合は不服の申出、審査請求及

び訴訟の提起に便宜を与えるところにある。よっ

て、当該決定を行う際には、特に慎重な検討をす

るとともにその理由を明確にし、該当する理由が

複数ある場合は、それらをすべて記載すること。 

ア 非公開の決定に当たっては、通知に当該決定の

理由を付記しなければならないが、その趣旨は、

実施機関の判断の慎重、合理性を担保して恣意を

排除するとともに、当該決定の理由を請求者に知

らせ、不服がある場合は不服の申出、審査請求及

び訴訟の提起に便宜を与えるところにある。よっ

て、当該決定を行う際には、特に慎重な検討をす

るとともにその理由を明確にし、該当する理由が

複数ある場合は、それらをすべて記載すること。 

イ 市、国等、独立行政法人等、土地開発公社及び

請求者以外の第三者に関する情報(以下「第三者

情報」という。)が記録されている情報について

は、条例第11条(第三者情報に関する取扱い)の規

定に基づいて手続を行うこと。 

イ 市、国等、独立行政法人等、土地開発公社及び

請求者以外の第三者に関する情報(以下「第三者

情報」という。)が記録されている情報について

は、条例第11条(第三者情報に関する取扱い)の規

定に基づいて手続を行うこと。 

ウ 主管の長は、公開請求に対する公開又は非公開

の決定に当たり疑義があるときは、あらかじめ情

報公開課長と協議するものとし、情報公開課長は

主管の長から協議を受けたときは、非公開情報の

判断基準等に基づく助言を行うとともに、必要に

応じて横断的な調査を行うなどの調整を行い、制

度の統一的な運用に努めるものとする。 

ウ 主管の長は、公開請求に対する公開又は非公開

の決定に当たり疑義があるときは、あらかじめ情

報公開課長と協議するものとし、情報公開課長は

主管の長から協議を受けたときは、非公開情報の

判断基準等に基づく助言を行うとともに、必要に

応じて横断的な調査を行うなどの調整を行い、制

度の統一的な運用に努めるものとする。 

(4) 却下に係る事例及び事務処理 (4) 却下に係る事例及び事務処理 

請求書を受領しても公開又は非公開の決定を行

うことができない場合は、実施機関は、情報公開請

求却下通知書により、理由を付して当該請求を却下

する。 

請求書を受領しても公開又は非公開の決定を行

うことができない場合は、実施機関は、情報公開請

求却下通知書により、理由を付して当該請求を却下

する。 

公開請求の却下は、第１項の規定による決定には 公開請求の却下は、第１項の規定による決定には
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含まれないものであるが、実施機関は、公開請求に

対する応答義務を有するとの観点から行うもので

あり、請求書を受領した日の翌日から起算して６日

以内に決定するものとし、その事務処理は公開又は

非公開の決定に係る場合に準じて行うものとする。 

含まれないものであるが、実施機関は、公開請求に

対する応答義務を有するとの観点から行うもので

あり、請求書を受領した日の翌日から起算して６日

以内に決定するものとし、その事務処理は公開又は

非公開の決定に係る場合に準じて行うものとする。 

なお、請求書を受領しても公開又は非公開の決定

を行うことができない事例には、次のようなものが

ある。 

なお、請求書を受領しても公開又は非公開の決定

を行うことができない事例には、次のようなものが

ある。 

ア 第９条に定める請求書の記載事項に不備な部

分がある場合。ただし、当該不備が、明らかな誤

字・脱字、郵便番号の不記載など、公開請求に係

る情報の特定や請求者の特定に支障のない程度

の軽微な不備である場合を除く。 

ア 第９条に定める請求書の記載事項に不備な部

分がある場合。ただし、当該不備が、明らかな誤

字・脱字、郵便番号の不記載など、公開請求に係

る情報の特定や請求者の特定に支障のない程度

の軽微な不備である場合を除く。 

イ 請求に係る情報が特定できない場合 イ 請求に係る情報が特定できない場合 

ウ 第17条の規定に基づきこの条例を適用しない

と定めた情報に対する請求である場合 

ウ 第17条の規定に基づきこの条例を適用しない

と定めた情報に対する請求である場合 

(5) 決定までの期間を延長する場合の手続 (5) 決定までの期間を延長する場合の手続 

情報公開諾否決定期間延長通知書は、期間内に公

開又は非公開の決定ができないことが明らかにな

った場合、速やかに通知するものである。なお、同

通知書の「公開諾否決定期間延長の理由」欄には、

当該理由を具体的に記載するものとし、決定できる

期日が明らかである場合は、その時期を併せて記載

するものとする。 

情報公開諾否決定期間延長通知書は、期間内に公

開又は非公開の決定ができないことが明らかにな

った場合、速やかに通知するものである。なお、同

通知書の「公開諾否決定期間延長の理由」欄には、

当該理由を具体的に記載するものとし、決定できる

期日が明らかである場合は、その時期を併せて記載

するものとする。 

また、同通知書は３部作成し、１部を請求者に通

知し、他の２部のうち１部を情報公開課へ送付し、

残りの１部を所管課等において保管するものとす

る。 

また、同通知書は３部作成し、１部を請求者に通

知し、他の２部のうち１部を情報公開課へ送付し、

残りの１部を所管課等において保管するものとす

る。 

(6) 請求に係る情報の保存期間 (6) 請求に係る情報の保存期間 

請求に係る情報について、公開又は非公開の決定

を行い、かつ、公開(部分公開を含む。)の決定の場

合に当該情報を公開する上で、必要な期間内に当該

情報の保存期間を経過する場合は、当該決定ないし

公開を実施する日以後まで保存期間を延長するも

のとする。また、部分公開又は非公開の決定を行っ

た後、現に不服の申出、審査請求又は訴訟が提起さ

れた場合は、更に相当な期間まで保存期間を延長す

るものとする。 

請求に係る情報について、公開又は非公開の決定

を行い、かつ、公開(部分公開を含む。)の決定の場

合に当該情報を公開する上で、必要な期間内に当該

情報の保存期間を経過する場合は、当該決定ないし

公開を実施する日以後まで保存期間を延長するも

のとする。また、部分公開又は非公開の決定を行っ

た後、現に不服の申出、審査請求又は訴訟が提起さ

れた場合は、更に相当な期間まで保存期間を延長す

るものとする。 

(7) 公開又は非公開決定後の事務処理 (7) 公開又は非公開決定後の事務処理 

ア 公開請求に対する公開又は非公開の決定後、所

管課等において行う事務の手順及び内容はおお

むね次のとおりとする。 

ア 公開請求に対する公開又は非公開の決定後、所

管課等において行う事務の手順及び内容はおお

むね次のとおりとする。 
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(ア) 情報公開決定通知書、情報一部公開決定通

知書、情報公開拒否決定通知書、情報不存在決

定通知書又は情報存否応答拒否決定通知書に

より速やかに請求者に通知をする。 

(ア) 情報公開決定通知書、情報一部公開決定通

知書、情報公開拒否決定通知書、情報不存在決

定通知書又は情報存否応答拒否決定通知書に

より速やかに請求者に通知をする。 

(イ) 同通知書を３部作成し、１部を請求者に通

知し、他の２部のうち１部を情報公開課へ送付

し(請求者に通知する通知書の写しとする。)、

残りの１部を所管課等において保管するもの

とする。 

(イ) 同通知書を３部作成し、１部を請求者に通

知し、他の２部のうち１部を情報公開課へ送付

し(請求者に通知する通知書の写しとする。)、

残りの１部を所管課等において保管するもの

とする。 

(ウ) 第三者に関する情報が記載されている情

報の請求に対し、公開の決定を行った場合に

は、条例第11条(第三者情報に関する取扱い)に

基づき手続を行うものとする。 

(ウ) 第三者に関する情報が記載されている情

報の請求に対し、公開の決定を行った場合に

は、条例第11条(第三者情報に関する取扱い)に

基づき手続を行うものとする。 

(エ) 情報を公開する旨の決定を行った場合に

は、請求者に通知した日時、場所等において閲

覧等ができるよう準備をしておく。 

(エ) 情報を公開する旨の決定を行った場合に

は、請求者に通知した日時、場所等において閲

覧等ができるよう準備をしておく。 

イ 決定通知書のそれぞれの記載上の留意点は、次

のとおりである。 

イ 決定通知書のそれぞれの記載上の留意点は、次

のとおりである。 

(ア) 情報公開決定通知書 (ア) 情報公開決定通知書 

① 「請求に係る情報の内容」欄については、

情報公開請求書の「請求に係る情報の内容」

欄の記載内容をそのまま転記する。 

① 「請求に係る情報の内容」欄については、

情報公開請求書の「請求に係る情報の内容」

欄の記載内容をそのまま転記する。 

② 「閲覧等の日時及び場所」欄については、

本制度の趣旨からできる限り速やかに公開

することを念頭におき、また閲覧及び視聴取

に際しては所管課等の職員が立ち会うこと

となることから、電話等により請求者と連絡

をとるとともに、情報公開課と協議したうえ

で日時を決定し記載するものとする。また、

場所については原則として市政情報広場に

おいて行うものであるが、出先機関にあって

は請求者の利便等を考慮して情報公開課と

協議し、当該出先機関を閲覧及び視聴取の場

所とすることができるものとする。なお、写

しの交付を郵送等により希望する旨の請求

に対しては、郵送等に係る費用及び写しの作

成費用を記載し、これらが到達しだい郵便等

により発送する旨を記載する。 

② 「閲覧等の日時及び場所」欄については、

本制度の趣旨からできる限り速やかに公開

することを念頭におき、また閲覧及び視聴取

に際しては所管課等の職員が立ち会うこと

となることから、電話等により請求者と連絡

をとるとともに、情報公開課と協議したうえ

で日時を決定し記載するものとする。また、

場所については原則として市政情報広場に

おいて行うものであるが、出先機関にあって

は請求者の利便等を考慮して情報公開課と

協議し、当該出先機関を閲覧及び視聴取の場

所とすることができるものとする。なお、写

しの交付を郵送等により希望する旨の請求

に対しては、郵送等に係る費用及び写しの作

成費用を記載し、これらが到達しだい郵便等

により発送する旨を記載する。 

(イ) 情報一部公開決定通知書 (イ) 情報一部公開決定通知書 

① 「請求に係る情報の内容」欄については、

情報公開決定通知書の①と同様 

① 「請求に係る情報の内容」欄については、

情報公開決定通知書の①と同様 

② 「公開することができない部分の概要及び ② 「公開することができない部分の概要及び
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理由」欄の「公開することができない部分の

概要」については、その部分にどのような情

報が記録されているのかがわかるように具

体的に記載するものとする。 

理由」欄の「公開することができない部分の

概要」については、その部分にどのような情

報が記録されているのかがわかるように具

体的に記載するものとする。 

例 例 

・個人の住所、氏名 ・個人の住所、氏名 

・企業の生産工程の配置図 ・企業の生産工程の配置図 

また、「逗子市情報公開条例第 条第 項

第 号に該当(理由)」については、該当する

理由をできる限り具体的に記載するものと

する。 

また、「逗子市情報公開条例第 条第 項

第 号に該当(理由)」については、該当する

理由をできる限り具体的に記載するものと

する。 

例 例 

・個人の家族構成、収入状況、健康状態等

の記載があり、当該情報を公開すること

により個人が識別できるため。 

・個人の家族構成、収入状況、健康状態等

の記載があり、当該情報を公開すること

により個人が識別できるため。 

・企業の生産工程の配置図には、公開する

ことにより当該企業の考案による技術

上のノウハウが含まれており、当該情報

を公開することにより当該企業の事業

活動に著しい不利益を与えるおそれが

あるため。 

・企業の生産工程の配置図には、公開する

ことにより当該企業の考案による技術

上のノウハウが含まれており、当該情報

を公開することにより当該企業の事業

活動に著しい不利益を与えるおそれが

あるため。 

③ 「閲覧等の日時及び場所」欄については、

情報公開決定通知書の②と同様 

③ 「閲覧等の日時及び場所」欄については、

情報公開決定通知書の②と同様 

④ 「期間経過後の公開のお知らせ」欄につい

ては、公開することができる時期を「○年○

月○日以降」と期日まで明示することができ

ない場合であっても、次の例のようにできる

だけ記載するよう努める。 

④ 「期間経過後の公開のお知らせ」欄につい

ては、公開することができる時期を「○年○

月○日以降」と期日まで明示することができ

ない場合であっても、次の例のようにできる

だけ記載するよう努める。 

例 会議開催から１か月程度経過した後(○

年○月頃) 

例 会議開催から１か月程度経過した後(○

年○月頃) 

(ウ) 情報公開拒否決定通知書 (ウ) 情報公開拒否決定通知書 

① 「請求に係る情報の内容」欄については、

情報公開決定通知書の①と同様 

① 「請求に係る情報の内容」欄については、

情報公開決定通知書の①と同様 

② 「情報の公開を拒否する理由」欄について

は、情報一部公開決定通知書の②の後段と同

様 

② 「情報の公開を拒否する理由」欄について

は、情報一部公開決定通知書の②の後段と同

様 

③ 「期間経過後の公開のお知らせ」欄につい

ては、情報一部公開決定通知書の④と同様 

③ 「期間経過後の公開のお知らせ」欄につい

ては、情報一部公開決定通知書の④と同様 

(エ) 情報不存在決定通知書 (エ) 情報不存在決定通知書 

① 「請求に係る情報の内容」欄については、

情報公開決定通知書の①と同様 

① 「請求に係る情報の内容」欄については、

情報公開決定通知書の①と同様 
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② 「情報が存在しない理由」欄については、

当該情報が存在しない理由について確認で

きる範囲で記載する。 

② 「情報が存在しない理由」欄については、

当該情報が存在しない理由について確認で

きる範囲で記載する。 

例 例 

・請求に係る会議録の根拠となる会議自体

を開催した事実がないため 

・請求に係る会議録の根拠となる会議自体

を開催した事実がないため 

・会議は開催したが、内容が軽易なことか

ら会議録は作成していないため 

・会議は開催したが、内容が軽易なことか

ら会議録は作成していないため 

・○年の保存期間が平成○年に経過し、廃

棄したことを平成○年○月○日付け「廃

棄文書引継書」により確認したため 

・○年の保存期間が平成○年に経過し、廃

棄したことを平成○年○月○日付け「廃

棄文書引継書」により確認したため 

・請求に係る情報は、実施機関とは別の法

人格を有する組織が管理する性質のも

のであり、実施機関としては取得してい

ないため 

・請求に係る情報は、実施機関とは別の法

人格を有する組織が管理する性質のも

のであり、実施機関としては取得してい

ないため 

③ 「情報を作成又は取得する時期のお知ら

せ」欄については、作成又は取得する時期を

「○年○月○日以降」と期日まで明示するこ

とができない場合であっても次の例のよう

にできるだけ記載するように努める。 

③ 「情報を作成又は取得する時期のお知ら

せ」欄については、作成又は取得する時期を

「○年○月○日以降」と期日まで明示するこ

とができない場合であっても次の例のよう

にできるだけ記載するように努める。 

例 提出期日(例年は○月上旬)の前２週間

程度の間に作成 

例 提出期日(例年は○月上旬)の前２週間

程度の間に作成 

(オ) 情報存否応答拒否決定通知書 (オ) 情報存否応答拒否決定通知書 

① 「請求に係る情報の内容」については、情

報公開決定通知書の①と同様 

① 「請求に係る情報の内容」については、情

報公開決定通知書の①と同様 

② 「存否の応答を拒否する理由」欄について

は、条例第８条に該当すること及びその理由

を記載する。 

② 「存否の応答を拒否する理由」欄について

は、条例第８条に該当すること及びその理由

を記載する。 

例 特定個人の疾病等の記録に関する情報

であり、情報の存否を答えることにより個

人の名誉を侵害することとなるため。 

例 特定個人の疾病等の記録に関する情報

であり、情報の存否を答えることにより個

人の名誉を侵害することとなるため。 

参考様式 参考様式 

（略） （略） 

第11条関係 第11条関係 

１ 趣旨 １ 趣旨 

公開請求に係る情報に第三者に関する情報が記録

されている場合、その情報を公開することにより不利

益を被るかもしれない第三者の権利利益の保護を図

るため、防御の機会を与える必要がある。本条では、

公開又は非公開の決定に当たって第三者に関する情

報が含まれている場合には、必要に応じて調査を行

公開請求に係る情報に第三者に関する情報が記録

されている場合、その情報を公開することにより不利

益を被るかもしれない第三者の権利利益の保護を図

るため、防御の機会を与える必要がある。本条では、

公開又は非公開の決定に当たって第三者に関する情

報が含まれている場合には、必要に応じて調査を行
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い、当該第三者に意見を述べる機会を与えることがで

きることを規定し、情報を公開することに反対の意思

を表示した意見書が寄せられた場合には、公開決定の

日と公開を実施する日との間に少なくとも２週間を

置くことにより、当該第三者が司法による救済を求め

ることができる方途を担保したものである。 

い、当該第三者に意見を述べる機会を与えることがで

きることを規定し、情報を公開することに反対の意思

を表示した意見書が寄せられた場合には、公開決定の

日と公開を実施する日との間に少なくとも２週間を

置くことにより、当該第三者が司法による救済を求め

ることができる方途を担保したものである。 

２ 解釈 ２ 解釈 

(第１項関係) (第１項関係) 

(1) 「第三者」とは、市、国、他の地方公共団体、独

立行政法人等、土地開発公社及び請求者以外の者を

指しているが、「第三者」の定義に市と請求者以外

の国、他の地方公共団体、独立行政法人等及び土地

開発公社を加えたのは、本条の目的が、情報を公開

することにより不利益を被るかもしれない個人や

団体を保護するために防御の機会を与えることに

あり、公務を執行している又は公務を代行している

国、他の地方公共団体、独立行政法人等及び土地開

発公社の情報に対してまでも、調査や意見陳述の機

会を与えて保護すべき必要性は薄いと判断できる

からである。 

(1) 「第三者」とは、市、国、他の地方公共団体、独

立行政法人等、土地開発公社及び請求者以外の者を

指しているが、「第三者」の定義に市と請求者以外

の国、他の地方公共団体、独立行政法人等及び土地

開発公社を加えたのは、本条の目的が、情報を公開

することにより不利益を被るかもしれない個人や

団体を保護するために防御の機会を与えることに

あり、公務を執行している又は公務を代行している

国、他の地方公共団体、独立行政法人等及び土地開

発公社の情報に対してまでも、調査や意見陳述の機

会を与えて保護すべき必要性は薄いと判断できる

からである。 

(2) 「調査」とは、公開請求のあった情報に第三者に

関する情報が含まれている場合に、個人のプライバ

シーの侵害や法人の不利益を引き起こすことの有

無などについて、当該第三者より口頭又は書面で意

見を聴取し、必要に応じて証拠書類等の提出を求め

るなど、条例に基づく判断が客観的に行えるように

するための一連の手続きをいい、第三者の意見を聴

かないと判断が困難な場合に行うものとする。ただ

し、第７条(公益的理由による裁量的公開)の規定を

適用して公開する場合には、非公開情報を裁量によ

り公開することになるので、本条の規定に基づく調

査等の手続きを行わなければならない。 

(2) 「調査」とは、公開請求のあった情報に第三者に

関する情報が含まれている場合に、個人のプライバ

シーの侵害や法人の不利益を引き起こすことの有

無などについて、当該第三者より口頭又は書面で意

見を聴取し、必要に応じて証拠書類等の提出を求め

るなど、条例に基づく判断が客観的に行えるように

するための一連の手続きをいい、第三者の意見を聴

かないと判断が困難な場合に行うものとする。ただ

し、第７条(公益的理由による裁量的公開)の規定を

適用して公開する場合には、非公開情報を裁量によ

り公開することになるので、本条の規定に基づく調

査等の手続きを行わなければならない。 

なお、第三者の所在が判明しない場合には、調査

を省略することができる。 

なお、第三者の所在が判明しない場合には、調査

を省略することができる。 

(3) 「意見書を提出する機会を与える」とは、公開請

求のあった情報に第三者に関する情報が含まれて

いた場合に、当該第三者に調査の手続の中で公開、

非公開についての意見を聴取することをいう。な

お、第三者から聴取した意見は判断の際の参考とす

るものであり、実施機関は公開又は非公開の決定に

当たりその意見に拘束されるものではない。また、

意見の聴取は実施機関が必要に応じて任意的に行

うものであり、全ての第三者に対して実施すること

(3) 「意見書を提出する機会を与える」とは、公開請

求のあった情報に第三者に関する情報が含まれて

いた場合に、当該第三者に調査の手続の中で公開、

非公開についての意見を聴取することをいう。な

お、第三者から聴取した意見は判断の際の参考とす

るものであり、実施機関は公開又は非公開の決定に

当たりその意見に拘束されるものではない。また、

意見の聴取は実施機関が必要に応じて任意的に行

うものであり、全ての第三者に対して実施すること
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を義務づけたものではない。 を義務づけたものではない。 

(第２項関係) (第２項関係) 

第三者が反対意見書を提出した場合において公開

決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも２

週間の期間を置く意義は、公開に反対する第三者に、

公開が実施される前に公開の取消や執行停止を裁判

所に求めることができるように必要な期間を確保し

たものである。このために実施機関は、公開決定後直

ちに反対意見書を提出した第三者に対し、公開を決定

した旨及び公開を実施する日を書面により通知する

ことが定められている。 

第三者が反対意見書を提出した場合において公開

決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも２

週間の期間を置く意義は、公開に反対する第三者に、

公開が実施される前に公開の取消や執行停止を裁判

所に求めることができるように必要な期間を確保し

たものである。このために実施機関は、公開決定後直

ちに反対意見書を提出した第三者に対し、公開を決定

した旨及び公開を実施する日を書面により通知する

ことが定められている。 

３ 運用 ３ 運用 

(1) 公開請求に係る情報に、第三者に関する情報が

含まれている場合に、当該第三者に関する情報が条

例第５条第２項の非公開情報に当たるか否かの判

断を行うために必要があると認めるときは、本条に

定める調査の手続を行うが、実施に当たっては主管

の長(事務決裁規程第10条(専決事項の制限)の規定

に該当する場合は、次長以上の上司)は、本条の趣

旨が第三者の権利利益を保護するために防御の機

会を付与していることから、手続きは的確、慎重に

行うものとする。 

(1) 公開請求に係る情報に、第三者に関する情報が

含まれている場合に、当該第三者に関する情報が条

例第５条第２項の非公開情報に当たるか否かの判

断を行うために必要があると認めるときは、本条に

定める調査の手続を行うが、実施に当たっては主管

の長(事務決裁規程第10条(専決事項の制限)の規定

に該当する場合は、次長以上の上司)は、本条の趣

旨が第三者の権利利益を保護するために防御の機

会を付与していることから、手続きは的確、慎重に

行うものとする。 

なお、調査にあたっては、条例第10条第１項に定

める公開又は非公開の決定期間を考慮して行うも

のとする。 

なお、調査にあたっては、条例第10条第１項に定

める公開又は非公開の決定期間を考慮して行うも

のとする。 

また、調査や意見聴取に当たっては、請求者が識

別され、または識別され得る情報を当該第三者に伝

えてはならない。 

また、調査や意見聴取に当たっては、請求者が識

別され、または識別され得る情報を当該第三者に伝

えてはならない。 

(2) 公開請求に係る情報に第三者に関する情報が含

まれており、第三者の意見を聴かないと判断が困難

な場合には、実施機関は口頭又は書面により調査を

するものとし、書面による場合には、条例施行規則

第５条第１項に定める意見書提出機会付与通知書

(第８号様式)を当該第三者に送付するものとする。 

(2) 公開請求に係る情報に第三者に関する情報が含

まれており、第三者の意見を聴かないと判断が困難

な場合には、実施機関は口頭又は書面により調査を

するものとし、書面による場合には、条例施行規則

第５条第１項に定める意見書提出機会付与通知書

(第８号様式)を当該第三者に送付するものとする。 

なお、調査に際しては必要に応じて証拠書類等の

提出を求めるなど、条例に基づく判断が客観的に行

えるよう努めるものとする。 

なお、調査に際しては必要に応じて証拠書類等の

提出を求めるなど、条例に基づく判断が客観的に行

えるよう努めるものとする。 

また、調査を口頭、書面のいずれで行った場合で

あっても、当該公開又は非公開決定の起案書に調査

を行った相手方の住所、氏名、実施年月日、調査結

果などを記録しておくものとする。 

また、調査を口頭、書面のいずれで行った場合で

あっても、当該公開又は非公開決定の起案書に調査

を行った相手方の住所、氏名、実施年月日、調査結

果などを記録しておくものとする。 

(3) 公開請求に係る情報に第三者の著作物が含まれ (3) 公開請求に係る情報に第三者の著作物が含まれ
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ている場合には、実施機関は次により著作権法(昭

和45年法律第48号)との調整を行ったうえで公開又

は非公開の決定を行うものとする。 

ている場合には、実施機関は次により著作権法(昭

和45年法律第48号)との調整を行ったうえで公開又

は非公開の決定を行うものとする。 

ア 公表権との調整 著作権法第18条第３項第２

号の規定により、著作者が未公表の著作物を実施

機関に提供した場合には、公開決定のときまでに

反対の意思表示を示さないかぎり、条例の規定に

よる公開に同意したものと見なすものとする。 

ア 公表権との調整 著作権法第18条第３項第２

号の規定により、著作者が未公表の著作物を実施

機関に提供した場合には、公開決定のときまでに

反対の意思表示を示さないかぎり、条例の規定に

よる公開に同意したものと見なすものとする。 

ただし、情報公開法の施行前に著作者が実施機

関に提供した著作物については、同規定は適用さ

れない。 

ただし、情報公開法の施行前に著作者が実施機

関に提供した著作物については、同規定は適用さ

れない。 

また、著作権法第18条第４項第３号の規定によ

り、第三者の著作物であっても公務員の職及び職

務遂行の内容に係る情報については、著作権法第

18条第１項の公表権の規定は適用しないものと

する。 

また、著作権法第18条第４項第３号の規定によ

り、第三者の著作物であっても公務員の職及び職

務遂行の内容に係る情報については、著作権法第

18条第１項の公表権の規定は適用しないものと

する。 

イ 氏名表示権との調整 著作法第19条第４項第

１号の規定により、実施機関が著作物を公開する

場合において、著作者の表示に従って著作者名を

公開するときは、著作権法第19条第１項の氏名表

示権の規定は適用しないものとする。 

イ 氏名表示権との調整 著作法第19条第４項第

１号の規定により、実施機関が著作物を公開する

場合において、著作者の表示に従って著作者名を

公開するときは、著作権法第19条第１項の氏名表

示権の規定は適用しないものとする。 

また、著作権法第19条第４項第２号の定めると

ころにより、当該著作物の著作者名の表示を一部

非公開とする場合においても、同様に氏名表示権

の規定は適用しないものとする。 

また、著作権法第19条第４項第２号の定めると

ころにより、当該著作物の著作者名の表示を一部

非公開とする場合においても、同様に氏名表示権

の規定は適用しないものとする。 

ウ 条例による著作物の利用の範囲 著作権法第4

2条の２の規定により、実施機関が条例第12条第

１項の定めるところにより、情報の閲覧、視聴取、

写しの交付を行う場合においては、当該著作物を

利用できるものとする。 

ウ 条例による著作物の利用の範囲 著作権法第4

2条の２の規定により、実施機関が条例第12条第

１項の定めるところにより、情報の閲覧、視聴取、

写しの交付を行う場合においては、当該著作物を

利用できるものとする。 

(4) 情報の公開について意見を述べる機会を与えら

れた第三者が、当該情報の公開に反対の場合には、

反対する具体的理由や利益侵害の有無を客観的に

判断するために、次に掲げる事項が記載された反対

意見書の提出を求めるものとする。 

(4) 情報の公開について意見を述べる機会を与えら

れた第三者が、当該情報の公開に反対の場合には、

反対する具体的理由や利益侵害の有無を客観的に

判断するために、次に掲げる事項が記載された反対

意見書の提出を求めるものとする。 

ア 当該第三者の住所、氏名 ア 当該第三者の住所、氏名 

イ 公開請求に係る情報に記録されている当該第

三者の情報の内容 

イ 公開請求に係る情報に記録されている当該第

三者の情報の内容 

ウ 当該情報が公開されることにより生ずる具体

的な不利益の内容及び理由 

ウ 当該情報が公開されることにより生ずる具体

的な不利益の内容及び理由 

(5) 実施機関は、第三者から反対意見書が提出され

ている場合において公開決定をするときは、公開決

(5) 実施機関は、第三者から反対意見書が提出され

ている場合において公開決定をするときは、公開決
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定後直ちに反対意見書を提出した第三者に対して、

条例施行規則第５条第２項に定める情報公開通知

書(第９号様式)により公開決定をした旨及び公開

を実施する日を通知しなければならない。この場合

において、公開決定の日と公開を実施する日との間

に少なくとも２週間を置かなくてはならない。 

定後直ちに反対意見書を提出した第三者に対して、

条例施行規則第５条第２項に定める情報公開通知

書(第９号様式)により公開決定をした旨及び公開

を実施する日を通知しなければならない。この場合

において、公開決定の日と公開を実施する日との間

に少なくとも２週間を置かなくてはならない。 

第12条関係 第12条関係 

１ 趣旨 １ 趣旨 

本条は、情報の公開を決定した場合の公開の方法及

び手続について定めたものである。 

本条は、情報の公開を決定した場合の公開の方法及

び手続について定めたものである。 

２ 解釈 ２ 解釈 

(第１項関係) (第１項関係) 

(1) 請求に係る情報を公開することに決定したとき

は、速やかに当該情報の公開を行わなければならな

い。この場合、公開する日時、場所等は条例第10条

第３項の規定による通知により明らかにするもの

である。 

(1) 請求に係る情報を公開することに決定したとき

は、速やかに当該情報の公開を行わなければならな

い。この場合、公開する日時、場所等は条例第10条

第３項の規定による通知により明らかにするもの

である。 

(2) 情報の公開の方法は次の各号に掲げる方法によ

るものとする。 

(2) 情報の公開の方法は次の各号に掲げる方法によ

るものとする。 

ア 閲覧 条例第３条第１項に規定する文書又は

写しを見る。 

ア 閲覧 条例第３条第１項に規定する文書又は

写しを見る。 

イ 視聴取 補助機器を用いて条例第３条第１項

に規定する磁気テープ、フィルム、録音テープ、

ビデオテープ等を見たり聞いたりする。 

イ 視聴取 補助機器を用いて条例第３条第１項

に規定する磁気テープ、フィルム、録音テープ、

ビデオテープ等を見たり聞いたりする。 

ウ 写しの交付 請求に係る情報の写し又は複製

したものを交付する。なお、郵送等による公開の

実施を希望する場合は、この方法による。 

ウ 写しの交付 請求に係る情報の写し又は複製

したものを交付する。なお、郵送等による公開の

実施を希望する場合は、この方法による。 

(3) 磁気テープや磁気ディスク等の電磁的記録につ

いては、その種別、情報化の進展状況等を考慮し、

適切な方法で公開することができるよう努めるも

のとする。 

(3) 磁気テープや磁気ディスク等の電磁的記録につ

いては、その種別、情報化の進展状況等を考慮し、

適切な方法で公開することができるよう努めるも

のとする。 

(4) 部分公開する場合は、非公開とした情報を含め

公開請求の対象となった情報の全体の量や形態な

どを請求者が認識できるよう、当該情報の外観を請

求者に見せなければならない。 

(4) 部分公開する場合は、非公開とした情報を含め

公開請求の対象となった情報の全体の量や形態な

どを請求者が認識できるよう、当該情報の外観を請

求者に見せなければならない。 

(第２項関係) (第２項関係) 

情報の閲覧、視聴取又は写しの交付(以下「閲覧等」

という。)は、当該情報の原本により行わなければな

らない。ただし、次のような場合には原本に代えて当

該情報の複写したもの等をもって公開することがで

きる。 

情報の閲覧、視聴取又は写しの交付(以下「閲覧等」

という。)は、当該情報の原本により行わなければな

らない。ただし、次のような場合には原本に代えて当

該情報の複写したもの等をもって公開することがで

きる。 
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(1) 公開しようとする情報を汚損し、又は破損する

おそれがあるとき 

(1) 公開しようとする情報を汚損し、又は破損する

おそれがあるとき 

(2) 部分公開をするとき (2) 部分公開をするとき 

(3) 常用の台帳など閲覧に供すると日常の事務の執

行に支障が生ずるとき 

(3) 常用の台帳など閲覧に供すると日常の事務の執

行に支障が生ずるとき 

(4) その他相当の理由があるとき (4) その他相当の理由があるとき 

３ 運用 ３ 運用 

(1) 閲覧等の場所は、原則として市政情報広場にお

いて行うものとする。 

(1) 閲覧等の場所は、原則として市政情報広場にお

いて行うものとする。 

(2) 閲覧等に際しての事務は次により処理する。 (2) 閲覧等に際しての事務は次により処理する。 

ア 閲覧等を行う者(以下「閲覧者」という。)が来

庁した場合には、情報公開課の職員は当該閲覧者

に決定通知書の提示を求め、閲覧者が来庁した旨

を所管課等に電話連絡を行う。 

ア 閲覧等を行う者(以下「閲覧者」という。)が来

庁した場合には、情報公開課の職員は当該閲覧者

に決定通知書の提示を求め、閲覧者が来庁した旨

を所管課等に電話連絡を行う。 

イ 電話連絡を受けた所管課等の担当職員は、閲覧

等に係る情報その他必要なものを市政情報広場

に持参し、当該情報を閲覧者に提示するとともに

閲覧者の求めに応じて必要な説明を行わなけれ

ばならない。なお、部分公開の場合は、公開する

情報だけでなく非公開に該当する情報も持参し、

その対象となった情報の全体の量や形態などを

請求者が認識できるよう、当該情報の外観を請求

者に見せなければならない。 

イ 電話連絡を受けた所管課等の担当職員は、閲覧

等に係る情報その他必要なものを市政情報広場

に持参し、当該情報を閲覧者に提示するとともに

閲覧者の求めに応じて必要な説明を行わなけれ

ばならない。なお、部分公開の場合は、公開する

情報だけでなく非公開に該当する情報も持参し、

その対象となった情報の全体の量や形態などを

請求者が認識できるよう、当該情報の外観を請求

者に見せなければならない。 

(3) 閲覧等の中止及び禁止 (3) 閲覧等の中止及び禁止 

施行規則第６条第２項で閲覧等をする者の注意

義務を規定しているが、その注意義務に違反する者

に対しては、当該閲覧者に対応している職員は情報

公開課長と協議の上閲覧等を中止させ、又は禁止す

るものとする。その場合においては、当該閲覧者に

対し、根拠条項である施行規則第６条第２項及び中

止等の原因となる事実を明示するものとする。 

施行規則第６条第２項で閲覧等をする者の注意

義務を規定しているが、その注意義務に違反する者

に対しては、当該閲覧者に対応している職員は情報

公開課長と協議の上閲覧等を中止させ、又は禁止す

るものとする。その場合においては、当該閲覧者に

対し、根拠条項である施行規則第６条第２項及び中

止等の原因となる事実を明示するものとする。 

(4) 情報の写しの作成を求められた場合の事務処理 (4) 情報の写しの作成を求められた場合の事務処理 

ア 写しの作成に係る事務の手順 ア 写しの作成に係る事務の手順 

(ア) 写しを作成する部分を請求者に十分確認

する。 

(ア) 写しを作成する部分を請求者に十分確認

する。 

(イ) 写しの作成に要する費用の額を計算し、請

求者の負担となる旨を説明する。 

(イ) 写しの作成に要する費用の額を計算し、請

求者の負担となる旨を説明する。 

(ウ) 写しを作成し、その写しを請求者に提示し

確認する。 

(ウ) 写しを作成し、その写しを請求者に提示し

確認する。 

(エ) その写しがこの条例に基づき交付された

ものであることを示す印を押す。 

(エ) その写しがこの条例に基づき交付された

ものであることを示す印を押す。 
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(オ) 写しの作成に要した費用を徴収し、領収書

及び当該写しを交付する。 

(オ) 写しの作成に要した費用を徴収し、領収書

及び当該写しを交付する。 

イ 写しの作成方法 イ 写しの作成方法 

(ア) 情報が紙に記録されている場合について

は、原則として複写機を使用してその写しを作

成する。ただし、複写機によりがたいものにつ

いては、他の方法による。 

(ア) 情報が紙に記録されている場合について

は、原則として複写機を使用してその写しを作

成する。ただし、複写機によりがたいものにつ

いては、他の方法による。 

(イ) 電子計算機の磁気テープ、磁気ディスク等

については、その採録物を複写機の使用により

その写しを交付する。なお、磁気テープや磁気

ディスクなどの電磁的記録については、その種

別や情報化の進展状況により、適切な方法での

写しの交付が可能な場合はそれによるものと

する。 

(イ) 電子計算機の磁気テープ、磁気ディスク等

については、その採録物を複写機の使用により

その写しを交付する。なお、磁気テープや磁気

ディスクなどの電磁的記録については、その種

別や情報化の進展状況により、適切な方法での

写しの交付が可能な場合はそれによるものと

する。 

(ウ) ビデオテープ、録音テープ等は、所定の機

器を使用してその複製したものを交付する。 

(ウ) ビデオテープ、録音テープ等は、所定の機

器を使用してその複製したものを交付する。 

(5) 公開する情報の撮影等の承認 (5) 公開する情報の撮影等の承認 

公開請求者から、カメラ、デジタルカメラ、カメ

ラ付携帯電話等の機器(以下「デジタルカメラ等」

という。)による撮影の申出があったときは、庁舎

管理上の問題や市政情報広場の他の利用者に特に

支障がない場合でデジタルカメラ等を持参したと

きにおいて、撮影を認めることができる。ただし、

当該写しを交付したと同様に、(4)ア(エ)に示すス

タンプの印影を通常の押印位置におき撮影するも

のとする。 

公開請求者から、カメラ、デジタルカメラ、カメ

ラ付携帯電話等の機器(以下「デジタルカメラ等」

という。)による撮影の申出があったときは、庁舎

管理上の問題や市政情報広場の他の利用者に特に

支障がない場合でデジタルカメラ等を持参したと

きにおいて、撮影を認めることができる。ただし、

当該写しを交付したと同様に、(4)ア(エ)に示すス

タンプの印影を通常の押印位置におき撮影するも

のとする。 

(6) 代理人による閲覧等 (6) 代理人による閲覧等 

公開請求された情報の公開・非公開の判断は、請

求者によって判断が異なるものではなく、公開請求

する権利が一身専属的な性格のものではないと考

えられることから、代理人の閲覧等は認められるこ

とになる。 

公開請求された情報の公開・非公開の判断は、請

求者によって判断が異なるものではなく、公開請求

する権利が一身専属的な性格のものではないと考

えられることから、代理人の閲覧等は認められるこ

とになる。 

この場合、代理人に対して情報公開決定通知書若

しくは情報一部公開決定通知書又は委任状の提示

を求めることが必要となる。 

この場合、代理人に対して情報公開決定通知書若

しくは情報一部公開決定通知書又は委任状の提示

を求めることが必要となる。 

(7) インターネットによる情報の公開 (7) インターネットによる情報の公開 

運用については、「逗子市インターネットによる

公開請求及び情報公開に関する事務取扱要領」を参

照 

運用については、「逗子市インターネットによる

公開請求及び情報公開に関する事務取扱要領」を参

照 

第13条関係 第13条関係 

１ 趣旨 １ 趣旨 

本条は、公開請求による情報の閲覧又は視聴取に係 本条は、公開請求による情報の閲覧又は視聴取に係
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る手数料は無料であること及びこの条例による情報

の写しの交付及び送付に係る実費負担について定め

たものである。 

る手数料は無料であること及びこの条例による情報

の写しの交付及び送付に係る実費負担について定め

たものである。 

２ 解釈 ２ 解釈 

本条の規定により請求者が負担する費用は、条例第

12条第１項の規定による情報の写しの作成に要する

費用であり、同条第２項の規定による写しの作成に係

る費用は含まれないものである。また、「送付に要す

る費用」とは、写しの送付に要する「郵送等に係る費

用」である。 

本条の規定により請求者が負担する費用は、条例第

12条第１項の規定による情報の写しの作成に要する

費用であり、同条第２項の規定による写しの作成に係

る費用は含まれないものである。また、「送付に要す

る費用」とは、写しの送付に要する「郵送等に係る費

用」である。 

情報の閲覧又は視聴取に要する費用は、この条例の

趣旨、目的から無料としている。 

情報の閲覧又は視聴取に要する費用は、この条例の

趣旨、目的から無料としている。 

３ 運用 ３ 運用 

(1) 費用の額 (1) 費用の額 

ア 写しの作成については複写機による場合は黒

単色による複写物１面につき10円、カラーによる

複写物１面につき60円とし、大きさなどにより複

数の面に分割しないと写しが作成できない場合

は当該写しの作成に要した面数分の費用とする。

図面など外部契約によらなければ複写できない

場合は当該外部契約によりかかった費用とする。

また、録音テープ等の複製については、当該複製

に要した費用とする。 

ア 写しの作成については複写機による場合は黒

単色による複写物１面につき10円、カラーによる

複写物１面につき60円とし、大きさなどにより複

数の面に分割しないと写しが作成できない場合

は当該写しの作成に要した面数分の費用とする。

図面など外部契約によらなければ複写できない

場合は当該外部契約によりかかった費用とする。

また、録音テープ等の複製については、当該複製

に要した費用とする。 

イ 写しの送付に要する費用は、当該郵送等に係る

費用とする。 

イ 写しの送付に要する費用は、当該郵送等に係る

費用とする。 

(2) 費用の徴収 (2) 費用の徴収 

ア 写しの作成に要する費用については、現金領収

によるものとする。 

ア 写しの作成に要する費用については、現金領収

によるものとする。 

イ 写しの送付に要する費用は、原則として切手に

よるものとする。 

イ 写しの送付に要する費用は、原則として切手に

よるものとする。 

ウ 費用の徴収に係る事務は、原則として情報公開

課において行う。 

ウ 費用の徴収に係る事務は、原則として情報公開

課において行う。 

第14条関係 第14条関係 

１ 趣旨 １ 趣旨 

本条は、情報公開制度を推進及び利用する主体であ

る利用者の責務及び心構えを明らかにしたものであ

る。 

本条は、情報公開制度を推進及び利用する主体であ

る利用者の責務及び心構えを明らかにしたものであ

る。 

２ 解釈 ２ 解釈 

情報公開制度は、実施機関のみでなく、制度を利用

する者がその目的、理念を理解し、有効、適正な利用

を心掛けることにより、より良い制度の推進が可能と

情報公開制度は、実施機関のみでなく、制度を利用

する者がその目的、理念を理解し、有効、適正な利用

を心掛けることにより、より良い制度の推進が可能と
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なるものである。 なるものである。 

こうした観点から本条は、この条例によって情報の

公開を受けた者は、「市政への市民参加を促進し、市

民と市との信頼関係を深め、一層公正で開かれた市政

の実現を図る」という本条例の目的を踏まえ、公開さ

れた情報を適正に用いなければならない義務を負う

こと及び情報公開制度の推進に努めることを定めた

ものである。 

こうした観点から本条は、この条例によって情報の

公開を受けた者は、「市政への市民参加を促進し、市

民と市との信頼関係を深め、一層公正で開かれた市政

の実現を図る」という本条例の目的を踏まえ、公開さ

れた情報を適正に用いなければならない義務を負う

こと及び情報公開制度の推進に努めることを定めた

ものである。 

なお、「情報を適正に用い」とは、公開請求によっ

て情報を得た者が、当該情報を使って他者の権利利益

を不当に侵害するなどといった事態が起きることの

ないよう適正使用の推進を規定するものであり、何人

にも保障された本条例の情報公開請求権を制限した

り、その利用目的をただそうとするものではない。 

なお、「情報を適正に用い」とは、公開請求によっ

て情報を得た者が、当該情報を使って他者の権利利益

を不当に侵害するなどといった事態が起きることの

ないよう適正使用の推進を規定するものであり、何人

にも保障された本条例の情報公開請求権を制限した

り、その利用目的をただそうとするものではない。 

３ 運用 ３ 運用 

(1) 実施機関は情報を公開する際に、必要に応じて

請求者に対して他者の権利を侵害することのない

よう適性な使用を啓発するものとする。 

(1) 実施機関は情報を公開する際に、必要に応じて

請求者に対して他者の権利を侵害することのない

よう適性な使用を啓発するものとする。 

(2) 実施機関は、公開した情報を不正に使用された

と認めたときは、その者に対して注意をするものと

する。 

(2) 実施機関は、公開した情報を不正に使用された

と認めたときは、その者に対して注意をするものと

する。 

第15条関係 第15条関係 

１ 趣旨 １ 趣旨 

本条は、市の保有する情報の公開に関し、公正かつ

簡易迅速に救済を図るため、行政不服審査法による既

存の救済制度とは別に、新たな救済制度として情報公

開審査委員(以下「審査委員」という。)を設けること

を規定したものである。 

本条は、市の保有する情報の公開に関し、公正かつ

簡易迅速に救済を図るため、行政不服審査法による既

存の救済制度とは別に、新たな救済制度として情報公

開審査委員(以下「審査委員」という。)を設けること

を規定したものである。 

２ 解釈 ２ 解釈 

(第１項関係) (第１項関係) 

行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査

請求及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)によ

る訴えによる救済とは別に、公正かつ簡易迅速な救済

を図ることを目的に、独任制の救済機関として 「審

査委員」を設置し、請求者から直接に不服の申出を受

けてその救済に当たらせるものである。行政不服審査

法による審査請求については、平成28年に同法が改正

され救済手段の充実・拡大により公正性の向上、使い

やすさの向上が図られたものの、審査請求の期間制限

があることや本市の審査委員と比べ簡易迅速な救済

という点で依然として課題も残ると考えられ、また、

行政事件訴訟法による訴えについては、裁判所による

行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査

請求及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)によ

る訴えによる救済とは別に、公正かつ簡易迅速な救済

を図ることを目的に、独任制の救済機関として 「審

査委員」を設置し、請求者から直接に不服の申出を受

けてその救済に当たらせるものである。行政不服審査

法による審査請求については、平成28年に同法が改正

され救済手段の充実・拡大により公正性の向上、使い

やすさの向上が図られたものの、審査請求の期間制限

があることや本市の審査委員と比べ簡易迅速な救済

という点で依然として課題も残ると考えられ、また、

行政事件訴訟法による訴えについては、裁判所による
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公正な審理が期待できる反面、手続きが複雑で、判決

までに相当の期間を要することが指摘されるため、こ

れらを補う独自の救済制度を引き続き設けるもので

ある。 

公正な審理が期待できる反面、手続きが複雑で、判決

までに相当の期間を要することが指摘されるため、こ

れらを補う独自の救済制度を引き続き設けるもので

ある。 

(第２項関係) (第２項関係) 

「実施機関の決定等について不服がある者は、審査

委員に対して書面又は口頭により不服又は相談等の

申出を行うことができる」とは、①条例が定める非公

開情報に該当するとして情報の全部又は一部が非公

開決定された場合、②請求に係る情報が存在しないと

して情報不存在決定がなされた場合、③情報の存否に

関する応答拒否決定がなされた場合、④公開請求が不

適法として却下された場合のように、実施機関が請求

者に対する不利益な処分を行った場合には不服の申

出を、⑤公開請求に関する決定等について相談及び⑥

苦情がある場合、⑦一定期間経過後の公表の判断につ

き苦情がある場合には相談等の申出を、直接、救済機

関である審査委員に対し、書面又は口頭によって審査

を求めることができるということである。 

「実施機関の決定等について不服がある者は、審査

委員に対して書面又は口頭により不服又は相談等の

申出を行うことができる」とは、①条例が定める非公

開情報に該当するとして情報の全部又は一部が非公

開決定された場合、②請求に係る情報が存在しないと

して情報不存在決定がなされた場合、③情報の存否に

関する応答拒否決定がなされた場合、④公開請求が不

適法として却下された場合のように、実施機関が請求

者に対する不利益な処分を行った場合には不服の申

出を、⑤公開請求に関する決定等について相談及び⑥

苦情がある場合、⑦一定期間経過後の公表の判断につ

き苦情がある場合には相談等の申出を、直接、救済機

関である審査委員に対し、書面又は口頭によって審査

を求めることができるということである。 

なお、部分公開された情報について、条例第９条た

だし書の規定に基づく口頭による公開請求がなされ

た場合であって、当該情報の非公開部分の決定に対し

て不服があるときの不服の申出の手続については、逗

子市情報公開審査委員規則第２条第１項の規定に基

づく情報公開不服申出書によるものとする。 

なお、部分公開された情報について、条例第９条た

だし書の規定に基づく口頭による公開請求がなされ

た場合であって、当該情報の非公開部分の決定に対し

て不服があるときの不服の申出の手続については、逗

子市情報公開審査委員規則第２条第１項の規定に基

づく情報公開不服申出書によるものとする。 

この場合において、情報公開不服申出書に記載すべ

き「請求に係る情報の内容」については、当初の公開

請求において記載されたものと同一の内容とし、「公

開請求した年月日」及び「諾否の決定を知った日」は、

口頭による公開請求に基づき閲覧等がなされた年月

日を記載するものとする。 

この場合において、情報公開不服申出書に記載すべ

き「請求に係る情報の内容」については、当初の公開

請求において記載されたものと同一の内容とし、「公

開請求した年月日」及び「諾否の決定を知った日」は、

口頭による公開請求に基づき閲覧等がなされた年月

日を記載するものとする。 

また、口頭の請求により一部公開された場合であっ

て、その非公開部分について行政不服審査法の審査請

求を行う旨の申出がなされたときは、行政処分の告知

等を確実に行う必要があるため、別途書面による公開

請求及び公開・非公開の決定の手続を行うものとす

る。 

また、口頭の請求により一部公開された場合であっ

て、その非公開部分について行政不服審査法の審査請

求を行う旨の申出がなされたときは、行政処分の告知

等を確実に行う必要があるため、別途書面による公開

請求及び公開・非公開の決定の手続を行うものとす

る。 

(第３項関係) (第３項関係) 

(1) 「当該申出の内容を調査し」とは、審査委員は、

前項の規定による不服及び相談等の申出を実質的

に審査するため、書面又は口頭による不服の申出を

した者及び実施機関の双方の主張を聴く権限や必

(1) 「当該申出の内容を調査し」とは、審査委員は、

前項の規定による不服及び相談等の申出を実質的

に審査するため、書面又は口頭による不服の申出を

した者及び実施機関の双方の主張を聴く権限や必
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要に応じて対象となっている情報を直接見ること

ができるインカメラ審査などにより検討し、当該情

報が保管又は保存されている場所に立ち入る権限

などの行使により調査を行うことをいう。 

要に応じて対象となっている情報を直接見ること

ができるインカメラ審査などにより検討し、当該情

報が保管又は保存されている場所に立ち入る権限

などの行使により調査を行うことをいう。 

(2) 「理由があると認めたときは、実施機関に対し、

是正その他の措置をとるよう勧告しなければなら

ない」とは、審査委員は、実施機関が行った非公開

の決定等について不適当であると認めたときは、当

該実施機関に対して単独で非公開処分の取消しを

行う旨等の是正その他の措置をとるよう勧告をし

なければならないということである。なお、「是正

その他の措置」については、非公開処分の取消し、

処分の変更などのほか、情報公開制度そのものを空

洞化させるような実施機関の行為に対する改善の

要求などがある。また、実施機関への勧告のほかに、

その事案の程度により意見の表明や、勧告や意見の

表明はしないものの考え方を付言するという場合

もある。 

(2) 「理由があると認めたときは、実施機関に対し、

是正その他の措置をとるよう勧告しなければなら

ない」とは、審査委員は、実施機関が行った非公開

の決定等について不適当であると認めたときは、当

該実施機関に対して単独で非公開処分の取消しを

行う旨等の是正その他の措置をとるよう勧告をし

なければならないということである。なお、「是正

その他の措置」については、非公開処分の取消し、

処分の変更などのほか、情報公開制度そのものを空

洞化させるような実施機関の行為に対する改善の

要求などがある。また、実施機関への勧告のほかに、

その事案の程度により意見の表明や、勧告や意見の

表明はしないものの考え方を付言するという場合

もある。 

(3) 「当該申出の内容に理由がないと認める場合又

は情報の公開にとって重要な問題を含む申出と認

める場合は、他の審査委員と合議することができ

る」とは、審査委員は、実施機関が行った決定等に

妥当性があると認められる場合又は情報の公開に

とって重要な問題であると認める場合には、単独で

判断せず他の審査委員との合議により決定するこ

とができるものである。 

(3) 「当該申出の内容に理由がないと認める場合又

は情報の公開にとって重要な問題を含む申出と認

める場合は、他の審査委員と合議することができ

る」とは、審査委員は、実施機関が行った決定等に

妥当性があると認められる場合又は情報の公開に

とって重要な問題であると認める場合には、単独で

判断せず他の審査委員との合議により決定するこ

とができるものである。 

(第４項関係) (第４項関係) 

本項は、審査委員が、不服の申出があった日の翌日

から起算して29日以内に実施機関に対し、是正その他

の勧告をしなければならないことを定めたものであ

る。 

本項は、審査委員が、不服の申出があった日の翌日

から起算して29日以内に実施機関に対し、是正その他

の勧告をしなければならないことを定めたものであ

る。 

なお審査委員が申出に係る事案の処理を行う場合

には、勧告を行う場合以外であっても本項の規定を準

用し、29日以内に行うものとする。 

なお審査委員が申出に係る事案の処理を行う場合

には、勧告を行う場合以外であっても本項の規定を準

用し、29日以内に行うものとする。 

(第５項関係) (第５項関係) 

本項は、申出に係る事案の処理を終了したときは、

速やかに申出をした者に対し処理の結果を文書によ

り通知することを定めたものである。 

本項は、申出に係る事案の処理を終了したときは、

速やかに申出をした者に対し処理の結果を文書によ

り通知することを定めたものである。 

(第６項関係) (第６項関係) 

本項は、審査委員の勧告があった場合に、その実効

性を確保するため、実施機関に対して、その勧告を尊

重して是正その他の措置をとるよう努力義務を課し

本項は、審査委員の勧告があった場合に、その実効

性を確保するため、実施機関に対して、その勧告を尊

重して是正その他の措置をとるよう努力義務を課し
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たものである。 たものである。 

(第７項関係) (第７項関係) 

審査委員は、３人以内とし、その選任に当たっては

議会の同意にかからしめることとしているが、これ

は、この制度を市民に信頼されたものとするために

は、公平性の担保が特に重要であることから、委員の

選任について市民の合意を得るために、市民代表から

構成される議会の同意を得るものとしたものである。 

審査委員は、３人以内とし、その選任に当たっては

議会の同意にかからしめることとしているが、これ

は、この制度を市民に信頼されたものとするために

は、公平性の担保が特に重要であることから、委員の

選任について市民の合意を得るために、市民代表から

構成される議会の同意を得るものとしたものである。 

(第８項関係) (第８項関係) 

審査委員の任期は、委嘱の日から３年間とするもの

であり、再任を妨げない。 

審査委員の任期は、委嘱の日から３年間とするもの

であり、再任を妨げない。 

また、後任者が選任されるまでの間は、任期の３年

を経過しても職務を行うことができる。 

また、後任者が選任されるまでの間は、任期の３年

を経過しても職務を行うことができる。 

(第９項関係) (第９項関係) 

(1) 第２号の「相談等」とは、情報公開に関する行政

庁の一切の行為に対する相談及び苦情をいう。 

(1) 第２号の「相談等」とは、情報公開に関する行政

庁の一切の行為に対する相談及び苦情をいう。 

(2) 第４号は、審査委員が実施機関に対して勧告や

助言を述べるだけでなく、公開請求や一定期間後の

公表に関し、必要に応じて意見を述べることができ

ることを定めたものである。 

(2) 第４号は、審査委員が実施機関に対して勧告や

助言を述べるだけでなく、公開請求や一定期間後の

公表に関し、必要に応じて意見を述べることができ

ることを定めたものである。 

(3) 第５号関係 (3) 第５号関係 

ア 審査委員は、本条第２項の規定に基づく不服等

の申出の内容に理由がないと認めた場合におい

て、一定期間経過後に公開又は公表すべきである

と認めたときは、公開すべき時期について実施機

関に対して意見を述べることができる旨を定め

たものである。 

ア 審査委員は、本条第２項の規定に基づく不服等

の申出の内容に理由がないと認めた場合におい

て、一定期間経過後に公開又は公表すべきである

と認めたときは、公開すべき時期について実施機

関に対して意見を述べることができる旨を定め

たものである。 

イ 本号は、一旦非公開とされた情報は永久に非公

開の状態が継続するものではなく、時間の経過に

より公開を拒む理由が消滅し、いずれは公開、公

表されるものであるという「公開の原則」の理念

を具体化したものである。 

イ 本号は、一旦非公開とされた情報は永久に非公

開の状態が継続するものではなく、時間の経過に

より公開を拒む理由が消滅し、いずれは公開、公

表されるものであるという「公開の原則」の理念

を具体化したものである。 

また、その内容については、審査委員が実施機

関に対して意見を述べる期間経過後の公開、一定

期間経過後の情報の公表は、個人に関する情報、

法人等の不利益情報、協力関係情報若しくは事

務・事業実施情報などであってもその要因が時間

的制約による場合であって、当該閲覧等が可能と

なる時期又は当該時間的制約が消滅する時期を

十分予測できるときには、その時期を示して公

開、公表するよう意見を述べることになる。 

また、その内容については、審査委員が実施機

関に対して意見を述べる期間経過後の公開、一定

期間経過後の情報の公表は、個人に関する情報、

法人等の不利益情報、協力関係情報若しくは事

務・事業実施情報などであってもその要因が時間

的制約による場合であって、当該閲覧等が可能と

なる時期又は当該時間的制約が消滅する時期を

十分予測できるときには、その時期を示して公

開、公表するよう意見を述べることになる。 

(4) 第６号関係 (4) 第６号関係 
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ア 情報不存在決定に対し、本条第２項の規定に基

づく不服等の申出がなされ、審査委員がその情報

の不存在を認識した場合であって必要があると

認めたときは、審査委員は実施機関に対して保有

していない情報の全部又は一部を新たに作成又

は取得して公開するよう意見を述べること及び

当該意見に対する実施機関の措置について報告

を求めることができる旨を定めたものである。 

ア 情報不存在決定に対し、本条第２項の規定に基

づく不服等の申出がなされ、審査委員がその情報

の不存在を認識した場合であって必要があると

認めたときは、審査委員は実施機関に対して保有

していない情報の全部又は一部を新たに作成又

は取得して公開するよう意見を述べること及び

当該意見に対する実施機関の措置について報告

を求めることができる旨を定めたものである。 

イ 実施機関は審査委員から情報を作成又は取得

するよう意見がなされたときは、当該意見に応じ

て情報を作成し、又は取得に努める義務を負うこ

とになる。 

イ 実施機関は審査委員から情報を作成又は取得

するよう意見がなされたときは、当該意見に応じ

て情報を作成し、又は取得に努める義務を負うこ

とになる。 

さらに、審査委員は、意見による情報の作成又

は取得が適正に行われているか否かを確認する

ため、意見に対する措置について実施機関に対し

報告を求めることができる旨定められているこ

とから、審査委員から報告を求められた場合、実

施機関は意見に対する措置について報告する義

務を負うことになる。 

さらに、審査委員は、意見による情報の作成又

は取得が適正に行われているか否かを確認する

ため、意見に対する措置について実施機関に対し

報告を求めることができる旨定められているこ

とから、審査委員から報告を求められた場合、実

施機関は意見に対する措置について報告する義

務を負うことになる。 

(第10項関係) (第10項関係) 

審査委員は、前項に掲げる職務のほか条例第19条第

６項の規定により、指定団体の情報公開に係る不服の

申出に関して実施機関からの求めに応じて意見を述

べることができることを定めたものである。 

審査委員は、前項に掲げる職務のほか条例第19条第

６項の規定により、指定団体の情報公開に係る不服の

申出に関して実施機関からの求めに応じて意見を述

べることができることを定めたものである。 

(第11項関係) (第11項関係) 

審査委員においては、実施機関が非公開決定等を行

った情報について審査するため、審査委員に守秘義務

を課したものである。 

審査委員においては、実施機関が非公開決定等を行

った情報について審査するため、審査委員に守秘義務

を課したものである。 

(第12項関係) (第12項関係) 

本項は、審査委員による救済制度と行政不服審査法

に基づく救済制度の調整について定めたものである。 

本項は、審査委員による救済制度と行政不服審査法

に基づく救済制度の調整について定めたものである。 

情報公開条例上の審査委員による救済制度は、既存

の行政不服審査法に基づく救済制度に代わるもので

はなく、両者は併存するものである。したがって、行

政不服審査法に基づく審査請求については、実施機関

の処分があったことを知った日の翌日から起算して

３か月以内に行われないと行政上の救済を受ける機

会を失うことになることから、審査委員に対して不服

の申出がなされたときに際しては、別に行政不服審査

法に基づく救済制度があること及び同制度において

は、審査請求の期間制限があることを不服の申出をし

た者に教示する必要がある。 

情報公開条例上の審査委員による救済制度は、既存

の行政不服審査法に基づく救済制度に代わるもので

はなく、両者は併存するものである。したがって、行

政不服審査法に基づく審査請求については、実施機関

の処分があったことを知った日の翌日から起算して

３か月以内に行われないと行政上の救済を受ける機

会を失うことになることから、審査委員に対して不服

の申出がなされたときに際しては、別に行政不服審査

法に基づく救済制度があること及び同制度において

は、審査請求の期間制限があることを不服の申出をし

た者に教示する必要がある。 
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また、行政事件訴訟法に基づく処分の取消しを求め

る訴えについても、実施機関の処分があったことを知

った日の翌日から起算して６か月以内に行われない

と司法上の救済を受ける機会を失うことになること

から、審査委員に対して不服の申出がなされたときに

際しては、別に行政事件訴訟法に基づく救済制度があ

ること及び同制度においては、訴えの提起の期間制限

があることを不服の申出をした者に教示する必要が

ある。 

また、行政事件訴訟法に基づく処分の取消しを求め

る訴えについても、実施機関の処分があったことを知

った日の翌日から起算して６か月以内に行われない

と司法上の救済を受ける機会を失うことになること

から、審査委員に対して不服の申出がなされたときに

際しては、別に行政事件訴訟法に基づく救済制度があ

ること及び同制度においては、訴えの提起の期間制限

があることを不服の申出をした者に教示する必要が

ある。 

(第13項関係) (第13項関係) 

本項は、審査委員を地方公務員法(昭和25年法律第2

61号)第３条第３項第３号に規定する非常勤の特別職

として設置したものであることから本条に定めるも

ののほか審査委員の職務の執行に関し必要な事項は、

市長に委任したものである。市長への委任に基づき逗

子市情報公開審査委員規則が制定されている。 

本項は、審査委員を地方公務員法(昭和25年法律第2

61号)第３条第３項第３号に規定する非常勤の特別職

として設置したものであることから本条に定めるも

ののほか審査委員の職務の執行に関し必要な事項は、

市長に委任したものである。市長への委任に基づき逗

子市情報公開審査委員規則が制定されている。 

第16条関係 第16条関係 

１ 趣旨 １ 趣旨 

本条は、情報公開運営審議会の設置並びにその組織

及び運営の基本的事項について定めたものである。 

本条は、情報公開運営審議会の設置並びにその組織

及び運営の基本的事項について定めたものである。 

２ 解釈 ２ 解釈 

(第１項関係) (第１項関係) 

情報公開制度は、知る権利を保障し、市民参加によ

る開かれた市政運営をしていくための重要な制度で

あることから、市民に信頼される公正、円滑な運営、

更に実施状況や社会情勢の変化等に対応して、より良

い制度への改善を図っていくことが望まれ、これらを

審議するため設置するものである。 

情報公開制度は、知る権利を保障し、市民参加によ

る開かれた市政運営をしていくための重要な制度で

あることから、市民に信頼される公正、円滑な運営、

更に実施状況や社会情勢の変化等に対応して、より良

い制度への改善を図っていくことが望まれ、これらを

審議するため設置するものである。 

なお、情報公開運営審議会(以下「審議会」という。)

は、市長の附属機関として設置するものである。 

なお、情報公開運営審議会(以下「審議会」という。)

は、市長の附属機関として設置するものである。 

(第２項関係) (第２項関係) 

審議会は、制度全般、非公開事項の見直し、情報管

理の改善、第22条の規定に基づく広報誌等の改善その

他制度の運営に関して、実施機関の諮問に応じて調査

審議し、答申する権限を持つほか、自ら調査審議して、

その結果を実施機関に建議する権限を併せ持つもの

とする。 

審議会は、制度全般、非公開事項の見直し、情報管

理の改善、第22条の規定に基づく広報誌等の改善その

他制度の運営に関して、実施機関の諮問に応じて調査

審議し、答申する権限を持つほか、自ら調査審議して、

その結果を実施機関に建議する権限を併せ持つもの

とする。 

(第３項関係) (第３項関係) 

審議会の委員は、７名以内をもって組織し、合議体

で運営する。 

審議会の委員は、７名以内をもって組織し、合議体

で運営する。 

(第４項関係) (第４項関係) 
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審議会は、第三者の意見を聴きながら運営すること

が強く望まれるものであるから、その委員は、市民、

情報公開制度について学識経験を有する者のうちか

ら市長が委嘱するものである。 

審議会は、第三者の意見を聴きながら運営すること

が強く望まれるものであるから、その委員は、市民、

情報公開制度について学識経験を有する者のうちか

ら市長が委嘱するものである。 

(第５項関係) (第５項関係) 

本項は、審議会の審議を充実させるため、情報公開

制度の救済機関として制度の実態を把握している審

査委員が審議会の委員も兼ねることができることを

規定したものである。 

本項は、審議会の審議を充実させるため、情報公開

制度の救済機関として制度の実態を把握している審

査委員が審議会の委員も兼ねることができることを

規定したものである。 

(第６項関係) (第６項関係) 

委員の任期は、委嘱の日から２年間とするものと

し、その再任を妨げないものとする。ただし、委員が

欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残

任期間とするものである。 

委員の任期は、委嘱の日から２年間とするものと

し、その再任を妨げないものとする。ただし、委員が

欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残

任期間とするものである。 

(第７項関係) (第７項関係) 

本項は、審議会を市長の附属機関として設置したも

のであることから、審議会の組織及び運営に関し必要

な事項は、市長に委任したものである。 

本項は、審議会を市長の附属機関として設置したも

のであることから、審議会の組織及び運営に関し必要

な事項は、市長に委任したものである。 

市長への委任に基づき逗子市情報公開運営審議会

規則が制定されている。 

市長への委任に基づき逗子市情報公開運営審議会

規則が制定されている。 

第17条関係 第17条関係 

１ 趣旨 １ 趣旨 

(1) 第１項は、他の法令又は条例により、この条例

と同一の方法による情報の公開請求の方途が定め

られている場合には、重ねてこの条例による公開を

認める必要がないことから、この条例の適用除外と

することを定めたものである。 

(1) 第１項は、他の法令又は条例により、この条例

と同一の方法による情報の公開請求の方途が定め

られている場合には、重ねてこの条例による公開を

認める必要がないことから、この条例の適用除外と

することを定めたものである。 

(2) 第２項は、図書館等において収集、保存してい

る情報については、条例第３条第１項に規定する情

報に該当するものではあるが、図書館等の施設の固

有の目的により管理されており、それ自体この条例

と同趣旨の閲覧手続が定められている等の理由か

ら、これらの情報については図書館等の利用規則等

に従うものとし、この条例の適用除外とすることを

定めたものである。 

(2) 第２項は、図書館等において収集、保存してい

る情報については、条例第３条第１項に規定する情

報に該当するものではあるが、図書館等の施設の固

有の目的により管理されており、それ自体この条例

と同趣旨の閲覧手続が定められている等の理由か

ら、これらの情報については図書館等の利用規則等

に従うものとし、この条例の適用除外とすることを

定めたものである。 

２ 解釈 ２ 解釈 

(第１項関係) (第１項関係) 

(1) 本項は、この条例の対象となる情報について、

実施機関が所管する事務・事業に係る法令又は条例

の規定により、閲覧、縦覧等又は謄本、抄本等の交

付が認められているものについては、この条例によ

る閲覧及び写しの交付との調整を図り、重ねて公開

(1) 本項は、この条例の対象となる情報について、

実施機関が所管する事務・事業に係る法令又は条例

の規定により、閲覧、縦覧等又は謄本、抄本等の交

付が認められているものについては、この条例によ

る閲覧及び写しの交付との調整を図り、重ねて公開
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を認める必要がないことから、この条例を適用しな

いことを定めたものである。他の法令又は条例で、

閲覧、縦覧等についてのみ定め、写しの交付につい

ては規定していないような場合には、この条例と同

一の方法による公開の方途が保障されているとは

いえず、この条例を適用するものとする。 

を認める必要がないことから、この条例を適用しな

いことを定めたものである。他の法令又は条例で、

閲覧、縦覧等についてのみ定め、写しの交付につい

ては規定していないような場合には、この条例と同

一の方法による公開の方途が保障されているとは

いえず、この条例を適用するものとする。 

なお、手続が限定されている場合は、次により解

釈するものとする。 

なお、手続が限定されている場合は、次により解

釈するものとする。 

ア 請求者の範囲が限定されている場合 ア 請求者の範囲が限定されている場合 

本項を適用させる前提が、「何人にも閲覧、縦

覧等又は謄本、抄本等の交付が認められている場

合」であることから、他の法令等が認めている請

求権者を含めてこの条例を適用するものとする。 

本項を適用させる前提が、「何人にも閲覧、縦

覧等又は謄本、抄本等の交付が認められている場

合」であることから、他の法令等が認めている請

求権者を含めてこの条例を適用するものとする。 

イ 期間が限定されている場合 イ 期間が限定されている場合 

限定されている期間内については、この条例は

適用しないが、それ以外の期間についてはこの条

例の適用を受けるものとする。 

限定されている期間内については、この条例は

適用しないが、それ以外の期間についてはこの条

例の適用を受けるものとする。 

ウ 情報の範囲が限定されている場合 ウ 情報の範囲が限定されている場合 

一事案のうちの一部についてのみ限定して縦

覧等を認めている場合には、この条例と同一の公

開方法が定められているとはいえず、この条例を

適用するものとする。 

一事案のうちの一部についてのみ限定して縦

覧等を認めている場合には、この条例と同一の公

開方法が定められているとはいえず、この条例を

適用するものとする。 

(2) 「法令」とは、第５条第２項第４号の解釈にもあ

るとおり、法律、政令、府令、省令その他の命令を

いう。 

(2) 「法令」とは、第５条第２項第４号の解釈にもあ

るとおり、法律、政令、府令、省令その他の命令を

いう。 

(第２項関係) (第２項関係) 

(1) 「図書館その他これに類する施設」とは、次に掲

げるものをいう。 

(1) 「図書館その他これに類する施設」とは、次に掲

げるものをいう。 

ア 図書館(図書館分室を含む) ア 図書館(図書館分室を含む) 

イ 市政情報広場 イ 市政情報広場 

ウ 議会図書室 ウ 議会図書室 

(2) 「市民の利用に供することを目的として収集し、

整理し、及び保存している図書、記録、図面等」と

は、図書館等が市民への閲覧等を目的に管理してい

る図書等を指し、当該施設の一般事務のために作成

又は取得した情報については本条第２項は適用せ

ず、実施機関の保存又は保管している情報として扱

うものとする。 

(2) 「市民の利用に供することを目的として収集し、

整理し、及び保存している図書、記録、図面等」と

は、図書館等が市民への閲覧等を目的に管理してい

る図書等を指し、当該施設の一般事務のために作成

又は取得した情報については本条第２項は適用せ

ず、実施機関の保存又は保管している情報として扱

うものとする。 

３ 運用 ３ 運用 

他の法令又は条例の規定により情報の閲覧若しく

は縦覧又は公文書の謄本、抄本等の交付の手続が定め

他の法令又は条例の規定により情報の閲覧若しく

は縦覧又は公文書の謄本、抄本等の交付の手続が定め
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られているものには、次のようなものがある。 られているものには、次のようなものがある。 

(1) 閲覧 (1) 閲覧 

・住民基本台帳の閲覧(住民基本台帳法第11条) ・住民基本台帳の閲覧(住民基本台帳法第11条) 

・地価公示に係る事項を記載した書面等の閲覧(地

価公示法第７条) 

・地価公示に係る事項を記載した書面等の閲覧(地

価公示法第７条) 

・自己を本人とする保有個人情報の閲覧・視聴取(個

人情報の保護に関する法律第87条) 

・自己を本人とする保有個人情報の閲覧・視聴取(個

人情報の保護に関する法律第87条) 

(2) 縦覧 (2) 縦覧 

・都市計画案の縦覧(都市計画法第17条) ・都市計画案の縦覧(都市計画法第17条) 

・選挙人名簿の縦覧(公職選挙法第23条) ・選挙人名簿の縦覧(公職選挙法第23条) 

・固定資産課税台帳の縦覧(地方税法第416条) ・固定資産課税台帳の縦覧(地方税法第416条) 

・区画整理事業計画の縦覧(土地区画整理法第20条) ・区画整理事業計画の縦覧(土地区画整理法第20条) 

(3) 写しの交付 (3) 写しの交付 

・戸籍の謄本・抄本の交付(戸籍法第10条) ・戸籍の謄本・抄本の交付(戸籍法第10条) 

・住民票の写しの交付(住民基本台帳法第12条) ・住民票の写しの交付(住民基本台帳法第12条) 

・自己を本人とする保有個人情報の写しの交付(個

人情報の保護に関する法律第87条) 

・自己を本人とする保有個人情報の写しの交付(個

人情報の保護に関する法律第87条) 

第18条関係 第18条関係 

１ 趣旨 １ 趣旨 

本条第１項は、情報の管理は情報公開制度の前提と

なるものであり、実効ある制度の確立に欠くことので

きない役割を担っていることから、この条例に基づく

公開請求及び一定期間経過後の情報の公表の対象と

なる情報が適正に管理され、また、適正に作成、分類

及び保存等がなされるよう、情報の管理の基本原則を

定めるとともに、本条第２項の規定により、管理され

ている情報の所在が検索できるように文書目録等の

作成を義務づけたものである。 

本条第１項は、情報の管理は情報公開制度の前提と

なるものであり、実効ある制度の確立に欠くことので

きない役割を担っていることから、この条例に基づく

公開請求及び一定期間経過後の情報の公表の対象と

なる情報が適正に管理され、また、適正に作成、分類

及び保存等がなされるよう、情報の管理の基本原則を

定めるとともに、本条第２項の規定により、管理され

ている情報の所在が検索できるように文書目録等の

作成を義務づけたものである。 

２ 解釈 ２ 解釈 

(1) 第１項は、情報公開制度が適切に運営されるた

めには、実施機関が、公開請求の対象となる情報を

適正に管理する必要があることを定めたものであ

る。 

(1) 第１項は、情報公開制度が適切に運営されるた

めには、実施機関が、公開請求の対象となる情報を

適正に管理する必要があることを定めたものであ

る。 

(2) 第２項は、情報公開制度が、何人にとっても分

かりやすく利用しやすいものとするため、実施機関

に対して情報の存在を明らかにすることを義務づ

け、その手段として文書目録等の作成を求めたもの

である。 

(2) 第２項は、情報公開制度が、何人にとっても分

かりやすく利用しやすいものとするため、実施機関

に対して情報の存在を明らかにすることを義務づ

け、その手段として文書目録等の作成を求めたもの

である。 

(3) 第３項は、一定期間経過後の情報の公表制度に

対応できるよう、実施機関に一部又は全部を非公開

とした情報について、当該情報の原本を条例第６条

(3) 第３項は、一定期間経過後の情報の公表制度に

対応できるよう、実施機関に公開請求に係る情報及

び一部公開決定された情報の電磁的記録を作成し、
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の２に定める一定期間経過後まで保存・保管すべき

義務を定めたものである。 

条例第６条の２に定める一定期間経過後まで保存・

保管すべき義務を定めたものである。 

３ 運用 ３ 運用 

(1) 文書目録及びその他の検索用資料は、市政情報

広場に備え置き、一般の閲覧に供する。 

(1) 文書目録及びその他の検索用資料は、市政情報

広場に備え置き、一般の閲覧に供する。 

(2) 情報公開課においては、目録のほかに、市民の

検索に資する資料を適宜作成し、閲覧に供するもの

とする。 

(2) 情報公開課においては、目録のほかに、市民の

検索に資する資料を適宜作成し、閲覧に供するもの

とする。 

(3) 一定期間経過後の情報の公表の対象となる情報

は、実施機関において20年ないし50年の保存・保管

をすることが必要となる。 

(3) 一定期間経過後の情報の公表の対象となる情報

は、実施機関において20年ないし50年の保存・保管

をすることが必要となる。 

このため、他の文書と同じフォルダーで保存する

と、逗子市文書管理規則(平成19年逗子市規則第15

号)に規定する保存年限が終了した段階で誤って廃

棄してしまうおそれがあるため、一部又は全部を非

公開とした情報については、他の文書と別綴りのフ

ォルダーで保存することが望ましい。 

長期にわたり情報を安全かつ確実に保存・保管す

るため、本条第３項において公開請求に係る情報及

び一部公開決定された情報について電磁的記録を

作成することとし、条例第６条の２の規定に基づく

公表の用に供することで、原本については逗子市文

書管理規則(平成19年逗子市規則第15号)に規定す

る保存年限に従い廃棄することができる。ただし、

条例第10条関係の運用（６）に留意することとする。 

なお、情報公開課及び実施機関は、年度ごとの非

公開文書一覧表を相互に保有するものとする。 

なお、情報公開課及び実施機関は、年度ごとの非

公開文書一覧表を相互に保有するものとする。 

第19条関係 第19条関係 

１ 趣旨 １ 趣旨 

(1) 市が出資その他財政上の援助を行う団体(以下

「出資団体等」という。)は、行政機関の事務の効率

化等に伴い増加の傾向にあるが、これらの団体の情

報公開の必要性が近年社会的要請として指摘され

ている。 

(1) 市が出資その他財政上の援助を行う団体(以下

「出資団体等」という。)は、行政機関の事務の効率

化等に伴い増加の傾向にあるが、これらの団体の情

報公開の必要性が近年社会的要請として指摘され

ている。 

出資団体等は、市とは別の法人格を有している

が、何らかの形で公費を支出し、かつ実質的にも市

の事務の一部を担っていることから、その公費の使

途や活動について当然市民への説明責任を負うと

考えられる。また、出資団体等が自ら情報公開を行

い、その業務内容や公費の使途等を積極的に明らか

にすることにより、存在意義が明確になり市民の理

解のもとに事業活動を進めることができるように

なる。 

出資団体等は、市とは別の法人格を有している

が、何らかの形で公費を支出し、かつ実質的にも市

の事務の一部を担っていることから、その公費の使

途や活動について当然市民への説明責任を負うと

考えられる。また、出資団体等が自ら情報公開を行

い、その業務内容や公費の使途等を積極的に明らか

にすることにより、存在意義が明確になり市民の理

解のもとに事業活動を進めることができるように

なる。 

こうしたことを前提に、本条では出資団体等が自

ら情報公開を推進すべきこと及び実施機関の指導、

支援について規定したものである。 

こうしたことを前提に、本条では出資団体等が自

ら情報公開を推進すべきこと及び実施機関の指導、

支援について規定したものである。 

(2) 本条第３項及び第４項は、出資団体等のうち実

施機関が指定するもの(以下「指定団体」という。)

(2) 本条第３項及び第４項は、出資団体等のうち実

施機関が指定するもの(以下「指定団体」という。)
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は、その管理する情報の公開についてこの条例に準

じた規程等を整備し適正な運用に努めること及び

実施機関の指導、支援について規定したものであ

る。 

は、その管理する情報の公開についてこの条例に準

じた規程等を整備し適正な運用に努めること及び

実施機関の指導、支援について規定したものであ

る。 

(3) 本条第５項及び第６項は、指定団体の情報公開

に関する不服の申出について条例で明記し、それに

対する実施機関及び審査委員の対応について規定

することにより、指定団体における情報公開制度の

実効性を確保しようとしたものである。 

(3) 本条第５項及び第６項は、指定団体の情報公開

に関する不服の申出について条例で明記し、それに

対する実施機関及び審査委員の対応について規定

することにより、指定団体における情報公開制度の

実効性を確保しようとしたものである。 

２ 解釈 ２ 解釈 

(1) 「市が出資その他財政上の援助を行う団体」と

は、市が資本金を出資し、基本財産を出捐し、又は

補助金、交付金等を支出するなど、何らかの財政的

援助を行っている団体をいう。 

(1) 「市が出資その他財政上の援助を行う団体」と

は、市が資本金を出資し、基本財産を出捐し、又は

補助金、交付金等を支出するなど、何らかの財政的

援助を行っている団体をいう。 

(2) 「指定団体」とは、次のいずれかに該当し、市長

が指定する団体をいう。 

(2) 「指定団体」とは、次のいずれかに該当し、市長

が指定する団体をいう。 

ア 市が資本金の出資又は基本財産の出捐(以下

「出資等」という。)をしている法人であって、指

定する日の属する年度の前々年度において、当該

法人の資本金又は基本財産等の総額に対する市

の出資等の比率が25パーセント以上を占め、か

つ、市の出資等の比率が最も大きいもの 

ア 市が資本金の出資又は基本財産の出捐(以下

「出資等」という。)をしている法人であって、指

定する日の属する年度の前々年度において、当該

法人の資本金又は基本財産等の総額に対する市

の出資等の比率が25パーセント以上を占め、か

つ、市の出資等の比率が最も大きいもの 

イ 指定する日の属する年度の前々年度において、

市が100万円以上の財政的援助をしている法人で

あって、市からの補助、交付等の額と受託料との

総額が決算額の50パーセント以上を占めるもの 

イ 指定する日の属する年度の前々年度において、

市が100万円以上の財政的援助をしている法人で

あって、市からの補助、交付等の額と受託料との

総額が決算額の50パーセント以上を占めるもの 

ウ 前２号に規定する団体以外の出資団体等であ

って、市長が指定の必要を認め、かつ、指定する

ことについて事前に承諾が得られたもの 

ウ 前２号に規定する団体以外の出資団体等であ

って、市長が指定の必要を認め、かつ、指定する

ことについて事前に承諾が得られたもの 

(3) 「情報の公開について、公開の申出の手続、公開

の申出に係る回答に対して不服の申出があったと

きの手続その他必要な事項を定めた規程等を整備

し、当該規程等を適正に運用するよう努め」とは、

この条例の趣旨にのっとり、指定団体が自ら情報の

公開を行い、又その決定に対し不服が出された場合

に必要な手続きがとれるよう制度を整備すること

をいい、具体的にはこの条例に準じた規程等を定

め、指定団体の管理する情報が原則として公開され

る仕組みを作り、また不服の申出があった場合にも

対応できるように、適正に制度を運用していくよう

に努めることをいう。 

(3) 「情報の公開について、公開の申出の手続、公開

の申出に係る回答に対して不服の申出があったと

きの手続その他必要な事項を定めた規程等を整備

し、当該規程等を適正に運用するよう努め」とは、

この条例の趣旨にのっとり、指定団体が自ら情報の

公開を行い、又その決定に対し不服が出された場合

に必要な手続きがとれるよう制度を整備すること

をいい、具体的にはこの条例に準じた規程等を定

め、指定団体の管理する情報が原則として公開され

る仕組みを作り、また不服の申出があった場合にも

対応できるように、適正に制度を運用していくよう

に努めることをいう。 

(4) 「不服の申出があったときは、当該指定をした (4) 「不服の申出があったときは、当該指定をした
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実施機関に対し助言を求めることができる」、「助

言を求められた実施機関は、審査委員に意見を聴く

ことができる」とは、指定団体は、市とは別の法人

格を持った独立した法人であることから、この条例

の救済機関である審査委員を直接かかわしめるこ

とができないため、指定法人の情報公開に関して不

服の申出があった場合には、指定団体は実施機関に

助言を求め、助言を求められた実施機関が審査委員

の意見を聴くことができるとして、間接的に審査委

員の意見を反映できる仕組みを条例で規定したも

のである。 

実施機関に対し助言を求めることができる」、「助

言を求められた実施機関は、審査委員に意見を聴く

ことができる」とは、指定団体は、市とは別の法人

格を持った独立した法人であることから、この条例

の救済機関である審査委員を直接かかわしめるこ

とができないため、指定法人の情報公開に関して不

服の申出があった場合には、指定団体は実施機関に

助言を求め、助言を求められた実施機関が審査委員

の意見を聴くことができるとして、間接的に審査委

員の意見を反映できる仕組みを条例で規定したも

のである。 

３ 運用 ３ 運用 

(1) 本条を実効性あるものとするためには、出資団

体等が情報公開制度の趣旨や目的を十分に理解し、

率先して制度の推進に取り組むことも重要である

が、それと並んで実施機関による適正な指導、支援

が不可欠である。実施機関は情報公開制度の趣旨や

目的について出資団体等へ時機を捉えて周知、啓発

を図り、規程等の制定や運用について必要に応じて

指導、支援を行うことはもちろんであるが、情報公

開制度の前提となる文書の管理や財務会計などの

基本的制度の整備などについても、指定団体の規模

や性質に配慮の上、支援していくことが必要であ

る。 

(1) 本条を実効性あるものとするためには、出資団

体等が情報公開制度の趣旨や目的を十分に理解し、

率先して制度の推進に取り組むことも重要である

が、それと並んで実施機関による適正な指導、支援

が不可欠である。実施機関は情報公開制度の趣旨や

目的について出資団体等へ時機を捉えて周知、啓発

を図り、規程等の制定や運用について必要に応じて

指導、支援を行うことはもちろんであるが、情報公

開制度の前提となる文書の管理や財務会計などの

基本的制度の整備などについても、指定団体の規模

や性質に配慮の上、支援していくことが必要であ

る。 

(2) 出資団体等の情報公開について条例で定めるも

ののほか具体的事項は「逗子市の出資団体等の情報

公開に関する要綱」において定める。 

(2) 出資団体等の情報公開について条例で定めるも

ののほか具体的事項は「逗子市の出資団体等の情報

公開に関する要綱」において定める。 

第20条関係 第20条関係 

１ 趣旨 １ 趣旨 

第２条解釈運用基準でも述べているとおり、情報公

開制度の一層の充実には、幅広い情報提供と、有形・

無形の情報の公開が必要であるが、このうちの無形情

報は、会議での発言等その場で生み出される物理的記

録によらない情報を指している。この無形情報はいか

なる媒体にも記録されていないという性質上、情報公

開制度の直接の対象とはなり得ないが、制度の趣旨か

ら考えれば情報の一形態として当然公開されるべき

ものであり、本条において原則公開を定めたものであ

る。 

第２条解釈運用基準でも述べているとおり、情報公

開制度の一層の充実には、幅広い情報提供と、有形・

無形の情報の公開が必要であるが、このうちの無形情

報は、会議での発言等その場で生み出される物理的記

録によらない情報を指している。この無形情報はいか

なる媒体にも記録されていないという性質上、情報公

開制度の直接の対象とはなり得ないが、制度の趣旨か

ら考えれば情報の一形態として当然公開されるべき

ものであり、本条において原則公開を定めたものであ

る。 

２ 解釈 ２ 解釈 

(第１項関係) (第１項関係) 

(1) 本項では、地方自治法第138条の４第３項の規定 (1) 本項では、地方自治法第138条の４第３項の規定
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に基づき、調停、審査、審議又は調査等を行うため

に設置された附属機関及び計画の策定等に当たり

市政運営上の意見交換等を行う目的で市長その他

の執行機関が要綱等を根拠に設置した懇話会等は、

原則として公開する旨定めているが、その例外とし

て会議を公開しないことができる事項を本項各号

に規定している。 

に基づき、調停、審査、審議又は調査等を行うため

に設置された附属機関及び計画の策定等に当たり

市政運営上の意見交換等を行う目的で市長その他

の執行機関が要綱等を根拠に設置した懇話会等は、

原則として公開する旨定めているが、その例外とし

て会議を公開しないことができる事項を本項各号

に規定している。 

なお、その内容は、以下のとおりとなっている。 なお、その内容は、以下のとおりとなっている。 

ア 第１号関係 ア 第１号関係 

法律、政令、府令、省令その他の命令及び条例

の規定に、会議を非公開とする旨の規定がある場

合には非公開とすることができる。 

法律、政令、府令、省令その他の命令及び条例

の規定に、会議を非公開とする旨の規定がある場

合には非公開とすることができる。 

イ 第２号関係 イ 第２号関係 

第５条第２項各号又は第８条の規定に該当す

る事項を会議で審議する場合には非公開とする

ことができる。 

第５条第２項各号又は第８条の規定に該当す

る事項を会議で審議する場合には非公開とする

ことができる。 

非公開となる第５条第２項各号及び第８条の

規定の内容及び公開又は非公開を判断するため

の検討方法については、次のとおりである。 

非公開となる第５条第２項各号及び第８条の

規定の内容及び公開又は非公開を判断するため

の検討方法については、次のとおりである。 

(ア) 第５条第２項各号の内容 (ア) 第５条第２項各号の内容 

a 個人に関する情報(第５条第２項第１号) a 個人に関する情報(第５条第２項第１号) 

b 法人等に関する情報(第５条第２項第２号) b 法人等に関する情報(第５条第２項第２号) 

c 行政運営に関する情報(第５条第２項第３

号) 

c 行政運営に関する情報(第５条第２項第３

号) 

① 意思形成過程に関する情報(第５条第２

項第３号ア) 

① 意思形成過程に関する情報(第５条第２

項第３号ア) 

② 協力関係に関する情報(第５条第２項第

３号イ) 

② 協力関係に関する情報(第５条第２項第

３号イ) 

③ 事務・事業の実施に関する情報(第５条

第２項第３号ウ) 

③ 事務・事業の実施に関する情報(第５条

第２項第３号ウ) 

④ 犯罪誘発に関する情報(第５条第２項第

３号エ) 

④ 犯罪誘発に関する情報(第５条第２項第

３号エ) 

d 法令秘に関する情報(第５条第２項第４号) d 法令秘に関する情報(第５条第２項第４号) 

(イ) 第８条の内容 (イ) 第８条の内容 

情報が存在しているかどうかを答えるだけ

で、明らかに特定個人の生命、身体又は名誉が

侵害される場合の存否応答拒否に関する事項 

情報が存在しているかどうかを答えるだけ

で、明らかに特定個人の生命、身体又は名誉が

侵害される場合の存否応答拒否に関する事項 

(ウ) 会議の公開又は非公開の判断の方法 (ウ) 会議の公開又は非公開の判断の方法 

会議の公開又は非公開の判断は、会議録のよ

うに会議の結果を記録した情報について判断

することと異なり、将来開かれる会議において

会議の公開又は非公開の判断は、会議録のよ

うに会議の結果を記録した情報について判断

することと異なり、将来開かれる会議において
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前記(ア)のaからdまでの非公開情報に係る事

項を審議するか否かについて検討することに

なる。 

前記(ア)のaからdまでの非公開情報に係る事

項を審議するか否かについて検討することに

なる。 

そのため、次のような検討の方法が考えられ

る。 

そのため、次のような検討の方法が考えられ

る。 

a 審議すること自体が非公開事項に該当する

か否かを検討する。 

a 審議すること自体が非公開事項に該当する

か否かを検討する。 

b 非公開事項に該当する発言がなければ審議

できないか否かを検討する。 

b 非公開事項に該当する発言がなければ審議

できないか否かを検討する。 

c 非公開事項に該当する発言がなされる可能

性が高いか否かを検討する。 

c 非公開事項に該当する発言がなされる可能

性が高いか否かを検討する。 

ウ 第３号関係 ウ 第３号関係 

会議を公開することにより会議の運営が妨害

されたり、委員への不当な圧力がかけられたりす

ることによって、公正かつ円滑な会議運営が図れ

ないことが確実に予測される場合は非公開にす

ることができる。 

会議を公開することにより会議の運営が妨害

されたり、委員への不当な圧力がかけられたりす

ることによって、公正かつ円滑な会議運営が図れ

ないことが確実に予測される場合は非公開にす

ることができる。 

例えば、これまで、傍聴者の発言を制止してい

るにもかかわらず、これを無視して発言され、会

議運営に著しい支障があったことが繰り返され

ているなど同様の事態を招く可能性が高い場合

が考えられる。 

例えば、これまで、傍聴者の発言を制止してい

るにもかかわらず、これを無視して発言され、会

議運営に著しい支障があったことが繰り返され

ているなど同様の事態を招く可能性が高い場合

が考えられる。 

(2) 「実施機関の設置する懇話会等の会議」とは、計

画の策定等に当たり市政運営上の意見交換等を行

うため市長その他の執行機関が要綱等により設け

る附属機関以外の会議をいう。 

(2) 「実施機関の設置する懇話会等の会議」とは、計

画の策定等に当たり市政運営上の意見交換等を行

うため市長その他の執行機関が要綱等により設け

る附属機関以外の会議をいう。 

(第２項関係) (第２項関係) 

(1) 審議会の答申において「庁内会議については、

その性質上公開が困難となる場合が多くあると思

われる」と述べているとおり、庁内会議の公開は附

属機関等の会議の公開と比べ、審議事項自体が非公

開となる場合又は非公開事項に該当する発言をし

なければ審議ができなくなる場合など公開するこ

とが困難となる場合が多くあると予想されるが、こ

の規定では第１項を設けた趣旨及び市民による市

政への参加を促進するといった条例の目的を踏ま

え、できる限り第１項で原則公開とされている附属

機関や懇話会等に準じて公開に努めるよう規定し

たものである。 

(1) 審議会の答申において「庁内会議については、

その性質上公開が困難となる場合が多くあると思

われる」と述べているとおり、庁内会議の公開は附

属機関等の会議の公開と比べ、審議事項自体が非公

開となる場合又は非公開事項に該当する発言をし

なければ審議ができなくなる場合など公開するこ

とが困難となる場合が多くあると予想されるが、こ

の規定では第１項を設けた趣旨及び市民による市

政への参加を促進するといった条例の目的を踏ま

え、できる限り第１項で原則公開とされている附属

機関や懇話会等に準じて公開に努めるよう規定し

たものである。 

(2) この規定による「庁内会議」とは、原則として実

施機関の職員のみで構成され、かつ公示や令達等の

一定の手続を経て庁内的に認知されることになる

(2) この規定による「庁内会議」とは、原則として実

施機関の職員のみで構成され、かつ公示や令達等の

一定の手続を経て庁内的に認知されることになる
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規則、規程又は要綱に基づいて設置されたものであ

り、具体的には逗子市庁議規程第２条で規定されて

いる会議をはじめとして逗子市職員提案規程の審

査会、逗子市行財政改革推進本部の会議及び部会、

逗子市環境基本計画推進協議会などが該当する。 

規則、規程又は要綱に基づいて設置されたものであ

り、具体的には逗子市庁議規程第２条で規定されて

いる会議をはじめとして逗子市職員提案規程の審

査会、逗子市行財政改革推進本部の会議及び部会、

逗子市環境基本計画推進協議会などが該当する。 

３ 運用 ３ 運用 

(第１項関係) (第１項関係) 

(1) 会議の部分的な公開 (1) 会議の部分的な公開 

審議事項の一部が非公開情報に該当する場合は、

会議全体を非公開とせず、非公開情報に該当する事

項を審議するときに限り非公開とし、他の事項を審

議するときは公開するものとする。 

審議事項の一部が非公開情報に該当する場合は、

会議全体を非公開とせず、非公開情報に該当する事

項を審議するときに限り非公開とし、他の事項を審

議するときは公開するものとする。 

(2) 非公開の会議の開催と当該会議の議事録や配付

資料等の公開とは性質を異にするものであり、当該

議事録等に対して公開請求がなされた場合には、第

５条第２項各号の非公開情報に該当するか否かの

判断により決定するものとする。 

(2) 非公開の会議の開催と当該会議の議事録や配付

資料等の公開とは性質を異にするものであり、当該

議事録等に対して公開請求がなされた場合には、第

５条第２項各号の非公開情報に該当するか否かの

判断により決定するものとする。 

(3) 会議の事前公表 (3) 会議の事前公表 

広報誌などにより会議名、開催日時、場所、その

他必要な事項を事前に公表するよう努めるものと

する。 

広報誌などにより会議名、開催日時、場所、その

他必要な事項を事前に公表するよう努めるものと

する。 

また、公表後に公表内容に変更を生じた場合にも

広報誌やホームページ等を活用して的確に周知す

るよう努めるものとする。 

また、公表後に公表内容に変更を生じた場合にも

広報誌やホームページ等を活用して的確に周知す

るよう努めるものとする。 

(4) 傍聴者の範囲 (4) 傍聴者の範囲 

何人も会議を傍聴することができる。ただし、傍

聴希望者が定員を超えた場合は、抽選等の方法をも

って傍聴者を選出するものとする。 

何人も会議を傍聴することができる。ただし、傍

聴希望者が定員を超えた場合は、抽選等の方法をも

って傍聴者を選出するものとする。 

(5) 傍聴者名簿等の記載について (5) 傍聴者名簿等の記載について 

傍聴者名簿等の記載を求めることは、傍聴者の氏

名や住所など個人情報を保有することになるので、

個人情報の保護に関する法律第61条で規定されて

いる限度を超えて傍聴者名簿等の記載を求めるこ

とはできないことになる。 

傍聴者名簿等の記載を求めることは、傍聴者の氏

名や住所など個人情報を保有することになるので、

個人情報の保護に関する法律第61条で規定されて

いる限度を超えて傍聴者名簿等の記載を求めるこ

とはできないことになる。 

参考：個人情報の保護に関する法律第61条 参考：個人情報の保護に関する法律第61条 

「(第１項)行政機関等は、個人情報を保有す

るに当たっては、法令(条例を含む。)の定める

所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合

に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定

しなければならない。(第２項)行政機関等は、

前項の規定により特定された利用目的の達成

に必要な範囲を超えて、個人情報を保有しては

「(第１項)行政機関等は、個人情報を保有す

るに当たっては、法令(条例を含む。)の定める

所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合

に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定

しなければならない。(第２項)行政機関等は、

前項の規定により特定された利用目的の達成

に必要な範囲を超えて、個人情報を保有しては
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ならない。」 ならない。」 

例えば、傍聴者名簿等の記載を求める理由が

①忘れ物があったときに対応するため、②会議

終了後傍聴者に連絡する必要があるときに対

応するため、③資料を後日送付するときに対応

するため、④事故・災害・急病等が生じたとき

に対応するため又は⑤会議が妨害されたとき

に対応するためといった場合は、①～⑤の事案

が生じたときに個人情報を個別に収集するこ

とで対応が可能となることから、常に傍聴者名

簿等の記載を求めて個人情報を収集する必要

がないため、個人情報の保護に関する法律第61

条で規定する限度を超えるものと考えられる。

したがって、前記①～⑤の理由をもって傍聴者

名簿等の記載を求めてはならないことになる。 

例えば、傍聴者名簿等の記載を求める理由が

①忘れ物があったときに対応するため、②会議

終了後傍聴者に連絡する必要があるときに対

応するため、③資料を後日送付するときに対応

するため、④事故・災害・急病等が生じたとき

に対応するため又は⑤会議が妨害されたとき

に対応するためといった場合は、①～⑤の事案

が生じたときに個人情報を個別に収集するこ

とで対応が可能となることから、常に傍聴者名

簿等の記載を求めて個人情報を収集する必要

がないため、個人情報の保護に関する法律第61

条で規定する限度を超えるものと考えられる。

したがって、前記①～⑤の理由をもって傍聴者

名簿等の記載を求めてはならないことになる。 

また、裁判所では傍聴者名等の記載を求めて

いないが、これまでそのことにより支障を来た

したことがないという事例もある。 

また、裁判所では傍聴者名等の記載を求めて

いないが、これまでそのことにより支障を来た

したことがないという事例もある。 

なお、傍聴者名簿等の記載が「利用目的の達

成に必要な範囲を超えないもの」と判断できる

場合であっても、連記式の名簿では先に記載し

た傍聴者の個人情報を後から記載しようとす

る傍聴者に知られてしまうことになるため、一

人一枚のカード方式にすべきである。 

なお、傍聴者名簿等の記載が「利用目的の達

成に必要な範囲を超えないもの」と判断できる

場合であっても、連記式の名簿では先に記載し

た傍聴者の個人情報を後から記載しようとす

る傍聴者に知られてしまうことになるため、一

人一枚のカード方式にすべきである。 

(6) 会議録の作成 (6) 会議録の作成 

附属機関及び懇話会等を所管する実施機関は、公

開、非公開にかかわらず、会議終了後速やかに会議

録を作成するものとする。 

附属機関及び懇話会等を所管する実施機関は、公

開、非公開にかかわらず、会議終了後速やかに会議

録を作成するものとする。 

なお、会議録の作成にあたっては、発言者の氏名

を記載するよう努めるものとする。 

なお、会議録の作成にあたっては、発言者の氏名

を記載するよう努めるものとする。 

また、実施機関の職員の発言部分については、長

期間を経た後に閲覧等する場合を考慮して、職名

(事務職員、技術職員等)及び補職名(部長、次長、課

長、係長、参事、主幹等)のみを記載せず氏名も記載

するものとする。 

また、実施機関の職員の発言部分については、長

期間を経た後に閲覧等する場合を考慮して、職名

(事務職員、技術職員等)及び補職名(部長、次長、課

長、係長、参事、主幹等)のみを記載せず氏名も記載

するものとする。 

(第２項関係) (第２項関係) 

(1) 庁内会議の傍聴申請を拒否する場合の留意事項 (1) 庁内会議の傍聴申請を拒否する場合の留意事項 

庁内会議の傍聴申請を拒否する行為は、行政処分

に当たらないため、行政不服審査法による審査請求

や審査委員に対する不服の申出の対象にならない。

ただし、平成15年１月には庁内会議の傍聴申請を拒

否したことに対し、審査委員に相談申出が提出さ

庁内会議の傍聴申請を拒否する行為は、行政処分

に当たらないため、行政不服審査法による審査請求

や審査委員に対する不服の申出の対象にならない。

ただし、平成15年１月には庁内会議の傍聴申請を拒

否したことに対し、審査委員に相談申出が提出さ
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れ、その結果、審査委員から次のとおり助言がなさ

れている。 

れ、その結果、審査委員から次のとおり助言がなさ

れている。 

「実施機関が傍聴を認めなかったことは、その裁

量の範囲内と解するが、本市情報公開条例が市民の

知る権利及び市政への参加を保障している趣旨や、

市民サービスの徹底という見地から、傍聴申請があ

ったときは、会議の設置目的、当該議題等から自由

な発言を確保できるかどうかを検討し、非公開とす

るときには、傍聴申請者にその合理的な理由を明確

にすることが妥当である。」 

「実施機関が傍聴を認めなかったことは、その裁

量の範囲内と解するが、本市情報公開条例が市民の

知る権利及び市政への参加を保障している趣旨や、

市民サービスの徹底という見地から、傍聴申請があ

ったときは、会議の設置目的、当該議題等から自由

な発言を確保できるかどうかを検討し、非公開とす

るときには、傍聴申請者にその合理的な理由を明確

にすることが妥当である。」 

したがって、庁内会議の傍聴申請を拒否する場

合、実施機関は上記の助言に沿って対応するものと

する。 

したがって、庁内会議の傍聴申請を拒否する場

合、実施機関は上記の助言に沿って対応するものと

する。 

(2) 庁内会議に関する事前公表について (2) 庁内会議に関する事前公表について 

あらかじめ、公開が可能と判断できる会議につい

ては、事前公表するよう努めるものとする。また、

部長会議及び部課長会議のように定例的に開催さ

れる会議については、開催される曜日、時間及び場

所等を定時的に公表するものとする。 

あらかじめ、公開が可能と判断できる会議につい

ては、事前公表するよう努めるものとする。また、

部長会議及び部課長会議のように定例的に開催さ

れる会議については、開催される曜日、時間及び場

所等を定時的に公表するものとする。 

第21条関係 第21条関係 

１ 趣旨 １ 趣旨 

本条は、制度の適正な運用を確保するため、運用状

況及び一定期間経過後の情報公表の状況の公表につ

いて定めたものである。 

本条は、制度の適正な運用を確保するため、運用状

況及び一定期間経過後の情報公表の状況の公表につ

いて定めたものである。 

２ 解釈 ２ 解釈 

実施機関は、毎年度この条例の運用状況及び一定期

間経過後の情報公表の状況をまとめ、市民への理解と

信頼を深め、より公正な制度運営を図るため、一般に

公表することを義務付けるものである。 

実施機関は、毎年度この条例の運用状況及び一定期

間経過後の情報公表の状況をまとめ、市民への理解と

信頼を深め、より公正な制度運営を図るため、一般に

公表することを義務付けるものである。 

３ 運用 ３ 運用 

(1) 運用状況及び一定期間経過後の情報公表の状況

の公表は、次により行うものとする。 

(1) 運用状況及び一定期間経過後の情報公表の状況

の公表は、次により行うものとする。 

ア 情報公開の運用状況の公表事項 ア 情報公開の運用状況の公表事項 

(ア) 請求書受領件数 (ア) 請求書受領件数 

(イ) 公開件数 (イ) 公開件数 

(ウ) 公開拒否件数 (ウ) 公開拒否件数 

(エ) 情報不存在件数 (エ) 情報不存在件数 

(オ) 情報存否応答拒否件数 (オ) 情報存否応答拒否件数 

(カ) 却下件数 (カ) 却下件数 

(キ) 審査請求の件数 (キ) 審査請求の件数 

(ク) 審査請求の処理状況 (ク) 審査請求の処理状況 
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(ケ) 不服の申出の件数 (ケ) 不服の申出の件数 

(コ) 不服の申出の処理状況 (コ) 不服の申出の処理状況 

(サ) その他必要な事項 (サ) その他必要な事項 

イ 一定期間経過後の情報の公表事項 イ 一定期間経過後の情報の公表事項 

(ア) 公表をしないと判断をした情報の項目 (ア) 公表をしないと判断をした情報の項目 

(イ) 公表をしない理由 (イ) 公表をしない理由 

(ウ) 非公表件数 (ウ) 非公表件数 

(エ) その他必要な事項 (エ) その他必要な事項 

ウ 公表の時期 ウ 公表の時期 

情報公開課は、毎年、年度開始後速やかに前年

度の運用状況を公表するものとする。 

情報公開課は、毎年、年度開始後速やかに前年

度の運用状況を公表するものとする。 

エ 公表の方法 エ 公表の方法 

「広報ずし」に掲載等して公表するものであ

る。 

「広報ずし」に掲載等して公表するものであ

る。 

オ 公表は、各実施機関ごとに行うものであるが、

統一的な公表とするため、情報公開課において取

りまとめを行うものとする。 

オ 公表は、各実施機関ごとに行うものであるが、

統一的な公表とするため、情報公開課において取

りまとめを行うものとする。 

第22条関係 第22条関係 

１ 趣旨 １ 趣旨 

情報提供は、情報公開と表裏一体であるとともに、

相互に補完する関係にあり、情報提供の積極的な推進

が「知る権利」を保障することと「行政の説明責任」

を果たす上で重要な要素となる。そのことから第２条

第１号には条例の基本原則の一つとして「市の保有す

る情報を積極的に市民の利用に供するため、情報提供

の推進に努めるものとする。」と規定されている。本

条はその基本原則をさらに実効性を持たせるための

方策として、具体的な情報提供の推進について規定し

たものである。 

情報提供は、情報公開と表裏一体であるとともに、

相互に補完する関係にあり、情報提供の積極的な推進

が「知る権利」を保障することと「行政の説明責任」

を果たす上で重要な要素となる。そのことから第２条

第１号には条例の基本原則の一つとして「市の保有す

る情報を積極的に市民の利用に供するため、情報提供

の推進に努めるものとする。」と規定されている。本

条はその基本原則をさらに実効性を持たせるための

方策として、具体的な情報提供の推進について規定し

たものである。 

２ 解釈 ２ 解釈 

(1) 情報提供の推進に努める情報 (1) 情報提供の推進に努める情報 

市の重要な施策に係る条例の制定及び計画の策

定に関する情報、予算に関する情報、市民生活に影

響を与える手数料等の公共料金に関する情報につ

いては、次のとおり正確でわかりやすく市民に提供

するよう努めなければならない。 

市の重要な施策に係る条例の制定及び計画の策

定に関する情報、予算に関する情報、市民生活に影

響を与える手数料等の公共料金に関する情報につ

いては、次のとおり正確でわかりやすく市民に提供

するよう努めなければならない。 

ア 市の重要な施策に係る条例案を市議会に提案

する場合には、条例制定の必要性、条例全体の仕

組み、個々の条文について代替案を含めた検討の

内容等具体的な理由を市民に提供する。具体的に

は次の事項に該当する条例が対象となる。 

ア 市の重要な施策に係る条例案を市議会に提案

する場合には、条例制定の必要性、条例全体の仕

組み、個々の条文について代替案を含めた検討の

内容等具体的な理由を市民に提供する。具体的に

は次の事項に該当する条例が対象となる。 
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(ア) 総合計画に位置付けられているもの (ア) 総合計画に位置付けられているもの 

例…逗子市の良好な都市環境をつくる条例、

逗子市まちづくり条例、逗子市みどり条例 

例…逗子市の良好な都市環境をつくる条例、

逗子市まちづくり条例、逗子市みどり条例 

(イ) 市民生活に影響を与える規制に関するも

の 

(イ) 市民生活に影響を与える規制に関するも

の 

例…逗子市空き缶等の散乱防止等に関する

条例 

例…逗子市空き缶等の散乱防止等に関する

条例 

イ 市の重要な施策に係る計画を策定する場合に

は、計画の必要性、計画全体の仕組み、計画の具

体的な内容(代替案を含めた検討の内容を含む。)

を市民に提供する。具体的には次の事項に該当す

る計画が対象となる。 

イ 市の重要な施策に係る計画を策定する場合に

は、計画の必要性、計画全体の仕組み、計画の具

体的な内容(代替案を含めた検討の内容を含む。)

を市民に提供する。具体的には次の事項に該当す

る計画が対象となる。 

(ア) 長期的な計画 (ア) 長期的な計画 

例…総合計画 例…総合計画 

(イ) 重要な基本計画 (イ) 重要な基本計画 

例…環境基本計画 例…環境基本計画 

ウ 予算に関する情報については、予算形成過程の

情報のうち事業選択に係る情報を積極的に市民

に提供する。 

ウ 予算に関する情報については、予算形成過程の

情報のうち事業選択に係る情報を積極的に市民

に提供する。 

例…市長ヒアリング及び事業査定の結果に関

する情報 

例…市長ヒアリング及び事業査定の結果に関

する情報 

エ 市民生活に影響を与える手数料等の公共料金

に関する情報については、料金の値上げ等に際

し、事前に市民に情報提供する。 

エ 市民生活に影響を与える手数料等の公共料金

に関する情報については、料金の値上げ等に際

し、事前に市民に情報提供する。 

例…諸証明等の手数料 例…諸証明等の手数料 

下水道の使用料や市営住宅の家賃など 下水道の使用料や市営住宅の家賃など 

(2) 前記(1)以外の情報であっても、同種の情報が繰

り返して公開請求され、かつ公開されている情報は

第９条等の手続を行わず情報提供するものとする。 

(2) 前記(1)以外の情報であっても、同種の情報が繰

り返して公開請求され、かつ公開されている情報は

第９条等の手続を行わず情報提供するものとする。 

(3) 広報誌等の改善 (3) 広報誌等の改善 

ア 実施機関は、広報ずし、市のホームページ等に

よる情報提供について、市民が必要とする情報を

的確かつ容易に利用できるよう改善に努めなけ

ればならない。 

ア 実施機関は、広報ずし、市のホームページ等に

よる情報提供について、市民が必要とする情報を

的確かつ容易に利用できるよう改善に努めなけ

ればならない。 

イ 広報誌等による情報提供が情報公開制度上の

重要な事項であるとの観点から、審議会に広報誌

等の情報提供の在り方等について定時的に諮問

し、その答申に応じて改善を図るものとする。 

イ 広報誌等による情報提供が情報公開制度上の

重要な事項であるとの観点から、審議会に広報誌

等の情報提供の在り方等について定時的に諮問

し、その答申に応じて改善を図るものとする。 

ウ 審議会は、前記イの諮問に応じるほか、広報誌

等の改善について独自に調査するとともに、市民

からの提案がなされた場合についても審議し意

ウ 審議会は、前記イの諮問に応じるほか、広報誌

等の改善について独自に調査するとともに、市民

からの提案がなされた場合についても審議し意
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見を述べることができる。 見を述べることができる。 

第23条関係 第23条関係 

１ 趣旨 １ 趣旨 

指定管理者が公の施設の管理に関する業務を代行

し、その業務等に関して市から指示を受けるものであ

ることを踏まえ、指定管理者が当該業務に関して保有

する情報の公開について規定するものである。 

指定管理者が公の施設の管理に関する業務を代行

し、その業務等に関して市から指示を受けるものであ

ることを踏まえ、指定管理者が当該業務に関して保有

する情報の公開について規定するものである。 

また、指定管理者による公の施設の管理及び運営に

対する利用者や市民の参加、住民監査請求など市民に

よるチェックシステムは十分なものではないという

批判があることも本条を設けた要因となっている。 

また、指定管理者による公の施設の管理及び運営に

対する利用者や市民の参加、住民監査請求など市民に

よるチェックシステムは十分なものではないという

批判があることも本条を設けた要因となっている。 

なお、財政面及び人事面において市から援助を受

け、市の事務を代行している土地開発公社のような法

人等が設立され、指定管理者に指定されるような場合

には、本条を適用せず、条例を改正して実施機関とし

て取扱うことになる。 

なお、財政面及び人事面において市から援助を受

け、市の事務を代行している土地開発公社のような法

人等が設立され、指定管理者に指定されるような場合

には、本条を適用せず、条例を改正して実施機関とし

て取扱うことになる。 

２ 解釈 ２ 解釈 

(第１項関係) (第１項関係) 

本項は、指定管理者が公の施設の管理を行うに当た

って保有する情報の公開に努めなければならない旨

を規定したものである。 

本項は、指定管理者が公の施設の管理を行うに当た

って保有する情報の公開に努めなければならない旨

を規定したものである。 

具体的には、情報公開の手続について第３項の規定

に基づく実施機関の求めに応じること、適正に情報の

管理を行うこと及び積極的な情報提供等に努めるこ

とである。 

具体的には、情報公開の手続について第３項の規定

に基づく実施機関の求めに応じること、適正に情報の

管理を行うこと及び積極的な情報提供等に努めるこ

とである。 

(第２項関係) (第２項関係) 

本項は、何人も指定実施機関に対し、前項に規定す

る指定管理者が公の施設の管理を行うに当たって保

有する情報について公開請求することができる旨を

規定したものである。 

本項は、何人も指定実施機関に対し、前項に規定す

る指定管理者が公の施設の管理を行うに当たって保

有する情報について公開請求することができる旨を

規定したものである。 

なお、本項及び次項は、指定管理者となる法人や団

体等が情報公開制度を実施した場合において過度の

負担にならないこと、当該法人や団体等の独立性を保

障することができること及び行政不服審査法や第15

条の規定に基づく救済等も可能になることなどを理

由として設けたものであり、具体的には、指定管理者

が指定実施機関の求めに応じて公開請求の対象とな

る情報を提出することにより、当該情報は指定実施機

関の保有する情報になるため、公開請求の手続(第９

条)、公開又は非公開の決定手続(第10条)、情報の公

開手続(第12条)及び審査委員の救済手続(第15条)等

条例に基づいてすべて指定実施機関が処理すること

なお、本項及び次項は、指定管理者となる法人や団

体等が情報公開制度を実施した場合において過度の

負担にならないこと、当該法人や団体等の独立性を保

障することができること及び行政不服審査法や第15

条の規定に基づく救済等も可能になることなどを理

由として設けたものであり、具体的には、指定管理者

が指定実施機関の求めに応じて公開請求の対象とな

る情報を提出することにより、当該情報は指定実施機

関の保有する情報になるため、公開請求の手続(第９

条)、公開又は非公開の決定手続(第10条)、情報の公

開手続(第12条)及び審査委員の救済手続(第15条)等

条例に基づいてすべて指定実施機関が処理すること
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になる。 になる。 

(第３項関係) (第３項関係) 

指定管理者を指定した実施機関は、前項に規定する

公開請求があったときは、その対象となる情報を提出

するよう指定管理者に求めなければならない旨を規

定したものである。 

指定管理者を指定した実施機関は、前項に規定する

公開請求があったときは、その対象となる情報を提出

するよう指定管理者に求めなければならない旨を規

定したものである。 

指定管理者となる法人や団体等は、あくまでも市か

ら独立しているものであるため、この条例において指

定管理者に対して自ら管理する情報を指定実施機関

に提出する義務を課すことはできない。 

指定管理者となる法人や団体等は、あくまでも市か

ら独立しているものであるため、この条例において指

定管理者に対して自ら管理する情報を指定実施機関

に提出する義務を課すことはできない。 

したがって、条例上は指定実施機関に対し、指定管

理者に前項の情報を提出するよう求める義務のみ規

定することになるが、このことを担保するため、指定

管理者と指定実施機関が公の施設の管理に関して締

結する協定書において、指定管理者に情報の提出義務

を課すこと及び当該情報の提出義務に応じない場合

における指定の取消しなどの措置について規定しな

ければならない。 

したがって、条例上は指定実施機関に対し、指定管

理者に前項の情報を提出するよう求める義務のみ規

定することになるが、このことを担保するため、指定

管理者と指定実施機関が公の施設の管理に関して締

結する協定書において、指定管理者に情報の提出義務

を課すこと及び当該情報の提出義務に応じない場合

における指定の取消しなどの措置について規定しな

ければならない。 

なお、協定書に規定すべき事項は以下のとおりであ

る。 

なお、協定書に規定すべき事項は以下のとおりであ

る。 

(1) 指定管理者は、自ら管理する公の施設に係る情

報の公開に努めなければならないこと。 

(1) 指定管理者は、自ら管理する公の施設に係る情

報の公開に努めなければならないこと。 

(2) 指定管理者は、逗子市情報公開条例に基づき、

指定実施機関から情報の提出を求められたときは、

これに応じなければならないこと。 

(2) 指定管理者は、逗子市情報公開条例に基づき、

指定実施機関から情報の提出を求められたときは、

これに応じなければならないこと。 

(3) 指定実施機関は、指定管理者が前記(2)の情報の

提出の求めに応じないときは、指定の取消し、又は

期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を

命ずることができること。 

(3) 指定実施機関は、指定管理者が前記(2)の情報の

提出の求めに応じないときは、指定の取消し、又は

期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を

命ずることができること。 

また、指定管理者は、本項の規定に基づき指定実

施機関から情報を提出するよう求めがあったとき

は、直ちに当該情報の確認を行ったうえその写しを

作成して指定実施機関に提出しなければならない

こと。 

また、指定管理者は、本項の規定に基づき指定実

施機関から情報を提出するよう求めがあったとき

は、直ちに当該情報の確認を行ったうえその写しを

作成して指定実施機関に提出しなければならない

こと。 

第24条関係 第24条関係 

１ 趣旨 １ 趣旨 

本条は、この条例の施行に関し必要な事項の委任に

関する規定である。 

本条は、この条例の施行に関し必要な事項の委任に

関する規定である。 

２ 解釈 ２ 解釈 

(1) この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関

が定めるものである。 

(1) この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関

が定めるものである。 
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(2) 実施機関は、地方自治法上独立して権限を行使

する機関であり、一つの機関が他の機関に対して指

揮監督を行うことができる関係にはない。したがっ

て、この条例に基づく事務に関して必要な事項は、

各実施機関において規則、規程、告示等で定めるも

のである。 

(2) 実施機関は、地方自治法上独立して権限を行使

する機関であり、一つの機関が他の機関に対して指

揮監督を行うことができる関係にはない。したがっ

て、この条例に基づく事務に関して必要な事項は、

各実施機関において規則、規程、告示等で定めるも

のである。 

３ 運用 ３ 運用 

条例の施行に関し必要な事項は、各実施機関が独自

に定めるものであるが、その内容は、できる限り同一

のものとすることが望まれることから、制定又は変更

しようとするときは相互に連絡調整を十分行うもの

とする。 

条例の施行に関し必要な事項は、各実施機関が独自

に定めるものであるが、その内容は、できる限り同一

のものとすることが望まれることから、制定又は変更

しようとするときは相互に連絡調整を十分行うもの

とする。 

第25条関係 第25条関係 

１ 趣旨 １ 趣旨 

情報公開審査委員の守秘義務違反に対する罰則規

定を加えたものである。 

本条は、特別職職員である情報公開審査委員の守秘

義務を担保するため、違反した場合の罰則を規定した

ものである。 

本条は、個人情報の保護に関する条例第16条に規定

されていたが、刑法の改正に際し、本条例に移したも

のである。 

情報公開審査委員の守秘義務違反に対する罰則規定

を加えたものである。 

本条は、特別職職員である情報公開審査委員の守秘義

務を担保するため、違反した場合の罰則を規定したもの

である。 

本条は、個人情報の保護に関する条例第16条に規定さ

れていたが、刑法の改正に際し、本条例に移したもので

ある。 

２ 解釈 ２ 解釈 

情報公開審査委員は地方公務員法上の特別職であ

るため、同法第34条の守秘義務及び第60条の守秘義務

違反に対する罰則の規定が適用されないが、同委員は

職務上非公開情報を見分することから、守秘義務規定

を設けており、本状はその守秘義務違反に対する罰則

を規定したものである。 

情報公開審査委員は地方公務員法上の特別職である

ため、同法第34条の守秘義務及び第60条の守秘義務違反

に対する罰則の規定が適用されないが、同委員は職務上

非公開情報を見分することから、守秘義務規定を設けて

おり、本状はその守秘義務違反に対する罰則を規定した

ものである。 

附則関係(平成13年４月１日施行の全部改正条例) 附則関係(平成13年４月１日施行の全部改正条例) 

１ 趣旨 １ 趣旨 

(1) 第１項は、この条例が平成13年４月１日から施

行されること及び第19条については平成13年10月

１日から施行されることを想定している。 

(1) 第１項は、この条例が平成13年４月１日から施

行されること及び第19条については平成13年10月

１日から施行されることを想定している。 

なお、この条例の施行と同時に、逗子市情報公開

条例(平成２年逗子市条例第６号)は廃止される。 

なお、この条例の施行と同時に、逗子市情報公開

条例(平成２年逗子市条例第６号)は廃止される。 

(2) 第２項は、この条例の施行前に改正前の逗子市

情報公開条例の規定に基づいてなされた公開請求、

諾否の決定、不服の申出等やそれらに伴う手続など

の行為は、この条例の相当規定によりされた行為と

みなすことを定めたものである。 

(2) 第２項は、この条例の施行前に改正前の逗子市

情報公開条例の規定に基づいてなされた公開請求、

諾否の決定、不服の申出等やそれらに伴う手続など

の行為は、この条例の相当規定によりされた行為と

みなすことを定めたものである。 

(3) 第３項は、逗子市個人情報保護条例第27条第７ (3) 第３項は、逗子市個人情報保護条例第27条第７
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項で逗子市情報公開条例を引用していることから、

引用する条例番号等を全部改正後のものに改める

ことを定めたものである。 

項で逗子市情報公開条例を引用していることから、

引用する条例番号等を全部改正後のものに改める

ことを定めたものである。 

前 文(抄)(平成29年６月15日告示第98号) 前 文(抄)(平成29年６月15日告示第98号) 

平成29年６月15日から施行する。 平成29年６月15日から施行する。 

前 文(抄)(令和３年３月31日告示第44号) 前 文(抄)(令和３年３月31日告示第44号) 

令和３年４月１日から施行する。 令和３年４月１日から施行する。 

前 文(抄)(令和５年４月１日告示第83号) 前 文(抄)(令和５年４月１日告示第83号) 

令和５年４月１日から施行する。 令和５年４月１日から施行する。 

前 文(抄)(令和６年３月25日告示第50号) 前 文(抄)(令和６年３月25日告示第50号) 

令和６年４月１日から施行する。 令和６年４月１日から施行する。 

前 文(抄)(令和７年６月１日告示第89号) 前 文(抄)(令和７年６月１日告示第89号) 

令和７年６月１日から施行する。 令和７年６月１日から施行する。 

 前 文(抄)(令和８年４月１日告示第75号) 

 令和８年４月１日から施行する。 
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